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平成２７年度 補助方針 

 

１．補助事業の基本方針 

本財団は、自転車競技法に基づく競輪振興法人、小型自動車競走法に基づくオート

レース振興法人として、競輪・オートレースの収益を広く社会に還元し、社会貢献を

果たすため、地方自治体が施行する競輪・オートレースの売上げの一部により、機械

工業振興と公益事業振興に対する補助を行います。 

平成２７年度の補助事業にあたっては、機械工業振興、公益事業振興のそれぞれの

分野において、これまで取組んできた補助事業の成果・効果を踏まえ、「チャレンジ」

「チェンジ」をキーワードに、さまざまな社会的課題を解決するため、「将来の社会的

ニーズの先駆的な取組み」「新たな社会的課題に挑戦する取組み」を積極的に支援しま

す。 

 

 

２．補助方針の位置づけ 

補助事業は、自転車競技法・小型自動車競走法及び本財団が定める関連規程注 1・関

連要領注 2に基づき実施されます。また、平成２７年度補助事業について、本補助方針

のとおり方針等を定めます。 

 

 

 

公益事業振興補助事業

の実施 

 

第２４条第６号 

 

第２８条第６号 

 

関連規程注 1 

②－１ 公益規程 

②－２ 補助細則 

 

 

②－３ 関連要領注 2 

機械工業振興補助事業

の実施 

 

第２４条第５号 

 

第２８条第５号 

 

関連規程注 1 

①－１ 機振規程 

①－２ 補助細則 

 

 

①－３ 関連要領注 2 

補助方針 

自転車競技法 

 

小型自動車競走法 

 

 

 

ＪＫＡ制定 
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注 1：関連規程とは、以下を指します。 

①－１ 「自転車等機械工業振興事業に関する補助事業の選定の基準及び補助の方法に関する規程」及び「小型自

動車等機械工業振興事業に関する補助事業の選定の基準及び補助の方法に関する規程」（両規程を総称して以

下「機振規程」という。） 

①－２ 「自転車等機械工業振興事業に関する補助細則」及び「小型自動車等機械工業振興事業に関する補助細則」 

②－１ 「競輪公益資金による体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の補助を行うための業務方法に関す

る規程」及び「オートレース公益資金による体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の補助を行うた

めの業務方法に関する規程」（両規程を総称して以下「公益規程」という。） 

②－２ 「競輪公益資金による体育事業その他の公益の増進を目的とする事業に関する補助細則」及び「オートレ

ース公益資金による体育事業その他の公益の増進を目的とする事業に関する補助細則」 

注 2：関連要領とは、以下を指します。 

①－３ 「機械工業振興補助事業の交付要望書作成の手引き」並びに「機械工業振興補助事業実施に関する事務手

続要領」 

②－３ 「公益事業振興補助事業の交付要望書作成の手引き」並びに「公益事業振興補助事業実施に関する事務手

続要領」 

 

 

３．補助事業の概要 

補助事業は、「機械工業振興補助事業」と「公益事業振興補助事業」に分かれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助事業 

機械工業振興補助事業

※詳細は別添１(P.9～10)を参照

[振興事業補助]

「安全・安心」及び「生活の質の向上」
に資する技術革新

自転車・モーターサイクルの技術革新

機械工業の国際競争力強化に資する標準

化、人材の育成・交流等

公設工業試験研究所等における機械設備
拡充

公設工業試験研究所等における人材育成

機械工業におけるものづくり支援

機械工業における地域の中小機械工業の
振興

機械工業における省エネルギー等の環境
分野の振興

公設工業試験研究所等が主体的に取組む
共同研究

[研究補助]

[緊急的な対応を必要とする事業
への支援]

公益事業振興補助事業

※詳細は別添２(P.11～14)を参照

[公益の増進]

自転車・モーターサイクル

文教・社会環境

国際交流

スポーツ

医療・公衆衛生

新世紀未来創造プロジェクト

[社会福祉の増進]

児童

高齢者

障害者

地域共生型社会支援事業

幸せに暮らせる社会を創るための活動や
車両・機器等の整備

[非常災害の援護]

[緊急的な対応を必要とする事業
への支援]

[東日本大震災復興支援事業]
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４．補助事業の補助率・上限金額 

事業区分 対象事業の概要 
※1  

補助率 上限金額
※2 

機
械
工
業
振
興
補
助
事
業 

※
詳
細
は
別
添
１
を
参
照 

振
興
事
業
補
助 

重
点
事
業 

「安全・安心」及び「生活の質の向上」に資する技術革新 

自転車・モーターサイクルの技術革新 
3/4 

3,000万円 
国際競争力強化に資する標準化、人材の育成・交流等 

2/3 公設工業試験研究所等における機械設備拡充※3 

公設工業試験研究所等における人材育成※3 400万円 

一
般
事
業 

ものづくり支援 

地域の中小機械工業の振興 

省エネルギー等の環境 
1/2 

3,000万円 

公設工業試験研究所等が主体的に取組む共同研究※3 100万円 

研究補助 
個別研究 －

※4 300万円 

若手研究 －
※4 100万円 

緊急的な対応を必要とする事業への支援 ※5 ※5,6 

公
益
事
業
振
興
補
助
事
業 

※
詳
細
は
別
添
２
を
参
照  

 

公
益
の
増
進 

重
点
事
業 

自転車（強化指定選手遠征） 事業費 4/5 12,000万円 

自転車・モーターサイクル 

社会環境 

国際交流  

事業費 

2/3 

5,000万円 

施設の建築※7 15,000万円 

施設の補修※8 3,000万円 

一
般
事
業 

スポーツ 

医療・公衆衛生 

文教・社会環境 

事業費 

1/2 

5,000万円 

施設の建築※7 5,000万円 

医療機器の整備 1,500万円 

検診車の整備 2,205万円 

新世紀未来創造プロジェクト －
※4 100万円 

社会福祉 

の増進 

児童 

高齢者 

障害者 

地域共生型社会支援事業 

幸せに暮らせる社会を創るため

の活動や車両・機器等の整備 

事業費 

3/4 

5,000万円 

施設の建築※7 8,000万円 

福祉車両の整備 315万円 

福祉機器の整備 750万円 

施設の補修※9 3,000万円 

東日本大震災復興支援事業 －
※4 300万円 

非常災害の援護 －
※4 ※6 

緊急的な対応を必要とする事業への支援 ※10 ※6,10 

※1：補助率とは、補助対象経費のうち補助金額が占める割合を表します。 

なお、補助対象経費の上限（補助金の「上限金額※2」÷補助率）を超える

事業についても要望できます。（右図参照） 

※2：上限金額とは、１事業当たりの補助金額の上限を表します。（右図参照） 

･各事業経費毎に、補助対象経費算出のための基準単価が設定されている

場合があります。 

･補助率、基準単価は、事業の種類（施設、車両）により異なります。 

※3：公設工業試験研究所等が複数の種類の事業（機械設備拡充・人材育

成・共同研究）を実施する場合、それぞれの上限金額に関わらず、

事業の合計額が 3,000万円を超えないものとします。 

※4：自己負担を伴わない補助事業であることを表します。 

※5：補助率、上限金額は、「振興事業補助」の補助率、上限金額に準じます。 

※6：平成 27年度の予算で実施します。 

※7：「施設の建築」の上限金額は、施設の種類により異なります。詳細は、巻末「別添４」をご参照ください。 

※8：更生保護施設、自転車・モーターサイクル競技場及び自転車競技場を中心とした自転車の普及促進のための総合的

な施設。 

※9：社会福祉施設 

※10：補助率、上限金額は、「公益の増進」、「社会福祉の増進」の補助率、上限金額に準じます。 

総事業経費

補助対象となる経費

補助金 自己負担金

補助対象とならない経費

（※2上限金額以内） 

補助対象となる経費×補助率 
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５．補助事業の手続き 

補助事業の手続きは以下のとおりです。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①計画

事業の目的、実施方法
などを検討して計画を
たててください。

②要望

「RING!RING!プロジェクト」
ホームページからインタ
ーネット申請をしてくださ
い。

③審査・採否決定

JKA補助事業としてふさ
わしいかを審査・評価
（事前評価）し、採否
を決定します。

④採否の通知

文書で採否の連絡を通
知します。

⑤補助金交付申請

内定通知に基づいて、
補助金の交付を申請し
てください。

※一部事業の交付申請に
当たっては審査・評価委員
会の意見をお知らせします。

⑥補助金交付決定

交付申請書の内容を確
認した上で、補助金の
交付を決定します。

⑦事業の実施

事前に提出した事業計画
に従って事業を開始して
ください。

⑨補助金の申請

補助金の申請をしてく
ださい。

※補助金の申請には精算
払いのほか、分割払い、前
金払いがあります。

⑩補助金の支払

適切に事業が行われたこ
との確認後、補助金をお
支払いします。

⑫完了報告書の提出

事業完了後、JKAに完了
報告書を提出していただ
きます。

※⑤補助金交付申請の下線
部に該当する場合は、その
意見への対応を報告してい
ただきます。

⑪自己評価

事業実施後に、事前計
画に基づき自ら評価を
していただきます。

⑧公表

ホームページ等で補助
事業の公表を行います。

⑬補助金の額の
確定調査

補助事業の収支決算及び
実施内容を調査します。

⑭補助金の確定

補助金の額を確定しま
す。

※研究補助、新世紀未来創造プロジェクト、東日本大震災復

興支援事業のみ上記の手続きが⑨⇒⑩⇒⑦の順となりま

す。それ以外は共通です。 
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６．補助の対象者 

(１) 機械工業振興補助事業 

① 振興事業補助、緊急的な対応を必要とする事業への支援 

財団法人・社団法人※1、技術研究組合、特定非営利活動法人（NPO 法人）、その他

公共的な法人 

② 研究補助 

大学等研究機関※2、特定非営利活動法人（NPO 法人）、技術研究組合で研究に従

事する研究者※3 

 

(２) 公益事業振興補助事業 

① 公益の増進、社会福祉の増進、東日本大震災復興支援事業※3,4、緊急的な対応を

必要とする事業への支援 

特定非営利活動法人（NPO 法人）、財団法人・社団法人※1、社会福祉法人、更生

保護法人、商工会及び商工会議所 

② 新世紀未来創造プロジェクト 

国公立・私立の小学校・中学校・高等学校、特定非営利活動法人（NPO法人） 

③ 非常災害の援護 

上記①の法人及び特別の法律に基づいて設立された法人であって、以下の事業を

実施する者 

・災害救助のために救援物資の購入、管理、輸送、供与又は貸与を行う者 

・災害救助、救援及び復旧、復興活動を行う者 

 

※1 財団法人・社団法人とは、一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、 

公益社団法人を指します。 

※2 大学等研究機関には大学（短期大学を含む）、大学共同利用機関法人、高等

専門学校が含まれます。 

※3 申請者は研究者本人とし、申請に当たっては所属長の推薦が必要となります。

なお、東日本大震災復興支援事業に大学に所属する研究者（大学生・大学院

生は除く）が申請する場合も同様とします。 

※4 東日本大震災復興支援事業については、上記①の法人のほか、大学に所属す

る研究者（大学生・大学院生は除く）も対象となります。 

 

７．補助の対象外となる者 

(１) 同一事業において国又は他の団体（他の公営競技や宝くじ、その他民間助成団体）

からの補助を受けている者 

(２) 建築、補修、検診車、福祉車両の整備は、直近２年間（平成２５、２６年度）に本

財団から補助を受けた法人（ただし、自転車・モーターサイクル競技施設は除く） 

(３) 研究補助は、平成２６年度複数年研究の補助を受けた者 
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８．補助の対象となる経費 

補助事業を実施するために直接必要となる旅費、物件費、事業費 

(１) 機械工業振興補助事業については、別添３の「補助事業の事業経費の基準」（P.15

～19）をご参照ください。 

(２) 公益事業振興補助事業については、別添４の「補助事業の事業経費の基準」（P.20 

～31）をご参照ください。 

 

９．申請方法 

「RING!RING!プロジェクト」ホームページ http://ringring-keirin.jp における

会員登録及びインターネット申請が必要となります。 

※なお、別途要望書類の郵送が必要となります。 

なお、非常災害の援護、緊急的な対応を必要とする事業への支援については、  

１１.（２）の『お問い合わせフォーム』からお問い合わせください。 

 

１０．インターネット申請期間 

補助事業により、インターネット申請期間が異なります。 

(１) 下記（２）及び（３）を除くすべての補助事業 

平成２６年８月１日（金）～９月２６日（金）１７時 

※会員登録は９月２５日（木）１７時までに完了してください。 

９月２５日（木）１７時の時点で会員登録手続きが完了できていない場合、

申請できません。 

※なお、別途要望書類の郵送が必要となります。（要望書類の必着期限 １０月３日（金）１７時） 

(２) 研究補助 

平成２６年１１月１０日（月）～１１月２１日（金）１７時 

※会員登録は１１月２０日（木）１７時までに完了してください。 

１１月２０日（木）１７時の時点で会員登録手続きが完了できていない場

合、申請できません。 
※なお、別途要望書類の郵送が必要となります。（要望書類の必着期限 １１月２８日（金）１７時） 

(３) 非常災害の援護、緊急的な対応を必要とする事業への支援 

平成２７年度内において随時受付けております。 

（注：ただし、平成２７年度内に着手する必要があります。） 

 

１１．要望書類提出先及び問い合わせ先 

(１) 要望書類提出先 

〒１０２－８０１１ 

東京都千代田区六番町４番地６（英全ビル） 

公益財団法人ＪＫＡ 

競輪・オートレース振興事業本部 補助事業部 
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(２) 問い合わせ先 

「RING!RING!プロジェクト」ホームページ http://ringring-keirin.jp の『お問

い合わせフォーム』からお問い合わせください。 

 

１２．審査 

(１) 補助事業の選定については、外部委員から構成される補助事業審査・評価委員会（以

下、「審査・評価委員会」という。）において審査し、補助事業の透明性を確保します。 

(２) 補助事業の公益性については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法

律（平成１８年法律第４９号）第２条第４号に準じて審査します。 

 

１３．審査の基準 

機振規程第３条及び第４条並びに公益規程第３条及び第４条の規定によるほか、

以下の基準により審査します。特に、継続事業については、過年度の自己評価書を

審査します。 

(１) 組織の審査 

① 組織の適格性 

② 組織の事業遂行力 

③ 自己評価の体制 

(２) 要件審査 

① 補助対象事業との適合性 

② 公益性の確保 

③ 複数年度事業 

④ 広報計画 

(３) 事業審査 

① 社会的課題の把握と解決策の妥当性 

② 事業目標の妥当性 

③ 事業効果の妥当性 

④ 事業の新規性（又は事業継続の妥当性） 

⑤ 事業の発展性 

 

１４．採否の通知 

(１) 文書をもって、採否をお知らせします。 

(２) 採否に関するお問い合わせには応じかねますのでご了承ください。 

 

１５．補助事業の実施期間 

平成２７年４月１日以降に事業を開始し、平成２８年３月３１日までに完了する

ことを原則とします。 
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１６．補助事業である旨の表示 

補助事業を実施する場合には、補助事業である旨の表示を行うことを交付条件と

します。 

 

１７．補助事業の実施内容及び成果の公表 

補助事業者は、補助事業の完了後速やかに、実施内容及びその成果について、自

らのホームページ（ブログ）、機関誌、広報誌等を通じ、十分な PRに努めるととも

に、本財団が行う情報公開の取組みへの協力を交付条件とします。 

※補助事業の成果物である報告書、研究論文、ポスター・定期刊行物、建築した

施設や取得した物件の画像、その他補助事業者が本財団に提出する一切の資料

（動画・写真を含むがそれに限られない）は、「RING!RING!プロジェクト」ホー

ムページで公表します。その際、必要な範囲において、複製、公衆送信、素材

の修正、改変、編集、見出しやキーワードを付加すること、及び、第三者の素

材と一緒に編集することがありますことをご了承ください。 

 

１８．補助事業の評価 

補助事業者は、事業の実施前及び実施後に自らの実施する補助事業について自己

評価を行い、本財団が定める様式によりその結果を提出してください。 

また、必要に応じ、アンケート、ヒアリング、補助事業の成果に関する追跡調査

及び自己評価書の再提出をお願いする場合があります。 

提出された自己評価、アンケート、ヒアリング等をもとに、本財団は審査・評価

委員会において補助事業の評価を実施し、「RING!RING!プロジェクト」ホームページ

において公表します。 

 

１９．情報公開の実施 

補助事業者は、定款又は寄附行為、事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支決

算書及び役員名簿の情報公開を行うことを交付条件とします。 

 

２０．説明会の実施 

(１) 補助事業及び補助事業要望手続に関する説明会を開催します。詳細は「RING!RING!

プロジェクト」ホームページでお知らせします。 

(２) その他要望に関するお問い合わせについては、１１．（２）のお問い合わせ先までご

連絡ください。 
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補助の対象となる事業について 

 

Ⅰ．振興事業補助 

 

１． 重点事業 

(１) 「安全・安心」及び「生活の質の向上」に資する技術革新 

「安全・安心」及び「生活の質の向上」に対する人々の関心が高まるなか、機械

技術・機械工学を通した、人命事故への取組みはもとより、健康・医療・介護・福

祉分野における技術革新や IT 技術等の高度化による生活の質の向上に資する取組

みを支援します。 

①機械工業における安全・安心に資する取組みに関する事業 

②健康・医療・介護・福祉分野における技術革新やものづくり・IT技術等を用いて、

生活の質の向上に資する取組み 

(２) 自転車・モーターサイクルの技術革新 

独創的な発想や新たな可能性を追求した次世代型自転車・モーターサイクルに関

する事業 

(３) 標準化の推進 

国際競争力強化に資する国際標準化事業はもとより、同事業に関連する人材の育

成・交流等に対しても支援を行います。 

①機械工業の国際競争力強化に資する標準化の推進 

②標準化の推進に関連する人材の育成・交流等に関する事業 

(４) 公設工業試験研究所等（以下「公設試」という。）における機械設備拡充事業等 

地域の中小企業が公設試の機器を積極的に有効活用し、ものづくり、新産業の創

出及び産業の高付加価値化につながる事業を産業人材の育成等の観点からも支援

していきます。 

①公設試における機械設備拡充事業 

②公設試における地域の特性を活かし、好循環につながる産業の創出・人材育成に

資する事業 

 

２． 一般事業 

機械工業の振興に資する事業であって、重点事業以外の社会的課題を解決する以下の

事業を支援していきます。 

(１) 機械工業におけるものづくり支援に資する事業 

・先端技術の開発 

・知的財産の創出 

・付加価値の向上、新規事業の創出、等 

(２) 機械工業における地域の中小機械工業の振興に資する事業 

・事業基盤強化 
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・新規事業の展開、等 

(３) 機械工業における省エネルギー等の環境分野の振興 

・省エネルギーの推進 

・３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）への取組み 

・新エネルギーの開発 

・環境問題の解決に資する機械・製品の長寿命化、等 

(４) 公設試が主体的に取組む研究を通し、新たな地域ものづくりや高付加価値等につな

がる事業など、地元企業、大学等と連携して行う共同研究（公設試が主体的に取組

む共同研究） 

 

Ⅱ．研究補助 

 

機械工業の振興に資する「独創的な研究の促進を通じた成果の社会還元」及び「若手

研究者のキャリアアップによる人材育成」を支援します。なお、研究補助の要望にあた

っては、２年間を限度として複数年度にわたる研究についての要望を受け付けます。 

 

１． 対象となる事業 

機械工業の振興に資する研究 

 

２． 研究補助の種類 

(１) 大学等研究機関、特定非営利活動法人（NPO法人）、技術研究組合で研究に従事する

者による独創的な研究（以下「個別研究」という。） 

(２) 大学等研究機関、特定非営利活動法人（NPO法人）、技術研究組合で研究に従事する

若手研究者※による研究（以下「若手研究」という。） 

 

※ 若手研究者とは研究に従事してから概ね１５年以内にある者を指します。 

 

Ⅲ．緊急的な対応を必要とする事業への支援 

 

上記Ⅰに該当する事業であって、社会的情勢の変化に対応する必要があり、かつ実施

時期に対応しなければ事業効果が得られないなど、緊急的な対応を必要とする事業を支

援します（通称：緊急支援事業）。選定基準等については、別添５の「平成２７年度補

助方針に定める「緊急的な対応を必要とする事業への支援」審査要項」（P.32）をご参

照ください。 

なお、当該事業に関しては、予め「RING!RING!プロジェクト」ホームページ

http://ringring-keirin.jp の『お問い合わせフォーム』からご連絡ください。 
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補助の対象となる事業について 

 

Ⅰ．公益の増進 
 

１．重点事業 

(１) 自転車・モーターサイクル 

競技の普及促進及び競技施設の整備、自転車安全利用のための環境整備・普及啓

発に資する事業を支援します。 

①東京オリンピック・パラリンピック開催に向けた自転車競技の競技力向上（強化

指定選手遠征）に資する事業 

②自転車競技・モーターサイクル競技の普及促進及び競技力の向上に資する事業 

③自転車安全利用等、自転車と人にやさしい健康で安全な社会作りを推進する事業 

④自転車競技施設・モーターサイクル競技施設の建築 

⑤競輪・オートレースの補助事業により建築整備された施設の補修事業 

(２) 社会環境 

安全・安心な社会づくりを目指す活動や地域社会の安全・安心に資する活動を支

援します。 

①警察・消防活動に協力中の事故被害者に対する支援活動 

②地域社会の安全・安心に資する活動 

③更生保護施設の建築 

④競輪・オートレースの補助事業により建築整備された更生保護施設の補修事業 

(３) 国際交流 

グローバル化への対応がより一層求められることから、学術・芸術・文化などにお

ける国際交流の推進及び国際的な舞台で活躍できる人材の育成に資する事業を支援

します。 

 
２．一般事業 

(１) スポーツ 

競技力の向上のほか、「スポーツ基本法」の基本理念に則り、スポーツの推進に主

体的に取組む事業を支援します。 

①国内スポーツ競技力向上のための事業 

②全国的なスポーツ大会の開催 

③国際相互理解の増進に資する事業 

④スポーツ振興に関する調査研究、地域の相互連携及び地域間の交流等に資する事

業、等 

(２) 医療・公衆衛生 

健康・医療に関する普及啓発事業、病気の早期発見及び予防に資する検診車整備

事業、並びに難病及び希少難病に関する研究のための医療機器の整備に対する取組

みを支援します。 

①健康や命を守る医療の活動 

②難病及び希少難病に関する研究機器の整備（医療機器の整備） 
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③検診車の整備 

(３) 文教・社会環境 

伝統芸能・音楽・映画など学術・文化の振興、これらの振興を通して青少年の健

全育成に資する事業並びに自転車活用による地域振興及び自転車駐輪場の整備、消

費者の安全・安心な社会作りに資する活動など主体的に取組む事業を支援します。 

①親と子のふれあい交流活動 

②地域に根ざした自然・文化・遊び体験活動 

③学術・文化の振興のための活動 

④青少年の健やかな成長を育む活動 

⑤豊かな自然と動植物を大切にする活動 

⑥自転車・モーターサイクルの活用による地域振興、交通マナー啓発等の活動 

⑦自転車・モーターサイクルの交通マナー対策に資する施設の建築 

⑧消費者にとって「安全・安心」な社会を創る活動、等 

 

３．新世紀未来創造プロジェクト 

小学生・中学生・高校生を対象として、地域の『ひと・もの・こと』を活かした活動、

自己表現力を高め、自立心を養う活動や社会福祉活動など、個性豊かな次代を担う青少

年の育成に資する活動を支援します。 

（１） 地域ふれあい交流活動 

学校、クラス、クラブの生徒が中心となって、その地域住民などと交流し、相互

に理解を深めるために取組む活動 

（２） 実践的研究を通じた人間力育成支援活動 

学校、クラス、クラブの生徒が創造力、観察力、行動力を高めるため、独自の視

点で新たな教育的価値、チャレンジ精神を創出する実践的・先駆的な研究に取組む

活動 

（３） 社会福祉活動 

子どもが参加・体験等を通じ、地域共生型社会の実現を目指す力を身につける社

会福祉活動 

 

Ⅱ．社会福祉の増進 
 

福祉課題を地域で取り込んでいく活動や、医療、介護など様々な分野が連携できる取

組み、児童・高齢者・障害者を地域の中で結びつけ共生できる社会を目指す活動を支援

します。 

 

１．児童 

子どもの健やかな育成及び虐待からの子どもの保護活動などを通じて、子どもが幸せ

に暮らせるために日々取組む活動を支援します。 

また、虐待から子どもを守る施設及び児童福祉施設の建築について、その必要性に配

慮しつつ支援を行います。 

(１) 子どもが幸せに暮らせる社会を創る活動 
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(２) 虐待から子どもを守る施設の建築 

(３) 児童福祉施設の建築 
 

 

２．高齢者 

日ごろから、高齢者の社会参加や地域社会が高齢者を支える新たな仕組み作り、活動

の普及等に取組む事業を支援します。 

・お年寄りが幸せに暮らせる社会を創る活動 

 

３．障害者 

障害者の社会参加・自立を支援する活動及びその家族を支援する活動、障害者スポー

ツの振興等、障害者が地域で幸せに暮らせるために日々取組む活動を支援します。 

また、地域への移行に資する施設の建築について、その必要性に配慮しつつ支援を行い

ます。 

(１) 障害のある人が幸せに暮らせる社会を創る活動 

(２) 障害者の地域活動のための施設の建築 

(３) 障害者のための施設の建築 

(４) 身体障害者補助犬（以下「補助犬」という。）を広める活動 

(５) 補助犬の繁殖・訓練・ケア施設の建築 

 

４．地域共生型社会支援事業 

・児童、高齢者、障害者が相補的に関わることのできる地域共生型社会づくりを促進

する活動 

 

５．幸せに暮らせる社会を創るための活動や車両・機器等の整備 

施設利用者の活動や生活の質の向上に資する福祉車両の整備並びに施設で必要な福

祉機器の整備等、地域に関わる活動及び幸せに暮らせる福祉社会を創る活動を支援しま

す。 

(１) 福祉車両の整備 

(２) 福祉機器の整備 

(３) 幸せに暮らせる福祉社会を創る活動 

(４) 難病及び希少難病をかかえる人への支援並びに難病及び希少難病について正しい理

解を深める活動 

(５) 引きこもり・不登校に対する支援活動 

(６) 子どもなどの弱者をいじめ、暴力及び事故や犯罪から守るための活動 

(７) 福祉事業を行っている法人格を有さない団体に対して支援を行うことを本来事業の

目的とする活動 

(８) 競輪・オートレースの補助事業により建築整備された施設の補修事業 
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Ⅲ．東日本大震災復興支援事業 
 

被災者・被災地域において主体的に取組み、その成果を還元するとともに、被災地域

の復興・再生に寄与する活動を支援します。 

(１) 被災地域及び被災者受入地域における支援拠点、ネットワークづくり活動 

(２) 被災地域及び被災者受入地域における高齢者、児童、障害者等を対象とした生活支

援（メンタルケア、教育支援等）活動 

(３) 被災地域の記録活動（後世への伝承、普及・啓発） 

(４) 実態調査、現在・将来にわたるニーズ調査活動（普及・啓発） 

(５) 被災者や被災地域が行う復興（まちづくり、くらしづくり等）活動 

(６) 被災者の自立支援、就業支援を目的とした活動 

 

Ⅳ．非常災害の援護 

 

今後の大規模な自然災害に備え、防災対策の推進、災害時における救援・救助のため

の物資の整備を支援します。 

また、非常災害時における人的・物的、その他必要な救援・救助及び復旧・復興活動

を支援します。 

(１) 非常災害時の救援物資の購入、管理、輸送、供与又は貸与に関する事業 

(２) 非常災害時の救援・救助及びその後の復旧・復興に関する事業 

 

Ⅴ．緊急的な対応を必要とする事業への支援 

 

上記Ⅰ、Ⅱに該当する事業であって、社会的情勢の変化に対応する必要があり、かつ

実施時期に対応しなければ事業効果が得られないなど、緊急的な対応を必要とする事業

を支援します（通称：緊急支援事業）。選定基準等については、別添５の「平成２７年

度補助方針に定める「緊急的な対応を必要とする事業への支援」審査要項」（P.32）を

ご参照ください。 

なお、当該事業に関しては、予め「RING!RING!プロジェクト」ホームページ

http://ringring-keirin.jp の『お問い合わせフォーム』からご連絡ください。 
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補助事業の事業経費の基準 

 

Ⅰ．振興事業補助 

（１） 振興事業補助 

・対象となる経費は、補助事業の実施に必要不可欠な経費に限ります。 

・海外経費が含まれる場合は、国内経費と海外経費とに分けて表記してください。 

・国内経費 ～ 国内において支払いを必要とする経費 

・海外経費 ～ 国外において支払いを必要とする経費 

経費区分 

(費目) 

経費の種類

(節) 
対象経費 基準単価（上限） 備考 

旅 費 旅 費 運賃 

 

 

 ･運賃は公共交通機関で算出基礎が証明でき
るもののみ対象です。 
･タクシー代・特別車両料金は対象となりま
せん。 

  

国内航空賃 

（普通席） 
 

 

  
日当 4,000円／日  

  宿泊料 8,000円／泊 食費は対象となりません。 

 航空賃 海外航空賃 

(ﾃﾞｨｽｶｳﾝﾄｴｺﾉﾐｰ） 
 

･任意保険等は対象となりません。 
･支度金等は対象となりません。 

 交通費 委員会に出席する

ための交通費 
1,000円／回 

 

物件費 機械設備費 

  

･研究に使用するための 1 点 5 万円以上の機
器、備品及び資材が対象となります。 
･本補助事業に必要ではない付属品は、対象
となりません。 

事業費 委員手当 委員長 10,000円／回 
･委員として学識者又はこれに準ずると認め
られる者を委嘱した場合が対象です。 
･委員会及び幹事会(専門委員会又は分科会)
を開催した場合のみ対象です。 

  委  員 9,000円／回 

 謝 金 講  師 50,000円／日 講師として、講習会、セミナー等に学識者又
はこれに準ずると認められる者を依頼した
場合が対象です。 

  専門的な業務に従

事する者 
9,000円／日 

4,500円／ 

半日（4時間まで） 

学識者又はこれに準ずると認められる者を
依頼した場合が対象です。 

 研究員手当 調査研究、開発研

究に直接従事する

研究者に対する手

当 

9,000円／日 

4,500円／ 

半日（4時間まで） 

博士の学位を有する者（又は、博士課程修了
者）、若しくは、補助先において研究員の役
職を有する者であって、十分な研究実績を有
する者が対象です。 

 臨時傭役費 事業を実施する上

で直接必要なアル

バイトの日当 

6,000円／日 

3,000円／ 

半日（4時間まで） 

･交通費を含む額です。 
･同一人で年間最大 200日が対象です。 

 会場費 会場借上料 

会場設営費 

看板代等 

 ･イベント、講演会、講習会、研修会、セミ
ナーその他の行事のためにその期間中一時
的に会場を借上げるための経費及び付帯す
る機器設備等設営費に限り対象です。 
･「看板代等」は、競輪･オートレースの補助
事業であることが示されているものに限り
対象です。 
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経費区分 

(費目) 

経費の種類

(節) 
対象経費 基準単価（上限） 備考 

事業費 運送料 事業に直接必要な

発送経費（郵送料

を含む） 

 ･重量物の運送費も含む。 

 資料購入費 図書購入費  ･一般的な雑誌類、フィクションの類は対象
となりません。 
･年間購読料は、当該年度のものに限ります。 

 実験材料費   研究に使用するための試薬、試料、1点 5万

円未満の機器、備品及び資材が対象です。 

 機器借上料   研究に必要な検査機器等の借上料 

 原稿料 原稿料／速記料 2,500円／400字  

翻訳料 英文和訳 2,600円／400字 ･翻訳と同時に原稿を作成する場合も同額と
します。 
･翻訳を本業とすることを証明出来る者。 英語以外の外国語

の和訳 

3,200円／400字 

和文英訳 4,800円／(400字 

又は 200 ﾜｰﾄﾞ） 

英語以外の外国語

の翻訳 

5,400円／(400字 

又は 200 ﾜｰﾄﾞ） 

 通訳料 通訳料 100,000円／日 

50,000円／ 

半日（4時間まで） 

･この金額によることが難しいものについて
は、依頼する業務の内容及びその者の学識
経験等を勘案して本財団が査定する額とし
ます。 
･通訳を本業とすることを証明出来る者。 

 印刷費 報告書、研修会用

テキスト等 

 ･印刷物を作成する場合、事業完了時には PDF

データを提出してください。 

･競輪・オートレースの補助事業であること

が示されているものに限り対象です。 

（コピー代は対象となりません。） 

 委託事業費 ･アンケート調査
等の集計等 
（請負契約） 
･シンポジウムの
会場設営･運営等 

 当該事業に必要不可欠で、委託することの説

明を十分にできるものに限り対象とします。 

 委託調査費 調査事業を外部に

委託する場合の経

費 

事業項目毎の補

助対象経費総額

の50％未満 

 

 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ費 プログラム開発等 
 

 当該事業に必要不可欠で、機種選定・業者選

定等の説明を十分にできるものに限ります。 

※ 次の経費は対象となりません。 

○事業者の国内・海外事務所の借室料及び海外事務所経費 

○事業者が調査研究を行うに当たり、事業の中心となる調査研究そのものは外部に委託し、事業者は実

質的に委託先の審査のみ行っている場合の「委託調査費」 

○同一日、同一人の｢日当｣、「委員手当」、「謝金」、「研究員手当」、「臨時傭役費」の重複 

○当該法人の役職員への「委員手当」、「謝金」 

 

（２） 公設試における機械設備拡充事業 

対象となる経費は、機械設備費のみとなります。設置する機器内で使用する付属品・ソ

フトウェア以外は対象となりません。 
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（３） 公設試における地域の特性を活かし、好循環につながる産業の創出・人材育成に資する

事業 

対象となる経費は、補助事業の実施に必要不可欠な経費に限ります。 

経費区分 

(費目) 

経費の種類

(節) 
対象経費 基準単価（上限） 備考 

旅 費 旅 費 運賃 

 

 

 ･運賃は公共交通機関で算出基礎が証明でき
るもののみ対象です。 
･タクシー代・特別車両料金は対象となりま
せん。 

国内航空賃 

（普通席） 
  

物件費 機械設備費 

  

･研究に使用するための 1 点 5 万円以上の機
器、備品及び資材が対象となります。 
･本補助事業に必要ではない付属品は、対象
となりません。 

事業費 謝 金 講  師 50,000円／日 

 

講師として、講習会、セミナー等に学識者又

はこれに準ずると認められる者を依頼した

場合が対象です。 

  専門的な業務に従

事する者 

9,000円／日 

4,500円／ 

半日（4時間まで） 

学識者又はこれに準ずると認められる者を

依頼した場合が対象です。 

 会場費 会場借上料 

会場設営費 

看板代等 

 

 ･イベント、講演会、講習会、研修会、セミ
ナーその他の行事のためにその期間中一時
的に会場を借上げるための経費及び付帯す
る機器設備等設営費に限り対象です。 
･「看板代等」は、競輪･オートレースの補助
事業であることが示されているものに限り
対象です。 

 

実験材料費   研究に使用するための試薬、試料、1点 5万
円未満の機器、備品及び資材が対象です。 

 

通訳料 通訳料 100,000円／日 

50,000円／ 

半日（4時間まで） 

･この金額によることが難しいものについて

は、依頼する業務の内容及びその者の学識

経験等を勘案して本財団が査定する額とし

ます。 

･通訳を本業とすることを証明出来る者。 

 印刷費 報告書、研修会用

テキスト等 

 ･印刷物を作成する場合、事業完了時には PDF

データを提出してください。 

･競輪・オートレースの補助事業であること

が示されているものに限り対象です。 
（コピー代は対象となりません。） 

※ 次の経費は対象となりません。 

○当該法人の役職員への「謝金」 

 

（４） 公設試が主体的に取組む共同研究 

 

 

経費区分 

(費目) 

経費の種類

(節) 
対象経費 備 考 

物件費 機器設備費 研究に使用するための 1点 5万円以上の機器、備品及び資材  

事業費 

 

実験材料費 研究に使用するための試薬、試料、1点 5万円未満の機器、備品及

び資材 
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Ⅱ．研究補助 

・対象となる経費は、補助事業の研究活動に直接的に必要な経費に限ります。 

・海外経費が含まれる場合は、国内経費と海外経費とに分けて表記してください。 

・国内経費 ～ 国内において支払いを必要とする経費 

・海外経費 ～ 国外において支払いを必要とする経費 

経費区分 

(費目) 

経費の種類

(節) 
対象経費 基準単価（上限） 備考 

旅 費 旅 費 運賃 

 

 

 ･運賃は公共交通機関で算出基礎が証明で
きるもののみ対象です。 
･タクシー代・特別車両料金は対象となりま
せん。 

国内航空賃 
（普通席） 

  

日当 4,000円／日  

  宿泊料 8,000円／泊 食費は対象となりません。 

学会参加費  
補助事業に直接関係があるものに限り対象
です。 

 航空賃 海外航空賃 
(ﾃﾞｨｽｶｳﾝﾄｴｺﾉﾐｰ）  

･任意保険等は対象となりません。 
･支度金等は対象となりません。 

物件費 機器設備費   研究に使用するための 1 点 5 万円以上の機
器、備品及び資材 

事業費 謝 金 研究協力者 9,000円／日 
4,500円／ 
半日(4時間まで) 

共同研究者以外の外部協力者 

研究作業者 6,000円／日 
3,000円／ 
半日(4時間まで) 

研究活動に必要な資料、実験、測定、実態

調査等の研究補助作業者 

 運送料 事業に直接必要な
発送経費（郵送料を
含む） 

 ･重量物の運送費も含む。 

 資料購入費 図書購入費  ･補助事業に直接関係があり専門性が高い
ものに限り対象です。 
･一般的な雑誌類、フィクションの類は対象
となりません。 
･年間購読料は当該年度のものに限ります。 

 実験材料費   ･研究に使用するための試薬、試料 
･1点 5万円未満の機器、備品及び資材 

 機器借上料   研究に必要な検査機器等の借上料 

 印刷費 報告書、研修会用テ
キスト等 

 印刷物を作成する場合、事業完了時にPDFデ
ータを提出してください。 

 委託事業費 アンケート調査等
の集計、外部での実
験作業（請負契約）
等 

 ･当該事業に必要不可欠で、委託することの
説明を十分にできるものに限ります。 
･アンケート調査、データ集計、実験等を外
部に委託する場合の経費 

※ 次の経費は対象となりません。 

○代表研究者･共同研究者の人件費 

○有料出版物の刊行費用 

○大学等の研究室に通常配備されている機器･備品類（パソコンを含む） 

○同一日、同一人の｢日当｣、「謝金」の重複 
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Ⅲ．緊急的な対応を必要とする事業への支援 

 

（１）対象となる法人 

（２）対象となる事業 

上記「振興事業補助」に準ずる。 
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補助事業の事業経費の基準 

 

Ⅰ．施設の建築及び補修 

 

１．対象となる事業 

(１) 施設の建築（新築） 

新たに施設を建築する事業 

※ 対象建物及び建物を建てる土地を借入のための担保に供することは認められま

せん。（福祉医療機構からの借入の場合を除きます。） 

(２) 施設の補修 

競輪・オートレースの補助事業により整備された 

①自転車・モーターサイクル競技施設及び自転車競技場を中心とした自転車の普及

促進のための総合的な施設で、その原状回復のため補修する事業 

②補助施設のうち、更生保護施設、社会福祉施設を補修する事業 

２．対象となる経費 

(１) 建築 

①設計監理費 

②建築整備の実施に必要不可欠な経費 

③建築時に必要とされる付帯設備費 

④建築時に必要とされる備品などの初度調弁費 

（単価 5 万円以上を対象とします。） 

(２) 補修 

①設計監理費 

②補修の実施に必要不可欠な経費 

 

※ 以下の経費などがある場合は補助の対象外とします。 

① 既存建物の買取りに係わる経費 

② 土地の取得、造成、外構工事及び造園に係わる経費 

③ 既存施設及び設備の撤去費 

④ 付帯設備のみの経費 

 

１． 建築基準単価（新築） 

建
築
基
準
単
価 

建築物の主要構造部の構造区分（注１） 1 ㎡当たりの基準単価（千円）（注２） 

鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 178 

鉄 骨 造 162 

木 造 及 び 軽 量 鉄 骨 造 145 

（注１） 建築物の主要構造部の構造は、建築基準法施行令によります。 

（注２） ① 実際の単価※が上表より低い場合は、その実際の単価によります。 
※（建築工事見積総額―付帯設備工事費）÷延べ床面積＝１ｍ２当たりの単価 
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② 基準単価には建物の機能に必要不可欠な次の費用を含みます。 

･ 設計監理費 ･ 電気設備 

･ 給排水衛生換気設備 ･ ガス設備 

･ 浄化槽設備 ･ 非常用照明設備 

･ 自動火災報知機設備 ･ 消火栓設備 

･ 非常通報装置設備  

･ リフト（乗用以外）設備の工事の各々に要する費用 

 

２． 付帯設備基準単価（新築） 

施設の建築をする際、下表の付帯設備名に限り、各基準内において建築費に加算する

ことができます。 

付帯設備名 基準単価（上限） 備    考 

暖冷房設備   

 

 

 

 

･暖房設備のみの場合 

･床暖房のみの場合 
建築基準単価の 9% 

  
･冷房設備のみの場合 建築基準単価の 11% 

･暖冷房設備の場合 
建築基準単価の 13% 

･暖冷房に床暖房併設の場合 

エレベーター設備 

4停止 １基につき 6,900千円 

3停止 〃 6,600千円 

2停止 〃 6,300千円   

小型（積載 200kg／3人乗）の場

合１基につき 2,000千円 

合併処理槽設備 定員 1人当たり  100千円 

･JIS算定対象人員 

･処理槽本体、標準工事費を含む 
･処理排水 BOD・20PPM 
･1施設当たり 10,000 千円を限度と
する 

スプリンクラー設備   

 

１㎡当たりの基準単価 14,200円 

･設置面積のみを対象とする １㎡当たりの基準単価（水道直

結型スプリンクラー設備の場

合） 

9,000円 

 

３． 施設の建築基準（対象施設、基準面積、初度調弁費、上限金額） 

○公益の増進関連 

施設 基準面積(㎡) 初度調弁費(千円) 

自転車・モーターサイクル 

(1) 自転車・モーターサイクル競技施設（上限金額：150,000千円） 
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施設 基準面積(㎡) 初度調弁費(千円) 

文教・社会環境 

(2) 更生保護施設（上限金額：80,000千円） 

 

更生保護施設 

1名当たり 27.7 

1名当たり 129 

  

収容人員が 23 名以下の施設

に限り、収容人員 1名につき

1 名当たり 5.5 を加算するこ

とができる。（20名を限度と

する） 

1名当たり 
5.5 

を加算 

  
個室整備をする場合 1室当たり 

2.9 

を加算 

  

被保護者の集団処遇のため

の専用の集会室を設ける場

合 

1名当たり 
4 

を加算 

  

上記集会室を、被保護者の処

遇のために地域住民を活用

する地域交流室として使用

する場合 

1名当たり 
1 

を加算 

 
更生保護施設職員

宿舎 

１名当たり 19 

－ 

 
１世帯 47 

 

補助対象となる入居対象職員は、更生保護施設に勤務する職員とする。入居対象者数は、施設収

容定員 20名以下は４名、21名以上は 10名（10名未満は 10名として取り扱う）増すごとに１名

加算。世帯数は１世帯に限る。 

(3) 自転車・モーターサイクルの交通マナー対策に資する施設（上限金額：１施設 50,000千円） 

 

○社会福祉の増進関連 

施設 基準面積(㎡) 初度調弁費(千円) 

児 童 

(1) 虐待から子どもを守る施設（上限金額：80,000千円） 

 

児童養護施設 

1名当たり 25.9 1名当たり 129 

  
心理療法室を整備する場合 1施設 

150 

を加算 
 

子育て支援ショー

トステイ居室を整

備する場合 

1 名当た

り 
112 

を加算 

  

子育て支援ショートステイ

居室を整備する場合 
1名当たり 

11.38 

を加算 
 

  

親子生活訓練室を整備する

場合 
1施設 

29.8 

を加算 
 

  

乳幼児健康支援一時預かり

保育室を整備する場合 
1名当たり 

7.2 

を加算 
 

  

地域子育て支援スペースを

整備する場合 
1施設 

80.3 

を加算 
 

 地域小規模児童養

護施設 
1名当たり 25.9 

1名当たり 129 

  

本体施設とのネットワーク

のための映像情報関係機器

を整備する場合 

500 
を加算 

 情緒障害児短期治

療施設 

1名当たり 30.7 

1名当たり 129 

  
心理療法室を整備する場合 1施設 

230 

を加算 
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施設 基準面積(㎡) 初度調弁費(千円) 

 

情緒障害児短期治

療施設付属学習施

設 

 － 

 
1施設当たり 1,000 

 児童自立支援施設 

1名当たり 36.8 1名当たり 129 

  
通所部門を整備する場合 １名当たり 

14.6 

を加算 
 

通所部門を整備す

る場合 

1名当た

り 

108 
を加算 

(2) 児童福祉施設（上限金額：50,000千円） 

 

母子生活支援施設 

１世帯 60.4 １世帯 129 

  

子育て支援ショートステイ

居室を整備する場合 

１世帯当た

り 

37.92 

を加算 
 

子育て支援ショー

トステイ居室を整

備する場合 

1世帯当

たり 

112 
を加算 

  

乳幼児健康支援一時預かり

保育室を整備する場合 
1名当たり 

7.2 

を加算 
 

母子家庭等子育て

支援室を整備する

場合 

1世帯当

たり 
44 

を加算 

  

母子家庭等子育て支援室を

整備する場合 

１世帯当た

り 

9.4 

を加算 
 

 
児童厚生施設 － 

 
1施設当たり 1,000 

 
知的障害児施設 

1名当たり 23.8 

1名当たり 129 

  

強度行動障害特別処遇事業

のための居室等を整備する

場合 

１施設 
100 

を加算 

 

児童発達支援セン

ター 
    

 
旧知的障害児通

園施設 
1名当たり 13.9 1名当たり 109 

  

旧難聴幼児通園

施設 
1名当たり 8.9 1名当たり 109 

  
旧肢体不自由児

通園施設 
1名当たり 14.6 1名当たり 109 

  

旧重症心身障害

児通園施設 

Ａ型 

1名当たり 14.6 1名当たり 108 

 

医療型児童発達支

援センター 
 

 

   
 旧肢体不自由児

施設 

（入院治療部門） 

100名以下の場合 1名当たり 39.7 

1名当たり 129 

  
収容人員が 101名以上の場合 

超えた人数分 

1名当たり 
19.7 

 
 

旧肢体不自由児

施設 

（通院治療部門） 

1名当たり 14.6 1名当たり 109 

 
 盲・ろうあ児施設 1名当たり 23.9 1名当たり 129 

 重症心身障害児施

設 

100名以下の場合 1名当たり 39.7 

1名当たり 129 

 
収容人員が 101名以上の場合 

超えた人数分 

1名当たり 
19.7 

 

自閉症児施設 

1名当たり 
第 1種 27.9 

1名当たり 129  
第 2種 24.4 

  

強度行動障害特別処遇事業

のための居室を整備する場

合（第 2種） 

1施設 
100 

を加算 
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施設 基準面積(㎡) 初度調弁費(千円) 

 

児童家庭支援セン

ター 
1施設 84.4 － 

 

 
ショートステイ施

設 
1名当たり 11 1名当たり 118 

 
児童自立援助ホー

ム 
1名当たり 23.3 1名当たり 129 

 自立訓練棟 － 1施設当たり 1,000 

 

障 害 者 

(1) 障害者の地域活動のための施設（上限金額：50,000千円） 

 

障害者地域活動拠

点施設 
1施設 300 1施設当たり 1,000 

(2) 障害者のための施設（上限金額：50,000千円ただし、作業所は 24,000千円） 

 

障害者グループホ

ーム 
1名当たり（1棟当たり 2名以上 10名以内） 23.3 1名当たり 129 

 
障害者福祉ホーム 1名当たり 39.7 1名当たり 129 

 
作業所 － 

 
1施設当たり 1,000 

(3) 補助犬の繁殖・訓練・ケア施設（上限金額：50,000千円） 

※「障害者地域活動拠点施設」とは、障害者総合支援法の「地域活動支援センター」に、「障害者

が自ら行う地域活動」の拠点となる機能を付加した施設です。 

・施設の仕様には、以下の２点に注意して下さい。 

（１）「地域活動支援センター」の機能に必要十分な施設であること。 

（２）（１）に加えて、「障害者が自ら行う地域活動」に必要な施設であること。 

 

４． 施設の補修基準（対象施設、補修対象、上限金額） 
施設 補修対象 上限金額 

自転車・モーターサ

イクル競技施設 

走路のひび割れ及び保護シーリング 

30,000 千円 

付属建物：屋根、外壁からの漏水の補修 

自転車競技場を中心

とした自転車の普及

促進のための総合的

な施設 

自転車競技関連施設（ロードレースコース、ＭＴＢ用コ

ース及びＢＭＸ用コース）の路面整備及び安全確保に必

要不可欠とされる補修 

･訓練施設（付属建物含む）及びサイクルスポーツの振興

普及に係わる施設の補修 
･上記施設で必要な関連機械器具の補修 

更生保護施設、社会

福祉施設 
屋根、外壁からの漏水の補修 

※ 補修の対象事業は、上記施設であって、施設取得後、完成後引き渡しから原則として

１５年以上（自転車・モーターサイクル競技施設の走路、自転車競技場を中心とした

総合的な施設を除く。）を経過し、屋根、屋上の防水及び走路等の老朽化を放置する

と、施設機能に重大な影響が生じ、補修が必要な場合。 
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Ⅱ．事業経費の基準 
 

１． 公益・社会福祉の増進 

・対象となる経費は、補助事業の実施に必要不可欠な経費に限ります。 

・海外経費が含まれる場合は、国内経費と海外経費とに分けて表記してください。 

・国内経費 ～ 国内において支払いを必要とする経費 

・海外経費 ～ 国外において支払いを必要とする経費 

経費区分 

(費目) 

経費の種類

(節) 
対象経費 基準単価（上限） 備考 

旅 費 旅 費 運賃  ･運賃は公共交通機関で算出基礎が証

明できるもののみ対象です。 

･タクシー代・特別車両料金は対象と

なりません。 

  

国内航空賃 

（普通席） 

  

  
日当 4,000円／日  

  宿泊料 8,000円／泊 食費については対象となりません。 

 航空賃 海外航空賃 

(ﾃﾞｨｽｶｳﾝﾄｴｺﾉﾐｰ） 
 

･任意保険等は対象となりません。 

･支度金等は対象となりません。 

 交通費 委員会に出席するための

交通費 

1,000円／回  

物件費 物品購入費 事業に直接必要な物品の

購入費 
 

1点 5万円以上の機器、備品及び資材 

事業費 委員手当 委員長 10,000円／回 ･委員会の委員として学識者又はこれ

に準ずると認められるものを委嘱し

た場合 

･当該法人の役職員、派遣社員につい

ては対象となりません。 

  委  員 9,000円／回 

 謝 金 ・医 師 

・弁護士 

・講習会・セミナー等に

おける講師・出演者等 

50,000円／日 

 

･講師・出演者等とは、講習会、セミ
ナー等に学識者（これに準ずると認
められる者）又は、それを職業とす
る専門家に依頼した場合が対象で
す。 
･当該法人の役職員、派遣社員につい
ては対象となりません。 

 看護師 12,000円／日 

6,000円／ 

半日(4時間まで) 

当該法人の役職員、派遣社員について

は対象となりません。 

  専門的な業務に従事す

る者 

9,000円／日 

4,500円／ 

半日(4時間まで) 

･学識者又はこれに準ずると認められ

る者を依頼した場合が対象です。 

･当該法人の役職員、派遣社員につい

ては対象となりません。 

 研究員手当 調査研究、開発研究に直

接従事する研究者に対

する手当 

9,000円／日 

4,500円／ 

半日(4時間まで) 

博士の学位を有する者（又は、博士課
程修了者）、若しくは補助先において
研究員の役職を有する者であって、十
分な研究実績を有する者が対象です。 

 臨時傭役費 事業を実施する上で直

接必要なアルバイトの

日当 

6,000円／日 

3,000円／ 

半日(4時間まで) 

･交通費を含む額です。 

･同一人で年間最大 200日が対象です。 

･当該法人の役職員、派遣社員につい

ては対象となりません。 
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経費区分 

(費目) 

経費の種類

(節) 
対象経費 基準単価（上限） 備考 

事業費 車両借上料 

 

自転車・モーターサイク

ル競技大会、イベント、

講演会、講習会、研修会、

セミナーその他の事業

のために、その期間中一

時的に借上げるための

経費 

 借上げた車両が使用した高速道路料

金、一時的な駐車場代も対象です。 

 機材・備品

借上料 

  

 会場費 自転車・モーターサイク

ル競技大会、イベント、

講演会、講習会、研修会、

セミナーその他の行事

を開催する場合の会場

借上げ、会場設営、大会

設営に係わる経費 

 ･自転車・モーターサイクル競技大会、

イベント、講演会、講習会、研修会、

セミナーその他の行事のためにその

期間中一時的に会場を借上げるため

の経費及び付帯する機器設備等設営

費に限り対象です。 

･看板代等は、競輪･オートレースの補

助事業であることが示されているも

のに限り対象です。 

 運送料 事業に直接必要な発送

経費（郵送料を含む） 

 重量物（自転車、楽器、スポーツ用具、

絵画）の運送費も含む。 

 製作備品費 ゼッケン、スタッフ衣

料、メダル、トロフィー、

教材、ＣＤ、公益・社会

福祉に資するための用

具及び事業に直接必要

な製作備品等の購入費 

 

 

  

 原稿料 原稿料／速記料 2,500円／400字  

翻訳料 英文和訳 2,600円／400字 ･翻訳と同時に原稿を作成する場合も 

同額とします。 

･翻訳を本業とすることを証明出来る 

者。 

英語以外の外国語の和

訳 

3,200円／400字 

和文英訳 4,800円／(400字 

又は 200 ﾜｰﾄﾞ） 

英語以外の外国語の翻

訳 

5,400円／(400字 

又は 200 ﾜｰﾄﾞ） 

 通訳料 通訳料 100,000 円／日 

50,000円／ 

半日(4時間まで) 

･この金額によることが難しいものに

ついては、依頼する業務の内容及び

その者の学識経験等を勘案して本財

団が査定する額とします。 

･通訳を本業とすることを証明出来る

者。 

 印刷費 報告書、ポスター、パン

フレット、チラシ、冊子、

資料、定期的刊行物事業

を実施する上で直接必

要な印刷物を対象とし、

印刷、製本、デザイン料、

発送経費を含む 

 ･コピー代は対象となりません。 

･競輪･オートレースの補助事業であ

ることが示されているものに限り対

象です。 

 消耗品費 事業に直接必要な備品

の購入経費 
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経費区分 

(費目) 

経費の種類

(節) 
対象経費 基準単価（上限） 備考 

事業費 委託事業費 アンケート調査、データ

集計、ホームページ作

成、イベントの運営等を

外部に委託する経費 

 

当該事業に必要不可欠で、委託するこ

との説明を十分にできるものに限り

対象とします。 

 委託調査費 調査事業を外部に委託

する場合の経費 

事業項目毎の補

助対象経費総額

の 50％未満 

 

 

 

 映像制作費 映画、ビデオ・ＤＶＤ制

作、字幕翻訳、画像加工

のための経費 

  

 事業普及費 ･ 映画、テレビ、ラジオ

の番組制作・提供 

･新聞、雑誌におけるイ

ベントの開催告知 

  

 競技運営費 自転車・モーターサイク

ル競技大会における、警

備、ドーピング検査等、

競技運営に直接必要な

経費 

 

 

 食費については対象となりません。 

 給付金 人命救助に係わる殉難

者の家族に対する育英

資金、弔慰金 

  

 保険料 参加費を徴収しない競

技のみを対象 

  

※ 次の経費は対象となりません。 

○事業者の国内・海外事務所の借室料及び海外事務所経費 

○事業者が調査研究を行うに当たり、事業の中心となる調査研究そのものは外部に委託し、事業者は

実質的に委託先の審査のみ行っている場合の委託調査費 

○同一日、同一人の｢日当｣、「委員手当」、「謝金」、「研究員手当」、「臨時傭役費」の重複 

 

※ 「自転車競技・モーターサイクル競技の普及促進及び競技力の向上に資する事業のうち、東京オリン

ピック・パラリンピック開催に向けた自転車競技の競技力向上（強化指定選手遠征）に資する事業」

については、上記表にある『経費の種類（節）』のうち『旅費』『航空賃』『謝金』『車両借上料』

『運送料』『通訳料』のみ対象となります。 
 
２． 新世紀未来創造プロジェクト 

・対象となる経費は、補助事業の実施に必要不可欠な経費に限ります。 

・事業経費基準は、「１．公益・社会福祉の増進」に準じます。（ただし、「研究員手当」、

「消耗品費」、「委託調査費」、「競技運営費」、「給付金」を除く。） 

・以下の経費も対象となります。 

 

経費区分 

(費目) 
経費の種類(節) 対象経費 備 考 

事業費 消耗什器備品費 事業に直接必要な機材や備品の購入費  

 保険料 事業の実施期間中、児童・生徒の生命、身体の安全を守るための経費  
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Ⅲ．医療機器の整備 
 

3,000 千円以上 30,000 千円以下であり、難病及び希少難病の研究に必要不可欠な機器に限

ります。 

 

Ⅳ．検診車の整備 
 

種 類 基準単価（千円） 備 考 

検
診
車 

胃胸部併用Ｘ線デジタル検診車 44,100 

生活習慣病又は職業病の検診を目的とするも

のであること 
胃部Ｘ線デジタル検診車 40,950 

胸部Ｘ線デジタル検診車（高圧） 21,000 

婦人検診車 23,100 
乳房用Ｘ線撮影装置を搭載したものであるこ

と 

循環器検診車 16,800 上記検診の補完を目的とするものであること 

 
Ⅴ．福祉車両の整備 

 

（１）対象となる車両 

① 道路交通法で「普通自動車」に分類される購入新車車両（自動車検査証に『自家

用』と記載） 

② 訪問入浴車以外は社会福祉施設利用者の無償の輸送のために使用する車両（介護

保険法に基づいた有償サービスのための車両は除く。） 

③ 移送車１、２、３は、法定の社会福祉施設を有する法人 

 

（２）対象となる経費 

車両本体価格、特別装備、盗難防止装置及びＪＫＡ指定の補助標識(注 1)の表示に係

わる経費(注 2) 

（注 1）補助車両にはＪＫＡが指定した「補助標識」を必ず表示していただきます。 

（注 2）自動車登録諸経費（自動車税、重量税、取得税、保険料、登録代行料、納

車経費及びこれに係わる消費税等）は対象外とします。 
 

種 類 特別装備 概 要 排気量クラス(cc) 基準単価（千円） 

訪問入浴車 入浴サービス設備 訪問先で入浴サービスを行うため、特別

装備として「入浴サービス設備」を有す

る車両 

660以下（軽） 3,900 

661～2000 4,200 

移送車１ 「助手席リフトアップ」又

は「セカンドシートリフト

アップ」のいずれかの装備 

助手席もしくはセカンドシートが車両の

外側に回転し、低い位置まで下がる特別

装備 

660以下（軽） 1,200 

661～1500 1,400 

1501～2000 2,000 

2001～3000 2,700 
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種 類 特別装備 概 要 排気量クラス(cc) 基準単価（千円） 

移送車２ 車いす仕様（スロープ式） 車両に装備したスロープにより、車いす

に座ったまま乗り降りできる特別装備 
660以下（軽） 1,500 

661～1500 1,800 

1501～2000 2,500 

2001～3000 3,300 

移送車３ 車いす仕様（リフト式） 車両に装備したリフトにより、車いすに

座ったまま乗り降りできる特別装備 
660以下（軽） 1,500 

661～1500 1,600 

1501～2000 2,300 

2001～3000 3,000 

移送車４ 送迎用の乗用車で、乗車定員 7人以上、10人以下の車両 

（ワゴンタイプに限る） 
1400～2000 1,700 

2001～3000 2,300 

 

Ⅵ．福祉機器の整備 
 

（１）対象となる機器 

法人の所有する施設の利用者が必要とするリハビリ機器、特殊浴槽、介護機器  

（介護リフト、座面昇降機能付車いす、モジュール型車いす等）、授産機器 

① リハビリ機器、特殊浴槽、授産機器は当該事業に必要不可欠で、1,000 千円以上

10,000千円以下であること 

② 介護機器（介護リフト、座面昇降機能付車いす、モジュール型車いす等）は当該

事業に必要不可欠で、合計 1,000千円以上 2,000千円以下であること 

 

（２）対象となる経費 

機器及び建屋内設置場所までの搬送・据付、現地試運転調整等に係わる費用 
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Ⅶ．東日本大震災復興支援事業 
 

震災復興支援活動に直接必要となる以下の経費を対象とする。 

経費区分 

(費目) 

経費の種類

(節) 
対象経費 基準単価（上限） 備考 

旅 費 旅 費 運賃 

国内航空賃（普通席） 

ガソリン代 

高速道路料金 

 ･運賃は公共交通機関で算出基礎

が証明できるもののみ対象です。 

･タクシー代・特別車両料金は対象

となりません。 

宿泊料 8,000円／泊  

物件費 建築費 応急仮設拠点施設の

建築（プレハブ又は現

地の木材等を活用し

た施設） 

 ･建物の機能に必要不可欠な費用

を含みます。 

･事業実施前後の撤去費用は含み

ません。 

物品購入費 事業に直接必要な物

品の購入費 

 1 点 5 万円以上の機器、備品及び

資材 

事業費 A.専門業務

謝金 

専門家（コーディネー

タ、カウンセラー、看

護、介助、通訳、経営

コンサルティング等） 

12,000円／日 

6,000円／ 

半日(4時間まで) 

 

･コーディネータ（現地での管理・
調整）、カウンセラー等の専門家
を依頼した場合。 
･当該法人の役職員、派遣社員は対
象となりません。 

B.事務局スタ

ッフ人件費 

 9,000円／日 

4,500円／ 

半日(4時間まで） 

･被災地及び被災者受入地域での
活動に直接関わる事務局スタッ
フ人件費を対象とします。 
･補助金総額の 50%以内であるこ
と。 

 C.臨時傭役費 アルバイトの日当 6,000円／日 

3,000円／ 

半日(4時間まで) 

･交通費を含む額。 

･当該法人の役職員、派遣社員につ

いては対象となりません。 

 上記 A+B+Cの合計額が補助金総額の 70%以内であること。 

 借上料 事務所・会議室借上料  事務所の光熱水費は対象となりま

せん。 

 車両借上料 

機材・備品借上料 

 ･車両及び通信機器、テント等事業
に直接必要な物のレンタル経費。 
･バス等のチャーター代 
･借上車両のガソリン代、高速道路
料金、一時的な駐車場代 

 運送料 事業に直接必要な発送

経費（郵送料を含む） 

 ･重量物の運送費も含む。 

 印刷費 報告書、研修会用ハン

ドブック等 

 現地での活動報告書作成経費。復
興活動に関する研修会用ハンドブ
ック作成経費。（コピー代は対象
となりません。） 

 保険料  720円／(人・年間) 復興活動する人を対象とした保険

料。 

 消耗什器 

備品費 

  復興活動に直接必要な備品に係る

経費。（作業着等衣料品・生活用

品、事務用品、材料費等を含む。） 

 委託事業費 アンケート調査、デー
タ集計、ホームページ
作成、イベントの運営
等を外部に委託する
経費 

 補助金総額の 50%以内とする。 

※ 上記経費の支払・請求にあたっては、証憑を確認する際に、所定の様式に従った記載書類の提出が必要

となります。 
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Ⅷ．非常災害の援護 
 

（１）対象となる法人 

① 定款に定める目的達成のために、非常災害時の救援物資の購入、管理、輸送、供

与又は貸与を行う法人であって、本財団が定めた法人 

② 定款に定める目的達成のために、非常災害時の災害救助、救援及び復旧、復興活

動を行う法人であって、本財団が定めた法人 

 

（２）対象となる事業 

法人が主体的に取組み、被災者・被災地域への援護・復旧・復興に直接寄与する事

業 

 

Ⅸ．緊急的な対応を必要とする事業への支援 
 

（１）対象となる法人 

（２）対象となる事業 

上記「公益の増進」、「社会福祉の増進」に準ずる。 
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平成２７年度補助方針に定める「緊急的な対応を必要とする事業への支援」 

審査要項 

 

１．選定基準  

公益財団法人ＪＫＡ（以下「本財団」という。）が行う平成２７年度の補助方針に定める「緊

急的な対応を必要とする事業への支援」とは、社会的情勢の変化などに取組む事業であって、通

常の要望スケジュールでは対応できない事業であり、その結果、事業の実施又は効果等を逸して

しまうおそれがある事業を対象としている。  

なお、「緊急的な対応を必要とする事業への支援」とは早期に実施する必要があり、かつ次に

掲げる５要件に合致する補助事業であるものとする。  

(１) 迅速に対応することが必要な事業であること。  

(２) 機動的に予算措置を講じることによって、早期に事業実施することができる。  

(３) 当該事業を行う具体的計画を有し、かつ、事業を的確に実施できる能力を有する団体で

ある。  

(４）毎年恒例的に実施されている事業ではないこと。  

(５）過去において否採択とされた事業でないこと。  

 

２．事業期間  

平成２８年３月３１日までに完了すること。  

 

３.応募要件  

（１）要望書類  

① 補助金交付要望書（社会的情勢の変化に対応する必要があり、かつ実施時期に対応し

なければ事業効果が得られない理由書を添付のこと）  

② 事前計画・自己評価書  

③ 補助事業の概要  

④ 事業者の概要  

⑤ 事業経費比較表  

⑥ その他  

（２）要望書の提出等  

要望書の提出にあたっては、本財団は当該要望に係る書類の審査を行うため、速やかに

ヒアリング等を実施する。なお、要望書の申請は平成２７年４月１日以降随時受付とする。  

 

４.その他 

申請その他の事項については補助方針による。 

 

５.適用 

平成２７年４月１日から適用する。
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〒102-8011 東京都千代田区六番町 4番地 6（英全ビル） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホームページアドレス 
 

 

 
http://ringring-keirin.jp 

 

公益財団法人 ＪＫＡ 
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資料２ 平成 26年度第 2回機械振興補助事業審査・評価委員会 平成 26 年 7月 11 日 

平成２７年度（案） 平成２６年度 

平成２７年度機械工業振興補助事業及び体育事業その他の公益の増進を目的とす

る事業の補助に関する公示 

 

平成２７年度における自転車競技法第２４条第５号及び小型自動車競走法第２

８条第５号の規定に基づく、機械工業に関する事業の振興のための補助に関する

事業並びに自転車競技法第２４条第６号及び小型自動車競走法第２８条第６号の

規定に基づく、体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興のための補

助に関する事業は、公益財団法人ＪＫＡ（以下「本財団」という。）が定める関連

規程によるほか、次の補助方針により実施するので公示します。 

 

 

   平成２６年８月１日 

 

                   公益財団法人ＪＫＡ 

                       会 長  石 黒 克 巳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年度機械工業振興補助事業及び体育事業その他の公益の増進を目的と

する事業の補助に関する公示 

 

平成２６年度における自転車競技法第２４条第５号及び小型自動車競走法第

２８条第５号の規定に基づく、機械工業に関する事業の振興のための補助に関

する事業並びに自転車競技法第２４条第６号及び小型自動車競走法第２８条第

６号の規定に基づく、体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興の

ための補助に関する事業は、公益財団法人ＪＫＡ（以下「本財団」という。）が

定める関連規程によるほか、次の補助方針により実施するので公示します。 

 

 

   平成２５年８月１日 

 

                   公益財団法人ＪＫＡ 

                       会 長  石 黒 克 巳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

平成２７年度（案） 平成２６年度 

平成２７年度 補助方針 

 

１．補助事業の基本方針 

本財団は、自転車競技法に基づく競輪振興法人、小型自動車競走法に基づくオートレ

ース振興法人として、競輪・オートレースの収益を広く社会に還元し、社会貢献を果た

すため、地方自治体が施行する競輪・オートレースの売上げの一部により、機械工業振

興と公益事業振興に対する補助を行います。 

平成２７年度の補助事業にあたっては、機械工業振興、公益事業振興のそれぞれの分

野において、これまで取組んできた補助事業の成果・効果を踏まえ、「チャレンジ」「チ

ェンジ」をキーワードに、さまざまな社会的課題を解決するため、「将来の社会的ニーズ

の先駆的な取組み」「新たな社会的課題に挑戦する取組み」を積極的に支援します。 

 

 

２．補助方針の位置づけ 

補助事業は、自転車競技法・小型自動車競走法及び本財団が定める関連規程注 1・関連

要領注 2に基づき実施されます。また、平成２７年度補助事業について、本補助方針のと

おり方針等を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年度 補助方針 

 

１． 補助事業の基本方針 

本財団は、自転車競技法に基づく競輪振興法人、小型自動車競走法に基づくオートレ

ース振興法人として、競輪・オートレースの収益を広く社会に還元し、社会貢献を果た

すため、地方自治体が施行する競輪・オートレースの売上げの一部により、機械工業振

興と公益事業振興に対する補助を行います。 

平成２６年度の補助事業にあたっては、機械工業振興、公益事業振興のそれぞれの分

野において、引続き「チャレンジ」「チェンジ」をキーワードに、さまざまな社会的課

題を解決するため、「将来の社会的ニーズの先駆的な取組み」「新たな社会的課題に挑戦

する取組み」を積極的に支援します。 

 

 

２．補助方針の位置づけ 

補助事業は、自転車競技法・小型自動車競走法及び本財団が定める関連規程注 1・関

連要領注 2 に基づき実施されます。また、平成２６年度補助事業について、本補助方針

のとおり方針等を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

公益事業振興補助事業

の実施 

 

第２４条第６号 

 

第２８条第６号 

 

関連規程注 1 

②－１ 公益規程 

②－２ 補助細則 

 

 

②－３ 関連要領注 2 

機械工業振興補助事業

の実施 

 

第２４条第５号 

 

第２８条第５号 

 

関連規程注 1 

①－１ 機振規程 

①－２ 補助細則 

 

 

①－３ 関連要領注 2 

補助方針 

自転車競技法 

 

小型自動車競走法 

 

 

 

ＪＫＡ制定 

公益事業振興補助事業

の実施 

 

第２４条第６号 

 

第２８条第６号 

 

関連規程注 1 

②－１ 公益規程 

②－２ 補助細則 

 

 

②－３ 関連要領注 2 

機械工業振興補助事業

の実施 

 

第２４条第５号 

 

第２８条第５号 

 

関連規程注 1 

①－１ 機振規程 

①－２ 補助細則 

 

 

①－３ 関連要領注 2 

補助方針 

自転車競技法 

 

小型自動車競走法 

 

 

 

ＪＫＡ制定 
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平成２７年度（案） 平成２６年度 

注 1：関連規程とは、以下を指します。 

①－１ 「自転車等機械工業振興事業に関する補助事業の選定の基準及び補助の方法に関する規程」及び「小型自動車

等機械工業振興事業に関する補助事業の選定の基準及び補助の方法に関する規程」（両規程を総称して以下「機

振規程」という。） 

①－２ 「自転車等機械工業振興事業に関する補助細則」及び「小型自動車等機械工業振興事業に関する補助細則」 

②－１ 「競輪公益資金による体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の補助を行うための業務方法に関する規

程」及び「オートレース公益資金による体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の補助を行うための業務

方法に関する規程」（両規程を総称して以下「公益規程」という。） 

②－２ 「競輪公益資金による体育事業その他の公益の増進を目的とする事業に関する補助細則」及び「オートレース

公益資金による体育事業その他の公益の増進を目的とする事業に関する補助細則」 

注 2：関連要領とは、以下を指します。 

①－３ 「機械工業振興補助事業の交付要望書作成の手引き」並びに「機械工業振興補助事業実施に関する事務手続要

領」 

②－３ 「公益事業振興補助事業の交付要望書作成の手引き」並びに「公益事業振興補助事業実施に関する事務手続要

領」 

 

 

３．補助事業の概要 

補助事業は、「機械工業振興補助事業」と「公益事業振興補助事業」に分かれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 1：関連規程とは、以下を指します。 

①－１ 「自転車等機械工業振興事業に関する補助事業の選定の基準及び補助の方法に関する規程」及び「小型自動

車等機械工業振興事業に関する補助事業の選定の基準及び補助の方法に関する規程」（両規程を総称して以下

「機振規程」という。） 

①－２ 「自転車等機械工業振興事業に関する補助細則」及び「小型自動車等機械工業振興事業に関する補助細則」 

②－１ 「競輪公益資金による体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の補助を行うための業務方法に関する

規程」及び「オートレース公益資金による体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の補助を行うための

業務方法に関する規程」（両規程を総称して以下「公益規程」という。） 

②－２ 「競輪公益資金による体育事業その他の公益の増進を目的とする事業に関する補助細則」及び「オートレー

ス公益資金による体育事業その他の公益の増進を目的とする事業に関する補助細則」 

注 2：関連要領とは、以下を指します。 

①－３ 「機械工業振興補助事業の交付要望書作成の手引き」並びに「機械工業振興補助事業実施に関する事務手続

要領」 

②－３ 「公益事業振興補助事業の交付要望書作成の手引き」並びに「公益事業振興補助事業実施に関する事務手続

要領」 

 

 

３．補助事業の概要 

補助事業は、「機械工業振興補助事業」と「公益事業振興補助事業」に分かれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助事業 補助事業 

機械工業振興補助事業

※詳細は別添１(P.9～10)を参照

[振興事業補助]

「安全・安心」及び「生活の質の向上」
に資する技術革新

自転車・モーターサイクルの技術革新

機械工業の国際競争力強化に資する標準

化、人材の育成・交流等

公設工業試験研究所等における機械設備
拡充

公設工業試験研究所等における人材育成

機械工業におけるものづくり支援

機械工業における地域の中小機械工業の
振興

機械工業における省エネルギー等の環境
分野の振興

公設工業試験研究所等が主体的に取組む
共同研究

[研究補助]

[緊急的な対応を必要とする事業へ
の支援]

公益事業振興補助事業

※詳細は別添２(P.11～14)を参照

[公益の増進]

自転車・モーターサイクル

文教・社会環境

国際交流

スポーツ

医療・公衆衛生

新世紀未来創造プロジェクト

[社会福祉の増進]

児童

高齢者

障害者

地域共生型社会支援事業

幸せに暮らせる社会を創るための活動や
車両・機器等の整備

[非常災害の援護]

[緊急的な対応を必要とする事業
への支援]

[東日本大震災復興支援事業]

機械工業振興補助事業

※詳細は別添１(P9～10)を参照

[振興事業補助]

機械工業における安全・安心

環境にやさしい自転車社会づくり並びに
自転車・モーターサイクル

機械工業の国際競争力強化に資する標準
化、人材の育成・交流等

公設工業試験研究所等における機械設備
拡充等

機械工業におけるものづくり支援

機械工業における地域の中堅・中小機械
工業の振興

機械工業における環境、医療・介護 分
野等の振興

[研究補助]

[緊急事業への支援]

公益事業振興補助事業

※詳細は別添２(P11～13)を参照

[公益の増進]

自転車・モーターサイクル

文教・社会環境

国際交流

体育・スポーツ

医療・公衆衛生

新世紀未来創造プロジェクト

[社会福祉の増進]

児童

高齢者

障害者

幸せに暮らせる社会を創るための
活動や車両・機器等の整備

[非常災害の援護]

[緊急事業への支援]

[地域振興]

東日本大震災復興支援補助
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平成２７年度（案） 平成２６年度 

４．補助事業の補助率・上限金額 

事業区分 対象事業の概要 
※1  

補助率 上限金額
※2 

機
械
工
業
振
興
補
助
事
業 

※
詳
細
は
別
添
１
を
参
照 

振
興
事
業
補
助 

重
点
事
業 

「安全・安心」及び「生活の質の向上」に資する技術革新 

自転車・モーターサイクルの技術革新 
3/4 

3,000万円 
 

 

国際競争力強化に資する標準化、人材の育成・交流等 2/3 

公設工業試験研究所等における機械設備拡充※3 

公設工業試験研究所等における人材育成※3 400万円 

一
般
事
業 

ものづくり支援 

地域の中小機械工業の振興 

省エネルギー等の環境 
1/2 

3,000万円 

公設工業試験研究所等が主体的に取組む共同研究※3 100万円 

研究補助 
個別研究 －

※4 300万円 

若手研究 －
※4 100万円 

緊急的な対応を必要とする事業への支援 ※5 ※5,6 

公
益
事
業
振
興
補
助
事
業 

※
詳
細
は
別
添
２
を
参
照  

 

公
益
の
増
進 

重
点
事
業 

自転車（強化指定選手遠征） 事業費 4/5 12,000 万円 

自転車・モーターサイクル 

社会環境 

国際交流  

事業費 

2/3 

5,000万円 

施設の建築※7 15,000万円 

施設の補修※8 3,000万円 

一
般
事
業 

スポーツ 

医療・公衆衛生 

文教・社会環境 

事業費 

1/2 

5,000万円 

施設の建築※7 5,000万円 

医療機器の整備 1,500万円 

検診車の整備 2,205万円 

新世紀未来創造プロジェクト －
※4 100万円 

社会福祉 

の増進 

児童 

高齢者 

障害者 

地域共生型社会支援事業 

幸せに暮らせる社会を創るため

の活動や車両・機器等の整備 

事業費 

3/4 

5,000万円 

施設の建築※7 8,000万円 

福祉車両の整備 315万円 

福祉機器の整備 750万円 

施設の補修※9 3,000万円 

東日本大震災復興支援事業 －
※4 300万円 

非常災害の援護 －
※4 ※6 

緊急的な対応を必要とする事業への支援 ※10 ※6,10 

※1：補助率とは、補助対象経費のうち補助金額が占める割合を表します。 

なお、補助対象経費の上限（補助金の「上限金額※2」÷補助率）を超え

る事業についても要望できます。（右図参照） 

※2：上限金額とは、１事業当たりの補助金額の上限を表します。 

（右図参照） 

・各事業経費毎に、補助対象経費算出のための基準単価が設定され

ている場合があります。 

・補助率、基準単価は、事業の種類（施設、車両）により異なりま

す。 

※3：公設工業試験研究所等が複数の種類の事業（機械設備拡充・人材育成・

共同研究）を実施する場合、それぞれの上限金額に関わらず、事業の
合計額が 3,000万円を超えないものとします。 

※4：自己負担を伴わない補助事業であることを表します。 

※5：補助率、上限金額は、「振興事業補助」の補助率、上限金額に準じます。 

※6：平成 27年度の予算で実施します。 

※7：「施設の建築」の上限金額は、施設の種類により異なります。詳細は、巻末「別添４」をご参照ください。 

※8：更生保護施設、自転車・モーターサイクル競技場及び自転車競技場を中心とした自転車の普及促進のための総合的な

施設。 

※9：社会福祉施設 

※10：補助率、上限金額は、「公益の増進」、「社会福祉の増進」の補助率、上限金額に準じます。 

 

４．補助事業の補助率・上限金額 

事業区分 対象事業の概要 
※1 

補助率 上限金額※2 

機
械
工
業
振
興
補
助
事
業 

※
詳
細
は
別
添
１
を
参
照 

振
興
事
業
補
助 

重
点
事
業 

「安全・安心」のうち、人命事故に関わるもの 

 
3/4 

2,000 万円 安全・安心 

環境にやさしい自転車、自転車・モーターサイクル 

国際競争力強化に資する標準化、人材の育成・交流等 2/3 

公設工業試験研究所等 

 

3,000 万円 

 

一
般
事
業 

ものづくり支援 

地域の中堅・中小機械工業の振興 

環境、医療・介護 

1/2 2,000 万円 

   

研究補助 
個別研究 －

※3 300万円 

若手研究 －
※3 100万円 

緊急事業への支援 ※4 ※5 

公
益
事
業
振
興
補
助
事
業 

※
詳
細
は
別
添
２
を
参
照  

 

公
益
の
増
進 

重
点
事
業 

  

2/3 

 
自転車・モーターサイクル 

文教・社会環境 

国際交流  

事業費 5,000 万円 

施設の建築※6 15,000万円 

施設の補修※7 3,000 万円 

一
般
事
業 

体育・スポーツ 

医療・公衆衛生 

文教・社会環境 

事業費 

1/2 

5,000 万円 

施設の建築※6 5,000 万円 

医療機器の整備 1,500万円 

検診車の整備 2,205万円 

新世紀未来創造プロジェクト －
※3 100万円 

社会福祉 

の増進 

児童 

高齢者 

障害者 

 

幸せに暮らせる社会を創るため

の活動や車両・機器等の整備 

事業費 

3/4 

5,000万円 

施設の建築※6 8,000万円 

福祉車両の整備 315万円 

福祉機器の整備 750万円 

施設の補修※8 3,000 万円 

地域振興 東日本大震災復興支援補助 －
※3 300万円 

非常災害の援護 －
※3 ※5 

緊急事業への支援 ※9 ※5 

※1：補助率とは、補助対象経費のうち補助金額が占める割合を表します。

なお、補助対象経費の上限（補助金の「上限金額※2」÷補助率）を

超える事業についても要望できます。（右図参照） 

※2：上限金額とは、１事業当たりの補助金額の上限を表します。 

（右図参照） 

・各事業経費毎に、補助対象経費算出のための基準単価が設定さ
れている場合があります。 

・補助率、基準単価は、事業の種類（施設、車両）によっても異
なります。 

 

 

 

※3：自己負担を伴わない補助事業であることを表します。 

※4：補助率、上限金額は、「振興事業補助」の補助率、上限金額に準じま

す。 

※5：平成 26年度の予算で実施します。 

※6：「施設の建築」の上限金額は、施設の種類により異なります。詳細は、巻末「別添４」をご参照ください。 

※7：更生保護施設、自転車・モーターサイクル競技場及び自転車競技場を中心とした自転車の普及促進のための総合的
な施設。 

※8：社会福祉施設 

※9：補助率、上限金額は、「公益の増進」、「社会福祉の増進」の補助率、上限金額に準じます。 

 

総事業経費

補助対象となる経費

補助金 自己負担金

補助対象とならない経費

（※2上限金額以内） （※2上限金額以内） 

補助率 

補助対象となる経費×補助率 
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平成２７年度（案） 平成２６年度 

５．補助事業の手続き 

補助事業の手続きは以下のとおりです。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．補助事業の手続き 

補助事業の手続きは以下のとおりです。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①計画

事業の目的、実施方法
などを検討して計画を
たててください。

②要望

「RING!RING!プロジェクト」
ホームページからインタ
ーネット申請をしてくださ
い。

③審査・採否決定

JKA補助事業としてふさ
わしいかを審査・評価
（事前評価）し、採否
を決定します。

④採否の通知

文書で採否の連絡を通
知します。

⑤補助金交付申請

内定通知に基づいて、
補助金の交付を申請し
てください。

※一部事業の交付申請に
当たっては審査・評価委員
会の意見をお知らせします。

⑥補助金交付決定

交付申請書の内容を確
認した上で、補助金の
交付を決定します。

⑦事業の実施

事前に提出した事業計画
に従って事業を開始して
ください。

⑨補助金の申請

補助金の申請をしてく
ださい。

※補助金の申請には精算
払いのほか、分割払い、前
金払いがあります。

⑩補助金の支払

適切に事業が行われたこ
との確認後、補助金をお
支払いします。

⑫完了報告書の提出

事業完了後、JKAに完了
報告書を提出していただ
きます。

※⑤補助金交付申請の下
線部に該当する場合は、そ
の意見への対応を報告して
いただきます。

⑪自己評価

事業実施後に、事前計
画に基づき自ら評価を
していただきます。

（削除）

⑧公表

ホームページ等で補助
事業の公表を行います。

⑬補助金の額の
確定調査

補助事業の収支決算及び
実施内容を調査します。

⑭補助金の確定

補助金の額を確定します。

※研究補助、新世紀未来創造プロジェクト、東日本大震災復

興支援事業のみ上記の手続きが⑨⇒⑩⇒⑦の順となりま

す。それ以外は共通です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①計画

事業の目的、実施方法
などを検討して計画を
たててください。

②要望

「RING!RING!プロジェクト」
ホームページからインタ
ーネット申請をしてくださ
い。

③審査・採否決定

JKA補助事業としてふさ
わしいかを審査・評価
（事前評価）し、採否
を決定します。

④採否の通知

文書で採否の連絡をし
ます。

⑤補助金交付申請

内定通知に基づいて、
補助金の交付を申請し
てください。

※一部事業の交付申請に
当たっては審査・評価委員
会の意見をお知らせします。

⑥補助金交付決定

交付申請書の内容を確
認した上で、補助金の
交付を決定します。

⑦事業の実施

事前に提出した事業計画
に従って事業を開始して
ください。

⑨補助金の申請

補助金の申請をしてく
ださい。

※補助金の申請には精算
払いのほか、分割払い、前
金払いがあります。

⑩補助金の支払

適切に事業が行われたこ
との確認後、補助金をお
支払いします。

⑫完了報告書の提出

事業完了後、JKAに完了
報告書を提出していただ
きます。

⑪自己評価

事業実施後に、事前計
画に基づき自ら評価を
していただきます。

※⑤補助金交付申請の下線
部に該当する場合は、その意
見への対応を併せて評価をし
て、提出していただきます。

⑧公表

ホームページ等で補助
事業の公表を行います。

⑬補助金の額の
確定調査

補助事業の収支決算及び
実施内容を調査します。

⑭補助金の確定

補助金の額を確定します。

※研究補助、新世紀未来創造プロジェクト、東日本大震災復

興支援補助のみ上記の手続きが⑨⇒⑩⇒⑦の順となりま

す。それ以外は共通です。 
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平成２７年度（案） 平成２６年度 

６．補助の対象者 

(１) 機械工業振興補助事業 

① 振興事業補助、緊急的な対応を必要とする事業への支援 

財団法人・社団法人※1、技術研究組合、特定非営利活動法人（NPO法人）、その他公

共的な法人 

② 研究補助 

大学等研究機関※2、特定非営利活動法人（NPO 法人）、技術研究組合で研究に従事

する研究者※3 

 

(２) 公益事業振興補助事業 

① 公益の増進、社会福祉の増進、東日本大震災復興支援事業※3,4、緊急的な対応を必要

とする事業への支援 

特定非営利活動法人（NPO 法人）、財団法人・社団法人※1、社会福祉法人、更生保

護法人、商工会及び商工会議所 

② 新世紀未来創造プロジェクト 

国公立・私立の小学校・中学校・高等学校、特定非営利活動法人（NPO法人） 

③ 非常災害の援護 

上記①の法人及び特別の法律に基づいて設立された法人であって、以下の事業を実

施する者 
 

・災害救助のために救援物資の購入、管理、輸送、供与又は貸与を行う者 

・災害救助、救援及び復旧、復興活動を行う者 

 

※1 財団法人・社団法人とは、一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、 

公益社団法人を指します。 

※2 大学等研究機関には大学（短期大学を含む）、大学共同利用機関法人、高等専

門学校が含まれます。 

※3 申請者は研究者本人とし、申請に当たっては所属長の推薦が必要となります。

なお、東日本大震災復興支援事業に大学に所属する研究者（大学生・大学院生

は除く）が申請する場合も同様とします。 

※4 東日本大震災復興支援事業については、上記①の法人のほか、大学に所属する

研究者（大学生・大学院生は除く）も対象となります。 

 

７．補助の対象外となる者 

(１) 同一事業において国又は他の団体（他の公営競技や宝くじ、その他民間助成団体）か

らの補助を受けている者 

(２) 建築、補修、検診車、福祉車両の整備は、直近 2年間（平成 25、26年度）に本財団か

ら補助を受けた法人（ただし、自転車・モーターサイクル競技施設は除く） 

(３) 研究補助は、平成 26年度複数年研究の補助を受けた者 

 

 

６．補助の対象者 

(１) 機械工業振興補助事業 

① 振興事業補助、緊急事業への支援 

財団法人・社団法人※1、技術研究組合、特定非営利活動法人（NPO 法人）、その他

公共的な法人 

② 研究補助 

大学等研究機関※2、特定非営利活動法人（NPO法人）、技術研究組合で研究に従事

する研究者 

 

(２) 公益事業振興補助事業 

① 公益の増進、社会福祉の増進、地域振興（東日本大震災復興支援補助※3）、緊急事

業への支援 

特定非営利活動法人（NPO 法人）、財団法人・社団法人※1、社会福祉法人、更生保

護法人、商工会及び商工会議所 

② 新世紀未来創造プロジェクト 

国公立・私立の小学校・中学校・高等学校、特定非営利活動法人（NPO法人） 

③ 非常災害の援護 

上記①の法人及び特別の法律に基づいて設立された法人であって、以下の事業を実

施する者 
 

・災害救助のために救援物資の購入、管理、輸送、供与又は貸与を行う者 

・災害救助、救援及び復旧、復興活動を行う者 

 

※1 財団法人・社団法人とは、一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、 

公益社団法人を指します。 

※2 大学等研究機関には大学（短期大学を含む）、大学共同利用機関法人、高等専

門学校が含まれます。 

（新設） 

 

 

※3 東日本大震災復興支援補助については、上記①の法人のほか、大学に所属する

研究者（大学生・大学院生は除く）も対象となります。 

 

７．補助の対象外となる者 

(１) 同一事業において国または他の団体（他の公営競技や宝くじ、その他民間助成団体）

からの補助を受けている者 

(２) 建築、補修、検診車、福祉車両の整備は、直近 2年間（平成 24、25年度）に本財団

から補助を受けた法人 

 （新設） 
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平成２７年度（案） 平成２６年度 

８．補助の対象となる経費 

補助事業を実施するために直接必要となる旅費、物件費、事業費 

(１) 機械工業振興補助事業については、別添３の「補助事業の事業経費の基準」（P.15～19）

をご参照ください。 

(２) 公益事業振興補助事業については、別添４の「補助事業の事業経費の基準」（P.20～31）

をご参照ください。 

 

９．申請方法 

「RING!RING!プロジェクト」ホームページ http://ringring-keirin.jpにおける会員

登録及びインターネット申請が必要となります。 

※なお、別途要望書類の郵送が必要となります。 

なお、非常災害の援護、緊急的な対応を必要とする事業への支援については、１１.

（２）の『お問い合わせフォーム』からお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０．インターネット申請期間 

補助事業により、インターネット申請期間が異なります。 

（１） 下記（２）及び（３）を除くすべての補助事業 

平成２６年８月１日（金）～９月２６日（金）１７時 

※会員登録は９月２５日（木）１７時までに完了してください。 

９月２５日（木）１７時の時点で会員登録手続きが完了できていない場合、

申請できません。 

※なお、別途要望書類の郵送が必要となります。（要望書類の必着期限 １０月３日（金）１７時） 

（２） 研究補助 

平成２６年１１月１０日（月）～１１月２１日（金）１７時 

※会員登録は１１月２０日（木）１７時までに完了してください。 

１１月２０日（木）１７時の時点で会員登録手続きが完了できていない場合、

申請できません。 

※なお、別途要望書類の郵送が必要となります。（要望書類の必着期限 １１月２８日（金）１７時） 

（３） 非常災害の援護、緊急的な対応を必要とする事業への支援 

平成 27年度内において随時受付けております。 

（注：ただし、平成 27年度内に着手する必要があります。） 

８．補助の対象となる経費 

補助事業を実施するために直接必要となる旅費、物件費、事業費 

(１) 機械工業振興補助事業については、別添３の「補助事業の事業経費の基準」（P.14～16）

をご参照ください。 

(２) 公益事業振興補助事業については、別添４の「補助事業の事業経費の基準」（P.17～27）

をご参照ください。 

 

９．要望受付期間 

補助事業により、要望受付期間が異なります。 

 

（１） （２）及び（３）を除くすべての補助事業 

 

（２） 研究補助 

 

（３） 非常災害の援護、緊急事業への支援 

平成 26年度内において随時受付けております。 

（注：ただし、平成 26年度内に着手する必要があります。） 

 

１０．要望方法 

「RING!RING!プロジェクト」ホームページ http://ringring-keirin.jp からのインタ

ーネットでの手続きに加え、要望書類の郵送が必要となります。 

なお、緊急事業への支援については、この方法に依りませんので、１１.（２）の『お

問い合わせフォーム』からお問い合せください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25年 
11月 11日（月） 

平成 25年 
11月 25日（月） 

平成 25年 
11月 29日（金） 

受付開始 

インターネットで
の手続き期限 必要書類 

郵送期限 

平成 25年 
8月 19日（月） 

平成 25年 
9月 30日（月） 

平成 25年 
10月 4日（金） 

受付開始 
インターネットで
の手続き期限 

必要書類 
郵送期限 

http://ringring-keirin.jp/
http://ringring-keirin.jp/
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平成２７年度（案） 平成２６年度 

１１．要望書類提出先及び問い合わせ先 

(１) 要望書類提出先 

〒１０２－８０１１ 

東京都千代田区六番町４番地６（英全ビル） 

公益財団法人ＪＫＡ 

競輪・オートレース振興事業本部 補助事業部 

(２) 問い合わせ先 

「RING!RING!プロジェクト」ホームページ http://ringring-keirin.jp の『お  

問い合わせフォーム』からお問い合わせください。 

 

１２．審査 

(１) 補助事業の選定については、外部委員から構成される補助事業審査・評価委員会（以

下、「審査・評価委員会」という。）において審査し、補助事業の透明性を確保します。 

(２) 補助事業の公益性については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法

律（平成１８年法律第４９号）第２条第４号に準じて審査します。 

 

１３．審査の基準 

機振規程第３条及び第４条並びに公益規程第３条及び第４条の規定によるほか、以

下の基準により審査します。特に、継続事業については、過年度の自己評価書を審査

します。 

(１) 組織の審査 

① 組織の適格性 

② 組織の事業遂行力 

③ 自己評価の体制 

(２) 要件審査 

① 補助対象事業との適合性 

② 公益性の確保 

③ 複数年度事業 

④ 広報計画 

(３) 事業審査 

① 社会的課題の把握と解決策の妥当性 

② 事業目標の妥当性 

③ 事業効果の妥当性 

④ 事業の新規性（又は事業継続の妥当性） 

⑤ 事業の発展性 

 

１４．採否の通知 

(１) 文書をもって、採否をお知らせします。 

(２) 採否に関するお問い合わせには応じかねますのでご了承ください。 

 

１１．要望書提出先及び問合せ先 

(１) 要望書提出先 

〒１０２－８０１１ 

東京都千代田区六番町４番地６（英全ビル） 

公益財団法人ＪＫＡ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 補助事業部 

(２) 問合せ先 

「RING!RING!プロジェクト」ホームページ http://ringring-keirin.jp の『お

問い合わせフォーム』からお問い合わせください。 

 

１２．審査 

(１) 補助事業の選定については、外部委員から構成される補助事業審査・評価委員会（以

下、「審査・評価委員会」という。）において審査し、補助事業の透明性を確保します。 

(２) 補助事業の公益性については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法

律（平成１８年法律第４９号）第２条第４号に準じて審査します。 

 

１３．審査の基準 

機振規程第３条及び第４条並びに公益規程第３条及び第４条の規定によるほか、以

下の基準により審査します。特に、継続事業については、過年度の自己評価書を審査

します。 

(１) 組織の審査 

① 組織の適格性 

② 組織の事業遂行力 

③ 自己評価の体制 

(２) 要件審査 

① 補助対象事業との適合性 

② 公益性の確保 

③ 複数年度事業 

④ 広報計画 

(３) 事業審査 

① 社会的課題の把握と解決策の妥当性 

② 事業目標の妥当性 

③ 事業効果の妥当性 

④ 事業の新規性（または事業継続の妥当性） 

⑤ 事業の発展性 

 

１４．採否の通知 

(１) 文書をもって、採否をお知らせします。 

(２) 採否に関するお問合せには応じかねますのでご了承ください。 

 

http://ringring-keirin.jp/
http://ringring-keirin.jp/
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平成２７年度（案） 平成２６年度 

１５．補助事業の実施期間 

平成２７年４月１日以降に事業を開始し、平成２８年３月３１日までに完了するこ

とを原則とします。 

 

１６．補助事業である旨の表示 

補助事業を実施する場合には、補助事業である旨の表示を行うことを交付条件とし

ます。 

 

１７．補助事業の実施内容及び成果の公表 

補助事業者は、補助事業の完了後速やかに、実施内容及びその成果について、自ら

のホームページ（ブログ）、機関誌、広報誌等を通じ、十分な PR に努めるとともに、

本財団が行う情報公開の取組みへの協力を交付条件とします。 

※補助事業の成果物である報告書、研究論文、ポスター・定期刊行物、建築した施

設や取得した物件の画像、その他補助事業者が本財団に提出する一切の資料（動

画・写真を含むがそれに限られない）は、「RING!RING!プロジェクト」ホームペー

ジで公表します。その際、必要な範囲において、複製、公衆送信、素材の修正、

改変、編集、見出しやキーワードを付加すること、及び、第三者の素材と一緒に

編集することがありますことをご了承ください。 

 

１８．補助事業の評価 

補助事業者は、事業の実施前及び実施後に自らの実施する補助事業について自己評

価を行い、本財団が定める様式によりその結果を提出してください。 

また、必要に応じ、アンケート、ヒアリング、補助事業の成果に関する追跡調査及

び自己評価書の再提出をお願いする場合があります。 

提出された自己評価、アンケート、ヒアリング等をもとに、本財団は審査・評価委

員会において補助事業の評価を実施し、「RING!RING!プロジェクト」ホームページにお

いて公表します。 

 

１９．情報公開の実施 

補助事業者は、定款又は寄附行為、事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支決算

書及び役員名簿の情報公開を行うことを交付条件とします。 

 

２０．説明会の実施 

(１) 補助事業及び補助事業要望手続に関する説明会を開催します。詳細は「RING!RING!

プロジェクト」ホームページでお知らせします。 

(２) その他要望に関するお問い合わせについては、１１．（２）のお問い合わせ先までご

連絡ください。 

 

 

 

１５．補助事業の実施期間 

平成２６年４月１日以降に事業を開始し、平成２７年３月３１日までに完了するこ

とを原則とします。 

 

１６．補助事業である旨の表示 

補助事業を実施する場合には、補助事業である旨の表示を行うことを交付条件とし

ます。 

 

１７．補助事業の実施内容及び成果の公表 

補助事業者は、補助事業の完了後速やかに、実施内容及びその成果について、自ら

のホームページ（ブログ）、機関誌、広報誌等を通じ、十分な PRに努めるとともに、

本財団が行う情報公開の取組みへの協力を交付条件とします。 

※補助事業の成果物である報告書、研究論文、ポスター・定期刊行物、建築した施

設や取得した物件の画像、その他補助事業者が本財団に提出する一切の資料（動

画・写真を含むがそれに限られない）は、「RING!RING!プロジェクト」ホームペ

ージで公表します。その際、必要な範囲において、複製、公衆送信、素材の修正、

改変、編集、見出しやキーワードを付加すること、及び、第三者の素材と一緒に

編集することがありますことをご了承ください。 

 

１８．補助事業の評価 

補助事業者は、事業の実施前及び実施後に自らの実施する補助事業について自己評

価を行い、本財団が定める様式によりその結果を提出してください。 

また、必要に応じ、アンケート、ヒアリング、補助事業の成果に関する追跡調査及

び自己評価書の再提出をお願いする場合があります。 

提出された自己評価、アンケート、ヒアリング等をもとに、本財団は審査・評価委

員会において補助事業の評価を実施し、「RING!RING!プロジェクト」ホームページに

おいて公表します。 

 

１９．情報公開の実施 

補助事業者は、定款又は寄附行為、事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支決算

書及び役員名簿の情報公開を行うことを交付条件とします。 

 

２０．説明会の実施 

(１) 補助事業            の説明会を開催します。詳細は「RING!RING!

プロジェクト」ホームページでお知らせします。 

(２) その他要望に関するお問合せについては、１１．（２）の問合せ先までご連絡くださ

い。 
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平成２７年度（案） 平成２６年度 

別添１ 

機械 

補助の対象となる事業について 

 

Ⅰ．振興事業補助 

 

１． 重点事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 「安全・安心」及び「生活の質の向上」に資する技術革新 

「安全・安心」及び「生活の質の向上」に対する人々の関心が高まるなか、機械技

術・機械工学を通した、人命事故への取組みはもとより、健康・医療・介護・福祉分

野における技術革新や IT 技術等の高度化による生活の質の向上に資する取組みを支

援します。 

①機械工業における安全・安心に資する取組みに関する事業 

②健康・医療・介護・福祉分野における技術革新やものづくり・IT技術等を用いて、

生活の質の向上に資する取組み 

(２) 自転車・モーターサイクルの技術革新 

独創的な発想や新たな可能性を追求した次世代型自転車・モーターサイクルに関す

る事業 

(３) 標準化の推進 

国際競争力強化に資する国際標準化事業はもとより、同事業に関連する人材の育

成・交流等に対しても支援を行います。 

①機械工業の国際競争力強化に資する標準化の推進 

②標準化の推進に関連する人材の育成・交流等に関する事業 

(４) 公設工業試験研究所等（以下「公設試」という。）における機械設備拡充事業等 

地域の中小企業が公設試の機器を積極的に有効活用し、ものづくり、新産業の創出

及び産業の高付加価値化につながる事業を産業人材の育成等の観点からも支援して

いきます。 

①公設試における機械設備拡充事業 

②公設試における地域の特性を活かし、好循環につながる産業の創出・人材育成に資

別添１ 

機械 

補助の対象となる事業について 

 

Ⅰ．振興事業補助 

 

１． 重点事業 

東日本大震災以降、「安全・安心」に対する人々の関心は依然として高い水準にありま

す。機械工業においては、「安全・安心」、特に人命事故への取組みは社会的な要請であ

り、重点的に支援します。 

自転車・モーターサイクルをはじめとする機械工業の振興は本財団の重要な目的の一

つであり、人と自転車等が環境にやさしく共生していくため、自転車・モーターサイク

ルに関する調査研究等の事業を積極的に支援します。 

標準化の推進については、国際競争力強化に資する国際標準化事業はもとより、人材

の育成・交流等に対しても支援を行います。 

また、公設工業試験研究所等の役割として、中小企業がその機器を有効利用し、新産

業の創出や産業の高付加価値化につながる事業を産業人材の育成等の観点からも支援し

ていきます。 

 

(１) 機械工業における安全・安心に資する取組みに関する事業のうち、特に人命事故に

関わるもの   

(２) 機械工業における安全・安心に資する取組みに関する事業 

 

 

 

 

(３) 環境にやさしい自転車社会づくりに資する事業並びに自転車・モーターサイクルに

関する調査研究等事業 

 

(４) 機械工業の国際競争力強化に資する標準化の推進や、それらに関連する人材の育

成・交流等に関する事業 

 

 

 

(５) 公設工業試験研究所等（以下「公設試」という。）における機械設備拡充事業等 
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平成２７年度（案） 平成２６年度 

する事業 

 

２． 一般事業 

機械工業の振興に資する事業であって、重点事業以外の社会的課題を解決する以下の事

業を支援していきます。 

(１) 機械工業におけるものづくり支援に資する事業 

・先端技術の開発 

・知的財産の創出 

・付加価値の向上、新規事業の創出、等 

(２) 機械工業における地域の中小機械工業の振興に資する事業 

・事業基盤強化 

・新規事業の展開、等 

(３) 機械工業における省エネルギー等の環境分野の振興 

・省エネルギーの推進 

・３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）への取組み 

・新エネルギーの開発 

・環境問題の解決に資する機械・製品の長寿命化、等 

（重点事業に移項しメニュー化） 

(４) 公設試が主体的に取組む研究を通し、新たな地域ものづくりや高付加価値等に繋が

る事業など、地元企業、大学等と連携して行う共同研究（公設試が主体的に取組む

共同研究） 

 

Ⅱ．研究補助 

 

機械工業の振興に資する「独創的な研究の促進を通じた成果の社会還元」及び「若手研

究者のキャリアアップによる人材育成」を支援します。なお、研究補助の要望にあたって

は、２年間を限度として複数年度にわたる研究についての要望を受け付けます。 

 

１． 対象となる事業 

機械工業の振興に資する研究 

 

２． 研究補助の種類 

(１) 大学等研究機関、特定非営利活動法人（NPO法人）、技術研究組合で研究に従事する者

による独創的な研究（以下「個別研究」という。） 

(２) 大学等研究機関、特定非営利活動法人（NPO法人）、技術研究組合で研究に従事する若

手研究者※による研究（以下「若手研究」という。） 

 

※ 若手研究者とは研究に従事してから概ね１５年以内にある者を指します。 

 

 

２． 一般事業 

自転車・モーターサイクル及び機械工業の振興に資する事業であって、重点事業以外

の社会的課題を解決する以下の事業を支援していきます。 

(１) 機械工業におけるものづくり支援に資する事業 

①先端技術の開発 

②知的財産の創出 

③付加価値の向上、新規事業の創出、等 

(２) 機械工業における地域の中堅・中小機械工業の振興に資する事業 

①事業基盤強化 

②新規事業の展開、等 

(３) 機械工業における環境、医療・福祉分野等の振興 

①３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）への取組み 

②省エネルギーの推進 

③新エネルギーの開発 

④環境問題の解決に資する機械・製品の長寿命化 

⑤医療・福祉機器の開発、等 

  （新設） 

 

 

 

Ⅱ．研究補助 

 

機械工業の振興に資する「独創的な研究の促進を通じた成果の社会還元」及び「若手

研究者のキャリアアップによる人材育成」を支援します。なお、研究補助の要望にあた

っては、２年間を限度として複数年度にわたる研究についての要望を受け付けます。 

 

１． 対象となる事業 

機械工業の振興に資する研究 

 

２． 研究補助の種類 

(１) 大学等研究機関、特定非営利活動法人（NPO 法人）、技術研究組合で研究に従事する

者による独創的な研究（以下「個別研究」という。） 

(２) 大学等研究機関、特定非営利活動法人（NPO 法人）、技術研究組合で研究に従事する

若手研究者※による研究（以下「若手研究」という。） 

 

※ 若手研究者とは研究に従事してから概ね１５年以内にある者を指します。 



 

12 

 

平成２７年度（案） 平成２６年度 

 

Ⅲ．緊急的な対応を必要とする事業への支援 

 

上記Ⅰに該当する事業であって、社会的情勢の変化に対応する必要があり、かつ実施時

期に対応しなければ事業効果が得られないなど、緊急的な対応を必要とする事業を支援し

ます（通称：緊急支援事業）。選定基準等については、別添５の「平成２７年度補助方針

に定める「緊急的な対応を必要とする事業への支援」審査要項」（P.32）をご参照くださ

い。 

なお、当該事業に関しては、予め「 RING!RING!プロジェクト」ホームページ

http://ringring-keirin.jpの『お問い合わせフォーム』からご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ．緊急事業への支援 

 

上記Ⅰに該当する事業のうち、原則、災害に起因する機械工業の「安全・安心」等に

資する事業、社会的情勢の変化などに取組む事業であって、緊急に着手する必要がある

と認める事業を支援します      。 

 

＿＿＿当該事業に関しては、予め「 RING!RING!プロジェクト」ホームページ

http://ringring-keirin.jpの『お問い合わせフォーム』からご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ringring-keirin.jp/
http://ringring-keirin.jp/
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平成２７年度（案） 平成２６年度 

別添２ 

公益 

補助の対象となる事業について 

 

Ⅰ．公益の増進 
 

１．重点事業 

(１) 自転車・モーターサイクル 

競技の普及促進及び競技施設の整備、自転車安全利用のための環境整備・普及啓発

に資する事業を支援します。 

①東京オリンピック・パラリンピック開催に向けた自転車競技の競技力向上（強化指

定選手遠征）に資する事業 

②自転車競技・モーターサイクル競技の普及促進及び競技力の向上に資する事業 

③自転車安全利用等、自転車と人にやさしい健康で安全な社会作りを推進する事業 

④自転車競技施設・モーターサイクル競技施設の建築 

⑤競輪・オートレースの補助事業により建築整備された施設の補修事業 

 

(２) 社会環境 

安全・安心な社会づくりを目指す活動や地域社会の安全・安心に資する活動を支援

します。 

 

（①一般事業の文教・社会環境に移項し、削除） 

（②一般事業の文教・社会環境に移項し、削除） 

（③社会福祉の増進の幸せに暮らせる社会を創るための活動等に移項し、削除） 

①警察・消防活動に協力中の事故被害者に対する支援活動 

（⑤社会福祉の増進の幸せに暮らせる社会を創るための活動等に移項し、削除） 

②地域社会の安全・安心に資する活動 

 

③更生保護施設の建築 

④競輪・オートレースの補助事業により建築整備された更生保護施設の補修事業 

(３) 国際交流 

グローバル化への対応がより一層求められることから、学術・芸術・文化などにおけ

る国際交流の推進及び国際的な舞台で活躍できる人材の育成に資する事業を支援しま

す。 

（削除） 
 

２．一般事業 

(１) スポーツ 

競技力の向上のほか、「スポーツ基本法」の基本理念に則り、スポーツの推進に主体

的に取組む事業を支援します。 

①国内スポーツ競技力向上のための事業 
②全国的なスポーツ大会の開催 
③国際相互理解の増進に資する事業 
④スポーツ振興に関する調査研究、地域の相互連携及び地域間の交流等に資する事業、

等 

(２) 医療・公衆衛生 

別添２ 

公益 

補助の対象となる事業について 

 

Ⅰ．公益の増進 
 

１． 重点事業 

(１) 自転車・モーターサイクル 

競技の普及促進及び競技施設の整備、自転車安全利用のための環境整備・普及啓発

に資する事業を支援します。 

  （新設） 

 

① 自転車競技・モーターサイクル競技の普及促進及び競技力の向上に資する事業 

② 自転車安全利用等、自転車と人にやさしい健康で安全な社会作りを推進する事業 

③ 自転車競技施設・モーターサイクル競技施設の建築 

④ 競輪・オートレースの補助事業により建築整備された施設（以下「補助施設」と

いう。）の補修事業 

(２) 文教・社会環境 

子どもの創造性開発、子ども・若者などの引きこもり・不登校に対する自立支援活

動等を支援します。 

また、地域社会の安全・安心に資する事業を支援します。 

① 親と子のふれあい交流活動 

② 地域に根ざした自然・文化・遊び体験活動 

③ 引きこもり・不登校に対する支援活動 

④ 警察・消防活動に協力中の事故被害者に対する支援活動 

⑤ 子どもなどの弱者をいじめ、暴力及び事故や犯罪から守るための活動 

⑥ 防犯・防災を進める新たなネットワークづくり、地域社会の安全・安心に資する

活動 

⑦ 更生保護施設の建築 

(新設) 

(３) 国際交流 

グローバル化への対応がより一層求められることから、学術・芸術・文化などにお

ける国際交流の推進及び国際的な舞台で活躍できる人材の育成に資する事業を支援し

ます。 

・国際交流の推進活動 
 

２． 一般事業 

(１) 体育・スポーツ 

競技力の向上のみならず、「スポーツ基本法」の基本理念に則り、スポーツの推進

に主体的に取組む事業を支援します。 

① 国内スポーツ競技力向上のための事業及び全国的なスポーツ大会の開催 
（一部移項） 

② 国際相互理解の増進、地域の相互連携及び地域間の交流等に資する事業、等 
    （新設及び一部移項） 
 

(２) 医療・公衆衛生 
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平成２７年度（案） 平成２６年度 

健康・医療に関する普及啓発事業、病気の早期発見及び予防に資する検診車整備事

業、並びに難病及び希少難病に関する研究のための医療機器の整備に対する取組みを

支援します。 

①健康や命を守る医療の活動 

②難病及び希少難病に関する研究機器の整備（医療機器の整備） 

③検診車の整備 

(３) 文教・社会環境 

伝統芸能・音楽・映画など学術・文化の振興、これらの振興を通して青少年の健全

育成に資する事業並びに自転車活用による地域振興及び自転車駐輪場の整備、消費者

の安全・安心な社会作りに資する活動など主体的に取組む事業を支援します。 

①親と子のふれあい交流活動 

②地域に根ざした自然・文化・遊び体験活動 

③学術・文化の振興のための活動 

④青少年の健やかな成長を育む活動 

⑤豊かな自然と動植物を大切にする活動 

⑥自転車・モーターサイクルの活用による地域振興、交通マナー啓発等の活動 

⑦自転車・モーターサイクルの交通マナー対策に資する施設の建築 

⑧消費者にとって「安全・安心」な社会を創る活動、等 
 

３．新世紀未来創造プロジェクト 
小学生・中学生・高校生を対象として、地域の『ひと・もの・こと』を活かした活動、

自己表現力を高め、自立心を養う活動や社会福祉活動など、個性豊かな次代を担う青少年

の育成に資する活動を支援します。 

 

 

 

 

（１） 地域ふれあい交流活動 

学校、クラス、クラブの生徒が中心となって、その地域住民などと交流し、相互に

理解を深めるために取組む活動 

（２） 実践的研究を通じた人間力育成支援活動 

学校、クラス、クラブの生徒が創造力、観察力、行動力を高めるため、独自の視点

で新たな教育的価値、チャレンジ精神を創出する実践的・先駆的な研究に取組む活動 

 

（３） 社会福祉活動 

子どもが参加・体験等を通じ、地域共生型社会の実現を目指す力を身につける社会

福祉活動 

 

Ⅱ．社会福祉の増進 
 

福祉課題を地域で取り込んでいく活動や、医療、介護など様々な分野が連携できる取組

み、児童・高齢者・障害者を地域の中で結びつけ共生できる社会を目指す活動を支援しま

す。 
 

１．児童 
子どもの健やかな育成及び虐待からの子どもの保護活動などを通じて、子どもが幸せに

暮らせるために日々取組む活動を支援します。 

また、虐待から子どもを守る施設及び児童福祉施設の建築について、その必要性に配慮

しつつ支援を行います。 

(１) 子どもが幸せに暮らせる社会を創る活動 

健康・医療に関する普及啓発事業、病気の早期発見及び予防に資する検診車整備事

業、並びに難病            に関する医療機器の整備に対する取組みを 

 

支援します。 

① 健康や命を守る医療の活動 

② 難病 に関する研究機器の整備（医療機器の整備） 

③ 検診車の整備 

(３) 文教・社会環境 

伝統芸能・音楽・映画など学術・文化の振興、これらの振興を通して青少年の健全

育成に資する事業並びに自転車活用による地域振興及び自転車駐輪場の整備、消費者

の安全・安心な社会作りに資する活動など主体的に取組む事業を支援します。 

（重点事業の文教・社会環境からの移項による新設） 

（重点事業の文教・社会環境からの移項による新設） 

① 学術・文化の振興のための活動 

② 青少年の健やかな成長を育む活動 

③ 豊かな自然と動植物を大切にする活動 

④ 自転車・モーターサイクルの活用による地域振興、交通マナー啓発等の活動 

⑤ 自転車・モーターサイクルの交通マナー対策に資する施設の建築 

⑥ 消費者にとって「安全・安心」な社会をつくる活動、等 
 

３． 新世紀未来創造プロジェクト 
個性豊かな、次代を担う青少年の育成に資する活動を支援します。 

 

 

(１) 対象となる事業 

小学生・中学生・高校生の健全育成に資する交流・研究活動 

(２) 活動補助の種類 

① 地域ふれあい交流活動 

学校、クラス、クラブの生徒が中心となって、その地域住民などと交流し、相互

に理解を深めるために取組む活動 

② 実践的研究を通じた人間力育成支援活動 

学校、クラス、クラブの生徒が創造力、観察力、行動力を高めるため、独自の視

点で新たな教育的価値、チャレンジ精神を創出する実践的・先駆的な研究に取組む

活動 

（新設） 

 

 

 

Ⅱ．社会福祉の増進 
 

福祉課題を地域で取り込んでいく活動や、医療、介護など様々な分野が連携できる取り

組み、児童・高齢者・障害者を地域の中で結びつけ共生できる社会を目指す活動を支援し

ます。 
 

１． 児童 
子どもの健やかな育成及び虐待からの子どもの保護活動などを通じて、子どもが幸せ

に暮らせるために日々取組む活動を支援します。 

また、虐待から子どもを守る施設及び児童福祉施設の建築について、その必要性に配

慮しつつ支援を行います。 

(１) 子どもが幸せに暮らせる社会を創る活動 
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平成２７年度（案） 平成２６年度 

(２) 虐待から子どもを守る施設の建築 

(３) 児童福祉施設の建築 
 

２．高齢者 
日ごろから、高齢者の社会参加や地域社会が高齢者を支える新たな仕組み作り、活動の

普及等に取組む事業を支援します。 

・お年寄りが幸せに暮らせる社会を創る活動 
 

３．障害者 
障害者の社会参加・自立を支援する活動及びその家族を支援する活動、障害者スポーツ

の振興等、障害者が地域で幸せに暮らせるために日々取組む活動を支援します。 

また、地域への移行に資する施設の建築について、その必要性に配慮しつつ支援を行いま

す。 

(１) 障害のある人が幸せに暮らせる社会を創る活動 

(２) 障害者の地域活動のための施設の建築 

(３) 障害者のための施設の建築 

(４) 身体障害者補助犬（以下「補助犬」という。）を広める活動 

(５) 補助犬の繁殖・訓練・ケア施設の建築 

 

４．地域共生型社会支援事業 
・児童、高齢者、障害者が相補的に関わることのできる地域共生型社会づくりを促進す

る活動 

 

５．幸せに暮らせる社会を創るための活動や車両・機器等の整備 
施設利用者の活動や生活の質の向上に資する福祉車両の整備並びに施設で必要な福祉

機器の整備等、地域に関わる活動及び幸せに暮らせる福祉社会を創る活動を支援します。 

(１) 福祉車両の整備 

(２) 福祉機器の整備 

(３) 幸せに暮らせる福祉社会を創る活動 

(４) 難病及び希少難病をかかえる人への支援並びに難病及び希少難病について正しい理

解を深める活動 

(５) 引きこもり・不登校に対する支援活動 

(６) 子どもなどの弱者をいじめ、暴力及び事故や犯罪から守るための活動 

(７) 福祉事業を行っている法人格を有さない団体に対して支援を行うことを本来事業の

目的とする活動 

(８) 競輪・オートレースの補助事業により建築整備された施設の補修事業 

 

Ⅲ．東日本大震災復興支援事業 
 

被災者・被災地域において主体的に取組み、その成果を還元するとともに、被災地域の

復興・再生に寄与する活動を支援します。 

(１) 被災地域及び被災者受入地域における支援拠点、ネットワークづくり活動 

(２) 被災地域及び被災者受入地域における高齢者、児童、障害者等を対象とした生活支援

（メンタルケア、教育支援等）活動 

(３) 被災地域の記録活動（後世への伝承、普及・啓発） 

(４) 実態調査、現在・将来にわたるニーズ調査活動（普及・啓発） 

(２) 虐待から子どもを守る施設の建築 

(３) 児童福祉施設の建築 
 

２． 高齢者 
日ごろから、高齢者の社会参加や地域社会が高齢者を支える新たな仕組み作り、活動

の普及等に取組む事業を支援します。 

・お年寄りが幸せに暮らせる社会を創る活動 
 

３． 障害者 
障害者の社会参加・自立を支援する活動及びその家族を支援する活動、障害者スポー

ツの振興等、障害者が地域で幸せに暮らせるために日々取組む活動を支援します。 

また、地域への移行に資する施設の建築について、その必要性に配慮しつつ支援を行い

ます。 

(１) 障害のある人が幸せに暮らせる社会を創る活動 

(２) 障害者の地域活動のための施設の建築 

(３) 障害者のための施設の建築 

(４) 身体障害者補助犬（以下「補助犬」という。）を広める活動 

(５) 補助犬の繁殖・訓練・ケア施設の建築 

 

（新設） 

 
 

 

４． 幸せに暮らせる社会を創るための活動や車両・機器等の整備 
施設利用者の活動や生活の質の向上に資する福祉車両の整備並びに施設で必要な福祉

機器の整備等、         幸せに暮らせる福祉社会を創る活動を支援します。 

(１) 福祉車両の整備 

(２) 福祉機器の整備 

(３) 幸せに暮らせる福祉社会を創る活動 

(４) 難病及び希少難病をかかえる人を支援する活動 

 

  （重点事業の文教・社会環境からの移項による新設） 

（重点事業の文教・社会環境からの移項による新設） 

(５) 福祉事業を行っている法人格を有さない団体に対して支援を行うことを本来事業

の目的とする活動 

(６) 補助施設の補修事業 

 

Ⅲ．地域振興（東日本大震災復興支援補助） 
 

被災者・被災地域において主体的に取組み、その成果を還元するとともに、被災地域の

復興・再生に寄与する活動を支援します。 

(１) 被災地域および被災者受入地域における支援拠点、ネットワークづくり活動 

(２) 被災地域および被災者受入地域における高齢者、児童、障害者等を対象とした生活支

援（メンタルケア、教育支援等）活動 

(３) 被災地域の記録活動（後世への伝承、普及・啓発） 

(４) 実態調査、現在・将来にわたるニーズ調査活動（普及・啓発） 
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平成２７年度（案） 平成２６年度 

(５) 被災者や被災地域が行う復興（まちづくり、くらしづくり等）活動 

(６) 被災者の自立支援、就業支援を目的とした活動 

 

Ⅳ．非常災害の援護 

 

今後の大規模な自然災害に備え、防災対策の推進、災害時における救援・救助のための

物資の整備を支援します。 

また、非常災害時における人的・物的、その他必要な救援・救助及び復旧・復興活動を

支援します。 

(１) 非常災害時の救援物資の購入、管理、輸送、供与又は貸与に関する事業 

(２) 非常災害時の救援・救助及びその後の復旧・復興に関する事業 

 

Ⅴ．緊急的な対応を必要とする事業への支援 

 

上記Ⅰ、Ⅱに該当する事業であって、社会的情勢の変化に対応する必要があり、かつ実

施時期に対応しなければ事業効果が得られないなど、緊急的な対応を必要とする事業を支

援します。（通称：緊急支援事業）（通称：緊急支援事業）選定基準等については、別添５

の「平成２７年度補助方針に定める「緊急的な対応を必要とする事業への支援」審査要項」

（P.32）をご参照ください。 

なお、当該事業に関しては、予め「RING!RING!プロジェクト」ホームページ 

http://ringring-keirin.jpの『お問い合わせフォーム』からご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(５) 被災者や被災地域が行う復興（まちづくり、くらしづくり等）活動 

(６) 被災者の自立支援、就業支援を目的とした活動 

 

Ⅳ．非常災害の援護 

 

今後の大規模な自然災害に備え、防災対策の推進、災害時における救援・救助のための

物資の整備を支援します。 

また、非常災害時における人的・物的、その他必要な救援・救助及び復旧・復興活動を

支援します。 

(１) 非常災害時の救援物資の購入、管理、輸送、供与又は貸与に関する事業 

(２) 非常災害時の救援・救助及びその後の復旧・復興に関する事業 

 

Ⅴ．緊急事業への支援 

 

上記Ⅰ、Ⅱに該当する事業であり、社会的情勢の変化などに取組む事業であって、緊

急に着手する必要があると認める事業を支援します      。 

 

＿＿＿当該事業に関しては、予め「RING!RING!プロジェクト」ホームページ 

http://ringring-keirin.jpの『お問い合わせフォーム』からご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ringring-keirin.jp/
http://ringring-keirin.jp/
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平成２７年度（案） 平成２６年度 

別添３ 

機械 

補助事業の事業経費の基準 

 

Ⅰ．振興事業補助 

（１） 振興事業補助 

・対象となる経費は、補助事業の実施に必要不可欠な経費に限ります。 

・海外経費が含まれる場合は、国内経費と海外経費とに分けて表記してください。 

・国内経費 ～ 国内において支払いを必要とする経費 

・海外経費 ～ 国外において支払いを必要とする経費 

経費区分 

(費目) 

経費の種

類(節) 
対象経費 基準単価（上限） 備考 

旅 費 旅 費 運賃  運賃は公共交通機関で算出基礎が証明でき

るもののみ対象です。タクシー代・特別車両

料金は対象となりません。 

国内航空賃 

(普通席) 
  

日当 4,000円／日  

  宿泊料 8,000円／泊 ・食費は対象となりません。 

 航空賃 海外航空賃 

(ﾃﾞｨｽｶｳﾝﾄｴｺﾉﾐｰ） 
 

･任意保険等は対象となりません。 
･支度金等は対象となりません。 

 交通費 委員会に出席する

ための交通費 
1,000円／回 （削除） 

物件費 機械設備

費   

･研究に使用するための 1 点 5 万円以上の機
器、備品及び資材が対象となります。 
･本補助事業に必要ではない付属品は、対象
となりません。 

事業費 委員手当 委員長 10,000円／回 
･委員として学識者又はこれに準ずると認め
られる者を委嘱した場合が対象です。 
･委員会及び幹事会(専門委員会又は分科会)
を開催した場合のみ対象です。 

  委  員 9,000円／回 

 謝 金 講  師 50,000円／日 

 

講師として、講習会、セミナー等に学識者又

はこれに準ずると認められる者を依頼した

場合が対象です。 

  専門的な業務に

従事する者 

9,000円／日 

4,500円／ 

半日（4時間まで） 

学識者又はこれに準ずると認められる者を

依頼した場合が対象です。 

 研究員手

当 

調査研究、開発研

究に直接従事す

る研究者に対す

る手当 

9,000円／日 

4,500円／ 

半日（4時間まで） 

博士の学位を有する者（又は、博士課程修了

者）、若しくは、補助先において研究員の役

職を有する者であって、十分な研究実績を有

する者が対象です。 

 臨時傭役

費 

事業を実施する

上で直接必要な

アルバイトの日

当 

6,000円／日 

3,000円／ 

半日（4時間まで） 

･交通費を含む額です。 
･同一人で年間最大 200日が対象です。 

 会場費 会場借上料 

会場設営費 

看板代等 

 ･イベント、講演会、講習会、研修会、セミ
ナーその他の行事のためにその期間中一時
的に会場を借上げるための経費及び付帯す
る機器設備等設営費に限り対象です。 
･「看板代等」は、競輪･オートレースの補 

助事業であることが示されているものに
限り対象です。 

別添３ 

機械 

補助事業の事業経費の基準 

 

Ⅰ．振興事業補助 

             

・対象となる経費は、補助事業の実施に必要不可欠な経費に限ります。 

・海外経費が含まれる場合は、国内経費と海外経費とに分けて表記してください。 

・国内経費 ～ 国内において支払いを必要とする経費 

・海外経費 ～ 国外において支払いを必要とする経費 

経費区分 

(費目) 

経費の種

類(節) 
対象経費 基準単価（上限） 備考 

旅 費 旅 費 運賃  運賃は       算出基礎が証明でき

るもののみ対象です。タクシー代・    

は対象となりません。 

国内航空賃 

（   ） 
  

日当 4,000円／日  

  宿泊料 8,000円／泊 （新設） 

 航空賃 海外航空賃 

(ﾃﾞｨｽｶｳﾝﾄｴｺﾉﾐｰ） 
 

･任意保険等は対象となりません。 
･支度金等は対象となりません。 

 交通費 委員会に出席する

ための交通費 
1,000円／回 タクシー代は対象となりません。 

物件費 機械設備

費   

･研究に使用するための 1点 5万円以上の機
器、備品及び資材が対象となります。 
･本補助事業に必要ではない付属品は、対象
となりません。 

事業費 委員手当 委員長 10,000円／回 
･委員として学識者又はこれに準ずると認
められる者を委嘱した場合が対象です。 
･委員会及び幹事会(専門委員会又は分科
会)を開催した場合のみ対象です。 

  委  員 9,000円／回 

 謝 金 講  師 50,000円／日 

 

講師として、講習会、セミナー等に学識者

又はこれに準ずると認められる者を依頼し

た場合が対象です。 

  専門的な業務に

従事する者 

9,000円／日 

4,500円／ 

半日（4時間まで） 

学識者又はこれに準ずると認められる者を

依頼した場合が対象です。 

 研究員手

当 

調査研究、開発研

究に直接従事す

る研究者に対す

る手当 

9,000円／日 

4,500円／ 

半日（4時間まで） 

博士の学位を有する者（又は、博士課程修

了者）、若しくは、補助先において研究員

の役職を有する者であって、十分な研究実

績を有する者が対象です。 

 臨時傭役

費 

事業を実施する

上で直接必要な

アルバイトの日

当 

6,000円／日 

3,000円／ 

半日（4時間まで） 

･交通費を含む額です。 
･同一人で年間最大 200日が対象です。 

 会場費 会場借上料 

会場設営費 

看板代等 

 ･イベント、講演会、講習会、研修会、セミ
ナーその他の行事のためにその期間中一
時的に会場を借上げるための経費及び付
帯する機器設備等設営費に限り対象です。 
･「看板代等」は、競輪･オートレースの補
助事業であることが示されているものに
限り対象です。 
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平成２７年度（案） 平成２６年度 

経費区分 

(費目) 

経費の種

類(節) 
対象経費 基準単価（上限） 備考 

事業費 運送料 事業に直接必要

な発送経費（郵送

料を含む） 

 ･重量物の運送費も含む。 

 資料購入

費 

図書購入費  ･一般的な雑誌類、フィクションの類は対象
となりません。 
･年間購読料は、当該年度のものに限りま 
す。 

 実験材料

費 

  研究に使用するための試薬、試料、1点 5万

円未満の機器、備品及び資材が対象です。 

 機器借上

料 

  
研究に必要な検査機器等の借上料 

 原稿料 原稿料／速記料 2,500円／400字  

翻訳料 英文和訳 2,600円／400字 ･翻訳と同時に原稿を作成する場合も同額と
します。 
･翻訳を本業とすることを証明出来る者。 英語以外の外国

語の和訳 

3,200円／400字 

和文英訳 4,800円／(400字 

又は 200 ﾜｰﾄﾞ） 

英語以外の外国

語の翻訳 

5,400円／(400字 

又は 200 ﾜｰﾄﾞ） 

 通訳料 通訳料 100,000円／日 

50,000円／ 

半日（4時間まで） 

･この金額によることが難しいものについて
は、依頼する業務の内容及びその者の学識
経験等を勘案して本財団が査定する額とし
ます。 
･通訳を本業とすることを証明出来る者。 

 印刷費 報告書、研修会用

テキスト等 

 ･印刷物を作成する場合、事業完了時には PDF

データを提出してください。 

･競輪・オートレースの補助事業であること

が示されているものに限り対象です。 

（コピー代は対象となりません。） 

 委託事業

費 

･アンケート調査
等の集計等（請
負契約） 
･シンポジウムの
会場設営･運営
等 

 当該事業に必要不可欠で、委託することの説

明を十分にできるものに限り対象とします。 

 委託調査

費 

調査事業を外部

に委託する場合

の経費 

事業項目毎の補助

対象経費総額の

50％未満 

 

 コンピュー

タ費 

プログラム開発
等 

 当該事業に必要不可欠で、機種選定・業者選

定等の説明を十分にできるものに限ります。 

※ 次の経費は対象となりません。 

○事業者の国内・海外事務所の借室料及び海外事務所経費 

○事業者が調査研究を行うに当たり、事業の中心となる調査研究そのものは外部に委託し、事業者は実質

的に委託先の審査のみ行っている場合の「委託調査費」 

○同一日、同一人の｢日当｣、「委員手当」、「謝金」、「研究員手当」、「臨時傭役費」の重複 

○当該法人の役職員への「委員手当」、「謝金」 

 

 

経費区分 

(費目) 

経費の種

類(節) 
対象経費 基準単価（上限） 備考 

事業費 送 料 補助事業に係わ

る報告書、アンケ

ート等の送料 

 （新設） 

 資料購入

費 

図書購入費  ･一般的な雑誌類、フィクションの類は対象
となりません。 
･年間購読料は、当該年度のものに限りま
す。 

事業費 

 

実験材料

費 

  研究に使用するための試薬、試料、1点 5万

円未満の機器、備品及び資材が対象です。 

機器借上

料 

  
研究に必要な検査機器等の借上料 

 原稿料 原稿料／速記料 2,500円／400字  

 翻訳料 英文和訳 2,600円／400字 ･翻訳と同時に原稿を作成する場合も同額
とします。 
･翻訳を本業とすることを証明出来る者。  英語以外の外国

語の和訳 

3,200円／400字 

和文英訳 4,800円／(400字 

又は 200 ﾜｰﾄﾞ） 

英語以外の外国

語の翻訳 

5,400円／(400字 

又は 200 ﾜｰﾄﾞ） 

通訳料 通訳料 100,000円／日 

50,000円／ 

半日（4時間まで） 

･この金額によることが難しいものについ
ては、依頼する業務の内容及びその者の学
識経験等を勘案して本財団が査定する額
とします。 
･通訳を本業とすることを証明出来る者。 

印刷費 報告書、研修会用

テキスト等 

 印刷物を作成する場合、事業完了時には PDF

データを提出してください。 

（新設） 

 

（発送費・コピー代は対象となりません。） 

 委託事業

費 

･アンケート調査
等の集計等（請
負契約） 

･シンポジウムの
会場設営･運営
等 

 当該事業に必要不可欠で、委託することの
説明を十分にできるものに限り対象としま
す。 

 委託調査

費 

調査事業を外部

に委託する場合

の経費 

事業項目毎の補助

対象経費総額の

50％未満 

 

 コンピュー

タ費 

プログラム開発
等 

 当該事業に必要不可欠で、機種選定・業者

選定等の説明を十分にできるものに限りま

す。 

※ 次の経費は対象となりません。 

○事業者の国内・海外事務所の借室料及び海外事務所経費 

○事業者が調査研究を行うに当たり、事業の中心となる調査研究そのものは外部に委託し、事業者は実

質的に委託先の審査のみ行っている場合の「委託調査費」 

○同一日、同一人の｢日当｣、「委員手当」、「謝金」、「研究員手当」、「臨時傭役費」の重複 

○当該法人の役職員への「委員手当」、「謝金」 
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平成２７年度（案） 平成２６年度 

（２） 公設試における機械設備拡充事業 

対象となる経費は、機械設備費のみとなります。設置する機器内で使用する付属品・ソフ

トウェア以外は対象となりません。 

 

（３） 公設試における地域の特性を活かし、好循環につながる産業の創出・人材育成に資する事

業 

対象となる経費は、補助事業の実施に必要不可欠な経費に限ります。 

経費区分 

(費目) 

経費の種

類(節) 
対象経費 基準単価（上限） 備考 

旅 費 旅 費 運賃 

 

 

 ･運賃は公共交通機関で算出基礎が証明で
きるもののみ対象です。 
･タクシー代・特別車両料金は対象となりま
せん。 

国内航空賃 

(普通席) 

  

物件費 機械設備

費   

･研究に使用するための 1点 5万円以上の機
器、備品及び資材が対象となります。 
･本補助事業に必要ではない付属品は、対象
となりません。 

事業費 謝 金 講  師 50,000円／日 

 

講師として、講習会、セミナー等に学識者

又はこれに準ずると認められる者を依頼し

た場合が対象です。 

  専門的な業務に

従事する者 

9,000円／日 

4,500円／ 

半日（4時間まで） 

学識者又はこれに準ずると認められる者を

依頼した場合が対象です。 

 会場費 会場借上料 

会場設営費 

看板代等 

 

 

 ･イベント、講演会、講習会、研修会、セミ
ナーその他の行事のためにその期間中一
時的に会場を借上げるための経費及び付
帯する機器設備等設営費に限り対象です。 
･「看板代等」は、競輪･オートレースの補
助事業であることが示されているものに
限り対象です。 

 実験材料

費 

  研究に使用するための試薬、試料、1点 5万

円未満の機器、備品及び資材が対象です。 

 通訳料 通訳料 100,000円／日 

50,000円／ 

半日（4時間まで） 

･この金額によることが難しいものについ

ては、依頼する業務の内容及びその者の学

識経験等を勘案して本財団が査定する額

とします。 
･通訳を本業とすることを証明出来る者。 

 印刷費 報告書、研修会用

テキスト等 

 ･印刷物を作成する場合、事業完了時には

PDFデータを提出してください。 

･競輪・オートレースの補助事業であること

が示されているものに限り対象です。 

（コピー代は対象となりません。） 

※ 次の経費は対象となりません。 

○当該法人の役職員への「謝金」 

 

（４）公設試が主体的に取組む共同研究 

経費区分 

(費目) 

経費の種類

(節) 
対象経費 備 考 

物件費 機器設備費 研究に使用するための 1点 5万円以上の機器、備品及び資材  

事業費 

 

実験材料費 研究に使用するための試薬、試料、1 点 5 万円未満の機器、備品及

び資材 
 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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平成２７年度（案） 平成２６年度 

Ⅱ．研究補助 

・対象となる経費は、補助事業の研究活動に直接的に必要な経費に限ります。 

・海外経費が含まれる場合は、国内経費と海外経費とに分けて表記してください。 

・国内経費 ～ 国内において支払いを必要とする経費 

・海外経費 ～ 国外において支払いを必要とする経費 

経費区分 

(費目) 

経費の種類

(節) 
対象経費 基準単価（上限） 備考 

旅 費 旅 費 運賃  運賃は公共交通機関で算出基礎が証明で
きるもののみ対象です。タクシー代・特
別車両料金は対象となりません。 

国内航空賃 
(普通席) 

  

日当 4,000円／日  

  宿泊料 8,000円／泊 食費は対象となりません。 

学会参加費  
補助事業に直接関係があるものに限り対
象です。 

 航空賃 海外航空賃 
(ﾃﾞｨｽｶｳﾝﾄｴｺﾉﾐｰ）  

･任意保険等は対象となりません。 
･支度金等は対象となりません。 

 (削除) (削除) (削除) (削除) 

物件費 機器設備費   研究に使用するための 1点 5万円以上の
機器、備品及び資材 

事業費 謝 金 研究協力者 9,000円／日 

4,500円／ 

半日(4時間まで) 

共同研究者以外の外部協力者 

研究作業者 6,000円／日 

3,000円／ 

半日(4時間まで) 

研究活動に必要な資料、実験、測定、実

態調査等の研究補助作業者 

 運送料 事業に直接必要な発
送経費（郵送料を含
む） 

 ･重量物の運送費も含む。 

 資料購入費 図書購入費  ･補助事業に直接関係があり専門性が高
いものに限り対象です。 
･一般的な雑誌類、フィクションの類は対
象となりません。 
（削除） 

･年間購読料は、当該年度のものに限りま
す。 

 実験材料費   ･研究に使用するための試薬、試料 
･1点 5万円未満の機器、備品及び資材 

 機器借上料   研究に必要な検査機器等の借上料 

 印刷費 報告書、研修会用テ
キスト等 

 印刷物を作成する場合、事業完了時にPDF
データを提出してください。 

 委託事業費 ･アンケート調査等
の集計、外部での実
験作業（請負契約）
等 
･（削除） 

 ･当該事業に必要不可欠で、委託すること
の説明を十分にできるものに限ります。 
･アンケート調査、データ集計、実験等を
外部に委託する場合の経費 

※ 次の経費は対象となりません。 

○代表研究者･共同研究者の人件費 

○有料出版物の刊行費用 

○大学等の研究室に通常配備されている機器･備品類（パソコンを含む） 

○同一日、同一人の｢日当｣、「謝金」の重複 

Ⅱ．研究補助 

・対象となる経費は、補助事業の研究活動に直接的に必要な経費に限ります。 

・海外経費が含まれる場合は、国内経費と海外経費とに分けて表記してください。 

・国内経費 ～ 国内において支払いを必要とする経費 

・海外経費 ～ 国外において支払いを必要とする経費 

経費区分 

(費目) 

経費の種類

(節) 
対象経費 基準単価（上限） 備考 

旅 費 旅 費 運賃  運賃は       算出基礎が証明
できるもののみ対象です。タクシー代＿
＿＿＿＿＿は対象となりません。 

国内航空賃 
（   ） 

  

日当 4,000円／日  

  宿泊料 8,000円／泊 （新設） 

（新設）  
 
 

 航空賃 海外航空賃 
(ﾃﾞｨｽｶｳﾝﾄｴｺﾉﾐｰ）  

･任意保険等は対象となりません。 
･支度金等は対象となりません。 

 交通費 委員会等に出席する
ための交通費 

1,000円／回 タクシー代は対象となりません。 

物件費 機器設備費   研究に使用するための 1点 5万円以上の
機器、備品及び資材 

事業費 謝 金 研究協力者 9,000円／日 

4,500円／ 

半日(4時間まで) 

共同研究者以外の外部協力者 

研究作業者 6,000円／日 

3,000円／ 

半日(4時間まで) 

研究活動に必要な資料、実験、測定、実

態調査等の研究補助作業者 

 送 料 補助事業に係わる
報告書、アンケート      
等の送料 

 （新設） 

 資料購入費 図書購入費  ･補助事業に直接関係があり専門性が高
いものに限り対象です。 
･一般的な雑誌類、フィクションの類は
対象となりません。 
･送料は対象となりません。 
･年間購読料は、当該年度のものに限り
ます。 

 実験材料費   ･研究に使用するための試薬、試料 
･1点 5万円未満の機器、備品及び資材 

 機器借上料   研究に必要な検査機器等の借上料 

 印刷費 報告書、研修会用テ
キスト等 

 印刷物を作成する場合、事業完了時に
PDFデータを提出してください。 

 委託事業費 ･アンケート調査等
の集計等     
（請負契約） 
 

･シンポジウムの会
場設営･運営等 

 ･当該事業に必要不可欠で、委託するこ
との説明を十分にできるものに限りま
す。 
･アンケート調査、データ集計、実験等
を外部に委託する場合の経費 

※ 次の経費は対象となりません。 

○代表研究者･共同研究者の人件費 

○有料出版物の刊行費用 

○大学等の研究室に通常配備されている機器･備品類（パソコンを含む） 

○同一日、同一人の｢日当｣、「謝金」の重複 
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平成２７年度（案） 平成２６年度 

Ⅲ．緊急的な対応を必要とする事業への支援 

 

（１）対象となる法人 

（２）対象となる事業 

上記「振興事業補助」に準ずる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(新設) 
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平成２７年度（案） 平成２６年度 

別添４ 

公益 

補助事業の事業経費の基準 

 

Ⅰ．施設の建築及び補修 

 

１．対象となる事業 

(１) 施設の建築（新築） 

新たに施設を建築する事業 

※ 対象建物及び建物を建てる土地を借入のための担保に供することは認められ

ません。（福祉医療機構からの借入の場合を除きます。） 

(２) 施設の補修 

競輪・オートレースの補助事業により整備された 

①自転車・モーターサイクル競技施設及び自転車競技場を中心とした自転車の普

及促進のための総合的な施設で、その原状回復のため補修する事業 

②補助施設のうち、更生保護施設、社会福祉施設を補修する事業 

２．対象となる経費 

(１) 建築 

①設計監理費 

②建築整備の実施に必要不可欠な経費 

③建築時に必要とされる付帯設備費 

④建築時に必要とされる備品などの初度調弁費 

（単価 5万円以上を対象とします。） 

(２) 補修 

①設計監理費 

②補修の実施に必要不可欠な経費 

 

※ 以下の経費などがある場合は補助の対象外とします。 

① 既存建物の買取りに係わる経費 

② 土地の取得、造成、外構工事及び造園に係わる経費 

③ 既存施設及び設備の撤去費 

④ 付帯設備のみの経費 

 

１． 建築基準単価（新築） 

建
築
基
準
単
価 

建築物の主要構造部の構造区分（注１） 1 ㎡当たりの基準単価（千円）（注２） 

鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 178 

鉄 骨 造 162 

木 造 及 び 軽 量 鉄 骨 造 145 

（注１） 建築物の主要構造部の構造は、建築基準法施行令によります。 

（注２） ① 実際の単価※が上表より低い場合は、その実際の単価によります。 
※（建築工事見積総額―付帯設備工事費）÷延べ床面積＝１ｍ２当たりの単価 

別添４ 

公益 

補助事業の事業経費の基準 

 

Ⅰ．施設の建築及び補修 

 

１．対象となる事業 

(１) 施設の建築（新築） 

新たに施設を建築する事業 

※ 対象建物及び建物を建てる土地を借入のための担保に供することは認められ

ません。（福祉医療機構からの借入の場合を除きます。） 

(２) 施設の補修 

競輪・オートレースの補助事業により整備された 

①自転車・モーターサイクル競技場及び自転車競技場を中心とした自転車の普及

促進のための総合的な施設で、その原状回復のため補修する事業 

②補助施設のうち、更生保護施設、社会福祉施設を補修する事業 

２．対象となる経費 

(１) 建築 

①設計監理費 

②建築整備の実施に必要不可欠な経費 

③建築時に必要とされる付帯設備費 

④建築時に必要とされる備品などの初度調弁費 

（単価 5万円以上を対象とします。） 

(２) 補修 

①設計監理費 

②補修の実施に必要不可欠な経費 

 

※ 以下の経費などがある場合は補助の対象外とします。 

① 既存建物の買取りに係わる経費 

② 土地の取得、造成、外構工事及び造園に係わる経費 

③ 既存施設及び設備の撤去費 

④ 付帯設備のみの経費 

 

１． 建築基準単価（新築） 

建
築
基
準
単
価 

建築物の主要構造部の構造区分（注１） 1 ㎡当たりの基準単価（千円）（注２） 

鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 168 

鉄 骨 造 153 

木 造 140 

（注１） 建築物の主要構造部の構造は、建築基準法施行令によります。 

（注２） ① 実際の単価※が上表より低い場合は、その実際の単価によります。 
※（建築工事見積総額―付帯設備工事費）÷延べ床面積＝１ｍ２当たりの単価 



 

23 

 

平成２７年度（案） 平成２６年度 

② 基準単価には建物の機能に必要不可欠な次の費用を含みます。 

･ 設計監理費 ･ 電気設備 

･ 給排水衛生換気設備 ･ ガス設備 

･ 浄化槽設備 ･ 非常用照明設備 

･ 自動火災報知機設備 ･ 消火栓設備 

･ 非常通報装置設備  

･ リフト（乗用以外）設備の工事の各々に要する費用 

 

２． 付帯設備基準単価（新築） 

施設の建築をする際、下表の付帯設備名に限り、各基準内において建築費に加算するこ

とができます。 

付帯設備名 基準単価（上限） 備    考 

暖冷房設備   

 

 

 

 

･暖房設備のみの場合 

･床暖房のみの場合 
建築基準単価の 9% 

 
･冷房設備のみの場合 建築基準単価の 11% 

･暖冷房設備の場合 
建築基準単価の 13% 

･暖冷房に床暖房併設の場合 

エレベーター設備 

4停止 １基につき 6,900千円 

3停止 〃 6,600千円 

2停止 〃 6,300千円  

小型（積載 200kg／3人乗）の場

合１基につき 2,000千円 

合併処理槽設備 定員 1人当たり  100千円 

･JIS算定対象人員 

･処理槽本体、標準工事費を含む 
･処理排水 BOD・20PPM 
･1 施設当たり 10,000 千円を限度と
する 

スプリンクラー設備   

 

１㎡当たりの基準単価 14,200円 

･設置面積のみを対

象とする 

 

（削除） 

 

１㎡当たりの基準単価（水道直

結型スプリンクラー設備の場

合） 

9,000円 - 

 

３． 施設の建築基準（対象施設、基準面積、初度調弁費、上限金額） 

○公益の増進関連 

施設 基準面積(㎡) 初度調弁費(千円) 

自転車・モーターサイクル 

(1) 自転車・モーターサイクル競技施設（上限金額：150,000千円） 

 

 

 

 

② 基準単価には建物の機能に必要不可欠な次の費用を含みます。 

･ 設計監理費 ･ 電気設備 

･ 給排水衛生換気設備 ･ ガス設備 

･ 浄化槽設備 ･ 非常用照明設備 

･ 自動火災報知機設備 ･ 消火栓設備 

･ 非常通報装置設備  

･ リフト（乗用以外）設備の工事の各々に要する費用 

 

２． 付帯設備基準単価（新築） 

施設の建築をする際、下表の付帯設備名に限り、各基準内において建築費に加算する

ことができます。 

付帯設備名 基準単価（上限） 備    考 

暖冷房設備   

 

 

 

 

･暖房設備のみの場合 

･床暖房のみの場合 
建築基準単価の 9% 

 
･冷房設備のみの場合 建築基準単価の 11% 

･暖冷房設備の場合 
建築基準単価の 13% 

･暖冷房に床暖房併設の場合 

エレベーター設備 

4停止 １基につき 6,900千円 

3停止 〃 6,600千円 

2停止 〃 6,300千円  

小型（積載 200kg／3人乗）の

場合１基につき 2,000千円 

合併処理槽設備 
JIS算定対象人員 

1人当たり  100千円 

･            

･処理槽本体、標準工事費を含む 
･処理排水 BOD・20PPM 
･1施設当たり 10,000千円を限度と
する 

スプリンクラー設備   

 

１㎡当たりの基準単価 14,200円 ･消防法上設置が義

務付けられている

場合対象とする 

･設置面積のみを対

象とする 

床面積 1,000

㎡以上の施設

を対象とする 

１㎡当たりの基準単価（水道直

結型スプリンクラー設備の場

合） 

9,000円 - 

 

３． 施設の建築基準（対象施設、基準面積、初度調弁費、上限金額） 

○公益の増進関連 

施設 基準面積(㎡) 初度調弁費(千円) 

自転車・モーターサイクル 

(1) 自転車・モーターサイクル競技施設（上限金額：150,000千円） 
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平成２７年度（案） 平成２６年度 

施設 基準面積(㎡) 初度調弁費(千円) 

文教・社会環境 

(2) 更生保護施設（上限金額：80,000千円） 

 

更生保護施設 

1名当たり 27.7 

1名当たり 129 

  

収容人員が 23 名以下の施設

に限り、収容人員 1 名につき

1 名当たり 5.5 を加算するこ

とができる。（20名を限度と

する） 

1名当たり 
5.5 

を加算 

  
個室整備をする場合 1室当たり 

2.9 

を加算 

  

被保護者の集団処遇のための

専用の集会室を設ける場合 
1名当たり 

4 

を加算 

  

上記集会室を、被保護者の処

遇のために地域住民を活用す

る地域交流室として使用する

場合 

1名当たり 
1 

を加算 

 

更生保護施設職員

宿舎 

１名当たり 19 

－ 

 
１世帯 47 

 

補助対象となる入居対象職員は、更生保護施設に勤務する職員とする。入居対象者数は、施設収容

定員 20名以下は４名、21名以上は 10名（10名未満は 10名として取り扱う）増すごとに１名加算。

世帯数は１世帯に限る。 

(3) 自転車・モーターサイクルの交通マナー対策に資する施設（上限金額：１施設 50,000千円） 

 

○社会福祉の増進関連 

施設 基準面積(㎡) 初度調弁費(千円) 

児 童 

(1) 虐待から子どもを守る施設（上限金額：80,000千円） 

 

児童養護施設 

1名当たり 25.9 1名当たり 129 

  
心理療法室を整備する場合 1施設 

150 

を加算  

子育て支援ショー

トステイ居室を整

備する場合 

1 名当た

り 
112 

を加算 

  

子育て支援ショートステイ居

室を整備する場合 
1名当たり 

11.38 

を加算  

  

親子生活訓練室を整備する場

合 
1施設 

29.8 

を加算  

  

乳幼児健康支援一時預かり保

育室を整備する場合 
1名当たり 

7.2 

を加算  

  

地域子育て支援スペースを整

備する場合 
1施設 

80.3 

を加算  

 
地域小規模児童養

護施設 
1名当たり 25.9 

1名当たり 129 

  

本体施設とのネットワーク

のための映像情報関係機器

を整備する場合 

500 
を加算 

 情緒障害児短期治

療施設 

1名当たり 30.7 

1名当たり 129 

  
心理療法室を整備する場合 1施設 

230 

を加算 

 

 

施設 基準面積(㎡) 初度調弁費(千円) 

文教・社会環境 

(2) 更生保護施設（上限金額：80,000千円） 

 

更生保護施設 

1名当たり 27.7 

1名当たり 129 

  

収容人員が 23 名以下の施設

に限り、収容人員 1名につき

1名当たり 5.5を加算するこ

とができる。（20名を限度と

する） 

1名当たり 
5.5 

を加算 

  
個室整備をする場合 1室当たり 

2.9 

を加算 

  

被保護者の集団処遇のため

の専用の集会室を設ける場

合 

1名当たり 
4 

を加算 

  

上記集会室を、被保護者の処

遇のために地域住民を活用

する地域交流室として使用

する場合 

1名当たり 
1 

を加算 

 

更生保護施設職員

宿舎 

１名当たり 19 

－ 

 
１世帯 47 

 

補助対象となる入居対象職員は、更生保護施設に勤務する職員とする。入居対象者数は、施設収

容定員 20名以下は４名、21名以上は 10名（10名未満は 10名として取り扱う）増すごとに１名

加算。世帯数は１世帯に限る。 

(3) 自転車・モーターサイクルの交通マナー対策に資する施設（上限金額：１施設 50,000千円） 

 

○社会福祉の増進関連 

施設 基準面積(㎡) 初度調弁費(千円) 

児 童 

(1) 虐待から子どもを守る施設（上限金額：80,000千円） 

 

児童養護施設 

1名当たり 25.9 1名当たり 129 

  
心理療法室を整備する場合 1施設 

150 

を加算  

子育て支援ショー

トステイ居室を整

備する場合 

1 名当た

り 
112 

を加算 

  

子育て支援ショートステイ

居室を整備する場合 
1名当たり 

11.38 

を加算  

  

親子生活訓練室を整備する

場合 
1施設 

29.8 

を加算  

  

乳幼児健康支援一時預かり

保育室を整備する場合 
1名当たり 

7.2 

を加算  

  

地域子育て支援スペースを

整備する場合 
1施設 

80.3 

を加算  

 
地域小規模児童養

護施設 
1名当たり 25.9 

1名当たり 129 

  

本体施設とのネットワーク

のための映像情報関係機器

を整備する場合 

500 
を加算 

 情緒障害児短期治

療施設 

1名当たり 30.7 

1名当たり 129 

  
心理療法室を整備する場合 1施設 

230 

を加算 
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平成２７年度（案） 平成２６年度 

施設 基準面積(㎡) 初度調弁費(千円) 

 

情緒障害児短期治

療施設付属学習施

設 

 － 
 

1施設当たり 1,000 

 
児童自立支援施設 

1名当たり 36.8 1名当たり 129 

  
通所部門を整備する場合 １名当たり 

14.6 

を加算  

通所部門を整備す

る場合 

1名当た

り 

108 
を加算 

(2) 児童福祉施設（上限金額：50,000千円） 

 

母子生活支援施設 

１世帯 60.4 １世帯 129 

  

子育て支援ショートステイ居

室を整備する場合 

１世帯当た

り 

37.92 

を加算  

子育て支援ショー

トステイ居室を整

備する場合 

1世帯当

たり 

112 
を加算 

  

乳幼児健康支援一時預かり保

育室を整備する場合 
1名当たり 

7.2 

を加算  母子家庭等子育て

支援室を整備する

場合 

1世帯当

たり 
44 

を加算 

  

母子家庭等子育て支援室を整

備する場合 

１世帯当た

り 

9.4 

を加算  

 
児童厚生施設 － 

 
1施設当たり 1,000 

 
知的障害児施設 

1名当たり 23.8 

1名当たり 129 

  

強度行動障害特別処遇事業の

ための居室等を整備する場合 
１施設 

100 

を加算 

 

児童発達支援セン

ター     

 
旧知的障害児通

園施設 
1名当たり 13.9 1名当たり 109 

  

旧難聴幼児通園

施設 
1名当たり 8.9 1名当たり 109 

  
旧肢体不自由児

通園施設 
1名当たり 14.6 1名当たり 109 

  

旧重症心身障害

児通園施設 

Ａ型 

1名当たり 14.6 1名当たり 108 

 

医療型児童発達支

援センター  
 

   

 
旧肢体不自由児

施設 

（入院治療部門） 

100名以下の場合 1名当たり 39.7 

1名当たり 129 

  
収容人員が 101名以上の場合 

超えた人数

分 

1名当たり 

19.7 

 
 

旧肢体不自由児

施設 

（通院治療部門） 

1名当たり 14.6 1名当たり 109 

 

 盲・ろうあ児施設 1名当たり 23.9 1名当たり 129 

 
重症心身障害児施

設 

100名以下の場合 1名当たり 39.7 

1名当たり 129 

 
収容人員が 101名以上の場合 

超えた人数

分 

1名当たり 

19.7 

 

自閉症児施設 

1名当たり 
第 1種 27.9 

1名当たり 129  
第 2種 24.4 

  

強度行動障害特別処遇事業の

ための居室を整備する場合

（第 2種） 

1施設 
100 

を加算 

   

施設 基準面積(㎡) 初度調弁費(千円) 

 

情緒障害児短期治

療施設付属学習施

設 

 － 
 

1施設当たり 1,000 

 
児童自立支援施設 

1名当たり 36.8 1名当たり 129 

  
通所部門を整備する場合 １名当たり 

14.6 

を加算  

通所部門を整備す

る場合 

1名当た

り 

108 
を加算 

(2) 児童福祉施設（上限金額：50,000千円） 

 

母子生活支援施設 

１世帯 60.4 １世帯 129 

  

子育て支援ショートステイ

居室を整備する場合 

１世帯当た

り 

37.92 

を加算  

子育て支援ショー

トステイ居室を整

備する場合 

1世帯当

たり 

112 
を加算 

  

乳幼児健康支援一時預かり

保育室を整備する場合 
1名当たり 

7.2 

を加算  母子家庭等子育て

支援室を整備する

場合 

1世帯当

たり 
44 

を加算 

  

母子家庭等子育て支援室を

整備する場合 

１世帯当た

り 

9.4 

を加算  

 
児童厚生施設 － 

 
1施設当たり 1,000 

 

知的障害児施設 

1名当たり 23.8 

1名当たり 129 

  

強度行動障害特別処遇事業

のための居室等を整備する

場合 

１施設 
100 

を加算 

 

児童発達支援セン

ター 

旧知的障害児通園

施設 

1名当たり 13.9 1名当たり 109 

 

旧難聴幼児通園施

設 
1名当たり 8.9 1名当たり 109 

 
旧肢体不自由児通

園施設 
1名当たり 14.6 1名当たり 109 

 

旧重症心身障害児

通園施設 

Ａ型 

1名当たり 14.6 1名当たり 108 

 

医療型児童発達支

援センター 

旧肢体不自由児施

設 

100名以下の場合 1名当たり 39.7 

1名当たり 129 

 
（入院治療部門） 収容人員が 101名以上の場合 

超えた人数

分 

1名当たり 

19.7 

 

旧肢体不自由児施

設 1名当たり 14.6 1名当たり 109 

 
（通院治療部門） 

 盲・ろうあ児施設 1名当たり 23.9 1名当たり 129 

 
重症心身障害児施

設 

100名以下の場合 1名当たり 39.7 

1名当たり 129 

 
収容人員が 101名以上の場合 

超えた人数

分 

1名当たり 

19.7 

 

自閉症児施設 

1名当たり 
第 1種 27.9 

1名当たり 129  
第 2種 24.4 

  

強度行動障害特別処遇事業

のための居室を整備する場

合（第 2種） 

1施設 
100 

を加算 
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平成２７年度（案） 平成２６年度 

施設 基準面積(㎡) 初度調弁費(千円) 

 

児童家庭支援セン

ター 
1施設 84.4 － 

 

 
ショートステイ施

設 
1名当たり 11 1名当たり 118 

 
児童自立援助ホー

ム 
1名当たり 23.3 1名当たり 129 

 自立訓練棟 － 1施設当たり 1,000 

 

障 害 者 

(1) 障害者の地域活動のための施設（上限金額：50,000千円） 

 

障害者地域活動拠

点施設 
1施設 300 1施設当たり 1,000 

(2) 障害者のための施設（上限金額：50,000千円ただし、作業所は 24,000千円） 

 

障害者グループホ

ーム 
1名当たり（1棟当たり 2名以上 10名以内） 23.3 1名当たり 129 

 
障害者福祉ホーム 1名当たり 39.7 1名当たり 129 

 
作業所 － 

 
1施設当たり 1,000 

(3) 補助犬の繁殖・訓練・ケア施設（上限金額：50,000千円） 

※「障害者地域活動拠点施設」とは、障害者総合支援法の「地域活動支援センター」に、「障害者が自

ら行う地域活動」の拠点となる機能を付加した施設です。 

・施設の仕様には、以下の２点に注意して下さい。 

（１）「地域活動支援センター」の機能に必要十分な施設であること。 

（２）（１）に加えて、「障害者が自ら行う地域活動」に必要な施設であること。 

 

４． 施設の補修基準（対象施設、補修対象、上限金額） 
施設 補修対象 上限金額 

自転車・モーターサ

イクル競技施設 

走路のひび割れ及び保護シーリング 

30,000千円 

付属建物：屋根、外壁からの漏水の補修 

自転車競技場を中心

とした自転車の普及

促進のための総合的

な施設 

自転車競技関連施設（ロードレースコース、ＭＴＢ用コ

ース及びＢＭＸ用コース）の路面整備及び安全確保に必

要不可欠とされる補修 

･訓練施設（付属建物含む）及びサイクルスポーツの振興
普及に係わる施設の補修 
･上記施設で必要な関連機械器具の補修 

更生保護施設、社会

福祉施設 
屋根、外壁からの漏水の補修 

※ 補修の対象事業は、上記施設であって、施設取得後、完成後引き渡しから原則として 15

年以上（自転車・モーターサイクル競技施設の走路、自転車競技場を中心とした総合的な

施設を除く。）を経過し、屋根、屋上の防水及び走路等の老朽化を放置すると、施設機能

に重大な影響が生じ、補修が必要な場合。 

 

 

 

 

 

施設 基準面積(㎡) 初度調弁費(千円) 

 

児童家庭支援セン

ター 
1施設 84.4 － 

 

 
ショートステイ施

設 
1名当たり 11 1名当たり 118 

 
児童自立援助ホー

ム 
1名当たり 23.3 1名当たり 129 

 自立訓練棟 － 1施設当たり 1,000 

 

障 害 者 

(1) 障害者の地域活動のための施設（上限金額：50,000千円） 

 

障害者地域活動拠

点施設 
1施設 300 1施設当たり 1,000 

(2) 障害者のための施設（上限金額：50,000千円ただし、作業所は 24,000千円） 

 

障害者グループホ

ーム 
1名当たり（1棟当たり 2名以上 10名以内） 23.3 1名当たり 129 

 
障害者福祉ホーム 1名当たり 39.7 1名当たり 129 

 
作業所 － 

 
1施設当たり 1,000 

(3) 補助犬の繁殖・訓練・ケア施設（上限金額：50,000千円） 

 

 

 

 

 

 

４． 施設の補修基準（対象施設、補修対象、上限金額） 
施設 補修対象 上限金額 

自転車・モーターサ

イクル競技場 

走路のひび割れ及び保護シーリング 

30,000千円 

付属建物：屋根、外壁からの漏水の補修 

自転車競技場を中

心とした自転車の

普及促進のための

総合的な施設 

自転車競技関連施設（ロードレースコース、ＭＴＢ用コ

ース及びＢＭＸ用コース）の路面整備及び安全確保に必

要不可欠とされる補修 

･訓練施設（付属建物含む）及びサイクルスポーツの振
興普及に係わる施設の補修 
･上記施設で必要な関連機械器具の補修 

更生保護施設、社会

福祉施設 
屋根、外壁からの漏水の補修 

※ 補修の対象事業は、上記施設であって、施設取得後、完成後引き渡しから原則として 15

年以上（自転車・モーターサイクル競技場の走路、自転車競技場を中心とした総合的な

施設を除く。）を経過し、屋根、屋上の防水及び走路等の老朽化を放置すると、施設機

能に重大な影響が生じ、補修が必要な場合。 
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平成２７年度（案） 平成２６年度 

Ⅱ．事業経費の基準 
 

１． 公益・社会福祉の増進 

・対象となる経費は、補助事業の実施に必要不可欠な経費に限ります。 

・海外経費が含まれる場合は、国内経費と海外経費とに分けて表記してください。 

・国内経費 ～ 国内において支払いを必要とする経費 

・海外経費 ～ 国外において支払いを必要とする経費 

経費区分 

(費目) 

経費の種

類(節) 
対象経費 基準単価（上限） 備考 

旅 費 旅 費 運賃  ･運賃は公共交通機関で算出基礎が証

明できるもののみ対象です。 

･タクシー代・特別車両料金は対象と

なりません。 

国内航空賃 

（普通席） 

  

日当 4,000円／日  

  宿泊料 8,000円／泊 食費については対象となりません。 

 航空賃 海外航空賃 

(ﾃﾞｨｽｶｳﾝﾄｴｺﾉﾐｰ） 
 

･任意保険等は対象となりません。 

･支度金等は対象となりません。 

 交通費 委員会に出席するための

交通費 

1,000円／回 （削除） 

物件費 物品購入

費 

事業に直接必要な物品の

購入費 
 

1点 5万円以上の機器、備品及び資材 

事業費 委員手当 委員長 10,000円／回 ･委員会の委員として学識者又はこれ

に準ずると認められるものを委嘱し

た場合 

･当該法人の役職員、派遣社員につい

ては対象となりません。 

  委  員 9,000円／回 

 謝 金 ・医 師 

・弁護士 

・講習会・セミナー等に

おける講師・出演者等 

50,000円／日 

 

･講師・出演者等とは、講習会、セミ
ナー等に学識者（これに準ずると認
められる者）又は、それを職業とす
る専門家に依頼した場合が対象で
す。 
･当該法人の役職員、派遣社員につい
ては対象となりません。 

 看護師 12,000円／日 

6,000円／ 

半日(4時間まで) 

当該法人の役職員、派遣社員について

は対象となりません。 

  専門的な業務に従事する

者 

9,000円／日 

4,500円／ 

半日(4時間まで) 

･学識者又はこれに準ずると認められ

る者を依頼した場合が対象です。 

･当該法人の役職員、派遣社員につい

ては対象となりません。 

 研究員手

当 

調査研究、開発研究に直

接従事する研究者に対す

る手当 

9,000円／日 

4,500円／ 

半日(4時間まで) 

博士の学位を有する者（又は、博士課
程修了者）、若しくは補助先において
研究員の役職を有する者であって、十
分な研究実績を有する者が対象です。 

 臨時傭役

費 

事業を実施する上で直接

必要なアルバイトの日当 

6,000円／日 

3,000円／ 

半日(4時間まで) 

･交通費を含む額です。 

･同一人で年間最大 200日が対象です。 

･当該法人の役職員、派遣社員につい

ては対象となりません。 

 

 
 

 

Ⅱ．事業経費の基準 
 

１． 公益・社会福祉の増進 

・対象となる経費は、補助事業の実施に必要不可欠な経費に限ります。 

・海外経費が含まれる場合は、国内経費と海外経費とに分けて表記してください。 

・国内経費 ～ 国内において支払いを必要とする経費 

・海外経費 ～ 国外において支払いを必要とする経費 

経費区分 

(費目) 

経費の種

類(節) 
対象経費 基準単価（上限） 備考 

旅 費 旅 費 運賃  運賃は算出基礎が証明できるものの

み対象です。タクシー代は対象となり

ません。 

 

国内航空賃 

（   ） 

  

日当 4,000円／日  

  宿泊料 8,000円／泊 （新設） 

 航空賃 海外航空賃 

(ﾃﾞｨｽｶｳﾝﾄｴｺﾉﾐｰ） 
 

･任意保険等は対象となりません。 

･支度金等は対象となりません。 

 交通費 委員会に出席するための

交通費 

1,000円／回 タクシー代は対象となりません。 

物件費 物品購入

費 

事業を実施する上で必要

とされる物品の購入費 
 

1点 5万円以上の機器、備品及び資材 

事業費 委員手当 委員長 10,000円／回 ･委員会の委員として学識者又はこれ

に準ずると認められるものを委嘱し

た場合 

･当該法人の役職員、派遣社員につい

ては対象となりません。 

  委  員 9,000円／回 

 謝 金 ・医 師 

・弁護士 

・講習会・セミナー等に

おける講師・出演者等 

50,000円／日 

 

講師・出演者等とは、講習会、セミナ
ー等に学識者（これに準ずると認めら
れる者）又は、それを職業とする専門
家に依頼した場合が対象です。 
 
 

 看護師 12,000円／日 

6,000円／ 

半日(4時間まで) 

（新設） 

  専門的な業務に従事す

る者 

9,000円／日 

4,500円／ 

半日(4時間まで) 

学識者又はこれに準ずると認められ

る者を依頼した場合が対象です。 

（新設） 

 

 研究員手

当 

調査研究、開発研究に直

接従事する研究者に対

する手当 

9,000円／日 

4,500円／ 

半日(4時間まで) 

博士の学位を有する者（又は、博士課
程修了者）、若しくは補助先において
研究員の役職を有する者であって、十
分な研究実績を有する者が対象です。 

 臨時傭役

費 

事業を実施する上で直

接必要なアルバイトの

日当 

6,000円／日 

3,000円／ 

半日(4時間まで) 

･交通費を含む額です。 

･同一人で年間最大 200 日が対象で

す。 

（新設） 
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平成２７年度（案） 平成２６年度 

     

     

経費区分 

(費目) 

経費の種

類(節) 
対象経費 基準単価（上限） 備考 

事業費 (削除) 

 

 

自転車・モーターサイク

ル競技大会、イベント、

講演会、講習会、研修会、

セミナーその他の事業の

ために、その期間中一時

的に借上げるための経費 

  

車両借上

料 

 借上げた車両が使用した高速道路料

金、一時的な駐車場代も対象です。 

 機材・備品

借上料 

  

 会場費 自転車・モーターサイク

ル競技大会、イベント、

講演会、講習会、研修会、

セミナーその他の行事を

開催する場合の会場借上

げ、会場設営、大会設営

に係わる経費 

 ･自転車・モーターサイクル競技大会、

イベント、講演会、講習会、研修会、

セミナーその他の行事のためにその

期間中一時的に会場を借上げるため

の経費及び付帯する機器設備等設営

費に限り対象です。 

･看板代等は、競輪･オートレースの補

助事業であることが示されているも

のに限り対象です。 

 運送料 事業に直接必要な発送経

費（郵送料を含む） 

 重量物（自転車、楽器、スポーツ用具、

絵画）の運送費も含む。 

 製作備品

費 

ゼッケン、スタッフ衣料、

メダル、トロフィー、教

材、ＣＤ、公益・社会福

祉に資するための用具及

び事業に直接必要な製作

備品等の購入費 

 

 

  

 原稿料 原稿料／速記料 2,500円／400字  

翻訳料 英文和訳 2,600円／400字 ･翻訳と同時に原稿を作成する場合も 

同額とします。 

･翻訳を本業とすることを証明出来る 

者。 

英語以外の外国語の和訳 3,200円／400字 

和文英訳 4,800円／(400字 

又は 200 ﾜｰﾄﾞ） 

英語以外の外国語の翻訳 5,400円／(400字 

又は 200 ﾜｰﾄﾞ） 

 通訳料 通訳料 100,000円／日 

50,000円／ 

半日(4時間まで) 

･この金額によることが難しいものに

ついては、依頼する業務の内容及び

その者の学識経験等を勘案して本財

団が査定する額とします。 

･通訳を本業とすることを証明出来る

者。 

 印刷費 報告書、ポスター、パン

フレット、チラシ、冊子、

資料、定期的刊行物事業

を実施する上で直接必要

な印刷物を対象とし、印

刷、製本、デザイン料、

発送経費を含む 

 ･コピー代は対象となりません。 

･競輪･オートレースの補助事業であ

ることが示されているものに限り対

象です。 

 消耗品費 事業に直接必要な備品の

購入経費 

 （削除） 

 

     

 

 

経費区分 

(費目) 

経費の種

類(節) 
対象経費 基準単価（上限） 備考 

事業費 会場借上

料 

 

自転車・モーターサイク

ル競技大会、イベント、

講演会、講習会、研修会、

セミナーその他の事業

のために、その期間中一

時的に借上げるための

経費 

  

 車両借上

料 

 借上げた車両が使用した高速道路料

金、一時的な駐車場代も対象です。 

 機材・備品

借上料 

  

 会場等 

設営費 

自転車・モーターサイク

ル競技大会、イベント、

講演会、講習会、研修会、

セミナーその他の行事

を開催する場合の会場

設営、看板製作・設置に

係わる経費 

 ･＿＿＿          ＿＿＿

イベント、講演会、講習会、研修会、

セミナーその他の行事のためにその

期間中一時的に会場を借上げるため

の経費及び付帯する機器設備等設営

費に限り対象です。 

･「看板代等」は、競輪･オートレース

の補助事業であることが示されてい

るものに限り対象です。 

 送 料 事業に直接必要な印刷

物を発送する経費 

 （新設） 

 製作備品

費 

ゼッケン、スタッフ衣

料、小物、記念品、メダ

ル、トロフィー、教材、

ＣＤ、ＣＤケース、公

益・社会福祉に資するた

めの用具及び事業に直

接必要な製作備品＿の

購入費 

  

 原稿料 原稿料／速記料 2,500円／400字  

翻訳料 英文和訳 2,600円／400字 ･翻訳と同時に原稿を作成する場合も

同額とします。 

･翻訳を本業とすることを証明出来る

者。 

英語以外の外国語の和

訳 

3,200円／400字 

和文英訳 4,800円／(400字 

又は 200 ﾜｰﾄﾞ） 

英語以外の外国語の翻

訳 

5,400円／(400字 

又は 200 ﾜｰﾄﾞ） 

 通訳料 通訳料 100,000円／日 

50,000円／ 

半日(4時間まで) 

･この金額によることが難しいものに

ついては、依頼する業務の内容及び

その者の学識経験等を勘案して本財

団が査定する額とします。 

･通訳を本業とすることを証明出来る

者。 

 印刷費 報告書、ポスター、パン

フレット、チラシ、冊子、

資料、定期的刊行物事業

を実施する上で直接必

要な印刷物を対象とし、

印刷、製本、デザイン料

を含む 

 印刷物を作成する場合、事業完了時に

は PDFデータを提出してください。 

（発送費・コピー代は対象となりませ

ん。） 

（新設） 

 消耗品費 （新設）  事業に直接必要な備品に係る経費。

（IDカード、材料費等を含む。） 

     



 

29 

 

平成２７年度（案） 平成２６年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経費区分 

(費目) 

経費の種

類(節) 

対象経費 基準単価（上限） 備考 

事業費 委託事業

費 

アンケート調査、データ

集計、ホームページ作成、

イベントの運営等を外部

に委託する経費 

 

 

 当該事業に必要不可欠で、委託するこ

との説明を十分にできるものに限り

対象とします。 

 委託調査

費 

調査事業を外部に委託す

る場合の経費 

事業項目毎の補

助対象経費総額

の 50％未満 

 

 

 

 

 

 

 

 

 映像制作

費 

映画、ビデオ・ＤＶＤ制

作、字幕翻訳、画像加工

のための経費 

  

 事業普及

費 

･ 映画、テレビ、ラジオの

番組制作・提供 

･新聞、雑誌におけるイベ

ントの開催告知 

  

 競技運営

費 

自転車・モーターサイク

ル競技大会における、警

備、ドーピング検査等、

競技運営に直接必要な経

費 

 

 

 食費については対象となりません。 

 (削除) (削除) 

 

 

  

 給付金 人命救助に係わる殉難者

の家族に対する育英資

金、弔慰金 

  

 保険料 参加費を徴収しない競技

のみを対象 

  

※ 次の経費は対象となりません。 

○事業者の国内・海外事務所の借室料及び海外事務所経費 

○事業者が調査研究を行うに当たり、事業の中心となる調査研究そのものは外部に委託し、事業者は実

質的に委託先の審査のみ行っている場合の委託調査費 

○同一日、同一人の｢日当｣、「委員手当」、「謝金」、「研究員手当」、「臨時傭役費」の重複 

 

※ 「自転車競技・モーターサイクル競技の普及促進及び競技力の向上に資する事業のうち、東京オリンピッ

ク・パラリンピック開催に向けた自転車競技の競技力向上（強化指定選手遠征）に資する事業」について

は、上記表にある『経費の種類（節）』のうち『旅費』『航空賃』『謝金』『車両借上料』『運送料』『通

訳料』のみ対象となります。 

 

 

 

 

経費区分 

(費目) 

経費の種

類(節) 
対象経費 基準単価（上限） 備考 

事業費 委託事業

費 

アンケート調査の集計

（請負契約）、アンケー

ト調査、データ集計、ホ

ームページ作成、イベン

トの運営等を外部に委

託する場合の経費 

 当該事業に必要不可欠で、委託するこ

との説明を十分にできるものに限り

対象とします。 

 委託調査

費 

調査事業を外部に委託

する場合の経費 

事業項目毎の補

助対象経費総額

の 50％未満 

 

 

 

 

 

 

 

 

 映像制作

費 

映画、ビデオ・ＤＶＤ制

作、字幕翻訳、画像加工

の経費 

  

 事業普及

費 

･ 映画、テレビ、ラジオ

の番組制作・提供 

･新聞、雑誌におけるイ

ベントの開催告知 

  

 競技運営

費 

自転車・モーターサイク

ル競技大会における、

警備費、ドーピング検

査費、食費（公認競技

の出場選手と競技に直

接従事する者を対象と

する。） 

 （新設） 

 運搬費 重量物（自転車、楽器、

スポーツ用具、絵画）の

運送費 

  

 給付金 人命救助に係わる殉難

者の家族に対する育英

資金、弔慰金 

  

 保険料 会費を徴収しない競技

のみを対象 

  

※ 次の経費は対象となりません。 

○事業者の国内・海外事務所の借室料及び海外事務所経費 

○事業者が調査研究を行うに当たり、事業の中心となる調査研究そのものは外部に委託し、事業者は実

質的に委託先の審査のみ行っている場合の委託調査費 

○同一日、同一人の｢日当｣、「委員手当」、「謝金」、「研究員手当」、「臨時傭役費」の重複 
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平成２７年度（案） 平成２６年度 

２． 新世紀未来創造プロジェクト 

・対象となる経費は、補助事業の実施に必要不可欠な経費に限ります。 

・事業経費基準は、「１．公益・社会福祉の増進」に準じます。（ただし、「研究員手当」、

「消耗品費」、「委託調査費」、「競技運営費」、「給付金」を除く。） 

・以下の経費も対象となります。 

 

 

Ⅲ．医療機器の整備 
 

3,000 千円以上 30,000 千円以下であり、難病及び希少難病の研究に必要不可欠な機器に限り

ます。 

 

Ⅳ．検診車の整備 
 

種 類 基準単価（千円） 備 考 

検
診
車 

胃胸部併用Ｘ線デジタル検診車 44,100 

生活習慣病又は職業病の検診を目的とするも

のであること 
胃部Ｘ線デジタル検診車 40,950 

胸部Ｘ線デジタル検診車（高圧） 21,000 

婦人検診車 23,100 
乳房用Ｘ線撮影装置を搭載したものであるこ

と 

循環器検診車 16,800 
上記検診の補完を目的とするものであること 

 
Ⅴ．福祉車両の整備 

 

（１）対象となる車両 

① 道路交通法で「普通自動車」に分類される購入新車車両（自動車検査証に『自家用』

と記載） 

② 訪問入浴車以外は社会福祉施設利用者の無償の輸送のために使用する車両（介護保険

法に基づいた有償サービスのための車両は除く。） 

③ 移送車１、２、３は、法定の社会福祉施設を有する法人 

 

（２）対象となる経費 

車両本体価格、特別装備、盗難防止装置及びＪＫＡ指定の補助標識(注 1)の表示に係わる

経費(注 2) 

（注 1）補助車両にはＪＫＡが指定した「補助標識」を必ず表示していただきます。 

（注 2）自動車登録諸経費（自動車税、重量税、取得税、保険料、登録代行料、納車

経費及びこれに係わる消費税等）は対象外とします。 

 

経費区分 

(費目) 
経費の種類(節) 対象経費 備 考 

事業費 消耗什器備品費 事業に直接必要な機材や備品の購入費  

 
保険料 事業の実施期間中、児童・生徒の生命、身体の安全を守るための経

費 
 

２． 新世紀未来創造プロジェクト 

・対象となる経費は、上表（１．公益・社会福祉の増進）を参考にしてください。ただし、研

究員手当、委託調査費、競技運営費、給付金を除きます。また、上表中の消耗品費は下表の

消耗什器備品費と読み替えます。 

・上記に加え、新世紀未来創造プロジェクト固有の経費については、下表のとおりです。 

・補助事業の実施に必要不可欠な経費に限ります。 

 

Ⅲ．医療機器の整備 
 

 3,000 千円以上 30,000 千円以下であり、難病     の研究に必要不可欠な機器に限り

ます。 

 

Ⅳ．検診車の整備 
 

種 類 基準単価（千円） 備 考 

検
診
車 

胃胸部併用Ｘ線デジタル検診車 44,100 

生活習慣病又は職業病の検診を目的とする

ものであること 
胃部Ｘ線デジタル検診車 40,950 

胸部Ｘ線デジタル検診車（高圧） 21,000 

婦人検診車 23,100 
乳房用Ｘ線撮影装置を搭載したものである

こと 

循環器検診車 16,800 
上記検診の補完を目的とするものであるこ

と 

 
Ⅴ．福祉車両の整備 

 

（１）対象となる車両 

① 道路交通法で「普通自動車」に分類される購入新車車両（自動車検査証に『自家用

』と記載） 

② 訪問入浴車以外は    施設利用者の無償の輸送のために使用する車両（介護保

険法に基づいた有償サービスのための車両は除く。） 

③ 移送車１、２、３は、法定の社会福祉施設を有する法人 

 

（２）対象となる経費 

車両本体価格、特別装備、      及びＪＫＡ指定の補助標識(注 1)の表示に係わ

る経費(注 2) 

（注 1）補助車両にはＪＫＡが指定した「補助標識」を必ず表示していただきます。 

（注 2）自動車登録諸経費（自動車税、重量税、取得税、保険料、登録代行料、納車

経費及びこれに係わる消費税等）は対象外とします。 

 

経費区分 

(費目) 
経費の種類(節) 対象経費 備 考 

事業費 消耗什器備品費 事業に直接必要な機材や備品の購入費  

 
保険料 事業の実施期間中、児童・生徒の生命、身体の安全を守るための

経費 
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平成２７年度（案） 平成２６年度 

種 類 特別装備 概 要 排気量クラス(cc) 基準単価（千円） 

訪問入浴車 入浴サービス設備 訪問先で入浴サービスを行うため、特別

装備として「入浴サービス設備」を有す

る車両 

660以下（軽） 3,900 

661～2000 4,200 

移送車１ 「助手席リフトアップ」又

は「セカンドシートリフト

アップ」のいずれかの装備 

助手席もしくはセカンドシートが車両の

外側に回転し、低い位置まで下がる特別

装備 

660以下（軽） 1,200 

661～1500 1,400 

1501～2000 2,000 

2001～3000 2,700 

移送車２ 車いす仕様（スロープ式） 車両に装備したスロープにより、車いす

に座ったまま乗り降りできる特別装備 

660以下（軽） 1,500 

661～1500 1,800 

1501～2000 2,500 

2001～3000 3,300 

移送車３ 車いす仕様（リフト式） 車両に装備したリフトにより、車いすに

座ったまま乗り降りできる特別装備 

660以下（軽） 1,500 

661～1500 1,600 

1501～2000 2,300 

2001～3000 3,000 

移送車４ 送迎用の乗用車で、乗車定員 7人以上、10人以下の車両 

（ワゴンタイプに限る） 

1400～2000 1,700 

2001～3000 2,300 

 

 

Ⅵ．福祉機器の整備 
 

（１）対象となる機器 

法人の所有する施設の利用者が必要とするリハビリ機器、特殊浴槽、介護機器（介護

リフト、座面昇降機能付車いす、モジュール型車いす等）、授産機器 

① リハビリ機器、特殊浴槽、授産機器は当該事業に必要不可欠で、1,000千円以上 10,000

千円以下であること 

② 介護機器（介護リフト、座面昇降機能付車いす、モジュール型車いす等）は当該事業

に必要不可欠で、合計 1,000 千円以上 2,000千円以下であること 

 

（２）対象となる経費 

機器及び建屋内設置場所までの搬送・据付、現地試運転調整等に係わる費用 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

種 類 特別装備 概 要 排気量クラス(cc) 基準単価（千円） 

訪問入浴車 入浴サービス設備 訪問先で入浴サービスを行うため、特別

装備として「入浴サービス設備」を有す

る車両 

660以下（軽） 3,900 

661～2000 4,200 

移送車１ 「助手席リフトアップ」又

は「セカンドシートリフト

アップ」のいずれかの装備 

助手席もしくはセカンドシートが車両の

外側に回転し、低い位置まで下がる特別

装備 

660以下（軽） 1,200 

661～1500 1,400 

1501～2000 2,000 

2001～3000 2,700 

移送車２ 車いす仕様（スロープ式） 車両に装備したスロープにより、車いす

に座ったまま乗り降りできる特別装備 

660以下（軽） 1,500 

661～1500 1,800 

1501～2000 2,500 

2001～3000 3,300 

移送車３ 車いす仕様（リフト式） 車両に装備したリフトにより、車いすに

座ったまま乗り降りできる特別装備 

660以下（軽） 1,500 

661～1500 1,600 

1501～2000 2,300 

2001～3000 3,000 

移送車４ 送迎用の乗用車で、乗車定員 7人以上、10人以下の車両 1400～2000 1,700 

2001～3000 2,300 

 

 

Ⅵ．福祉機器の整備 
 

（１）対象となる機器 

① 当該施設の利用者が必要とするリハビリ機器、    、介護機器（介護リフト、

座面昇降機能付車いす、モジュール型車いす等）、授産機器 

② リハビリ機器、    、授産機器は当該事業に必要不可欠で、1,000 千円以上

10,000千円以下であること 

③ 介護機器（介護リフト、座面昇降機能付車いす、モジュール型車いす等）は当該事

業に必要不可欠で、合計 1,000千円以上 2,000千円以下であること 

 

（２）対象となる経費 

① 当該法人の施設に整備する機器 

② 建屋内当該設置場所までの搬送・据付、現地試運転調整等に係わる費用 
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平成２７年度（案） 平成２６年度 

Ⅶ．東日本大震災復興支援事業 
 

震災復興支援活動に直接必要となる以下の経費を対象とする。 

 

経費区分 

(費目) 

経費の種類

(節) 
対象経費 基準単価（上限） 備考 

旅 費 旅 費 運賃 

国内航空賃（普通席） 

ガソリン代 

高速道路料金 

 ･運賃は公共交通機関で算出基礎

が証明できるもののみ対象です。 

･タクシー代・特別車両料金は対象

となりません。 

宿泊料 8,000円／泊  

物件費 建築費 応急仮設拠点施設の

建築（プレハブ又は

現地の木材等を活用

した施設） 

 （削除） 

 

 

 

･建物の機能に必要不可欠な費用

を含みます。 

･事業実施前後の撤去費用は含み

ません。 

 

物品購入費 事業に直接必要な物

品の購入費 

 

 

 1 点 5 万円以上の機器、備品及び

資材 

事業費 A.専門業務

謝金 

（削除） 

専門家（コーディネ

ータ、カウンセラー、

看護、介助、通訳、

経営コンサルティン

グ等） 

12,000円／日 

6,000円／ 

半日(4時間まで) 

 

･コーディネータ（現地での管理・

調整）、カウンセラー等の専門家

を依頼した場合。 

･当該法人の役職員、派遣社員は対

象となりません。 

 

B.事務局ス

タッフ人件

費 

 9,000円／日 

4,500円／ 

半日(4時間まで） 

･被災地及び被災者受入地域での

活動に直接関わる事務局スタッ

フ人件費を対象とします。 

･補助金総額の 50%以内であるこ

と。 

 

 

 

 C.臨時傭役

費 

アルバイトの日当 6,000円／日 

3,000円／ 

半日(4時間まで) 

･交通費を含む額。 

･当該法人の役職員、派遣社員につ

いては対象となりません。 

 上記 A+B+Cの合計額が補助金総額の 70%以内であること。 

 借上料 事務所・会議室借上

料 

 事務所の光熱水費は対象となりま

せん。 

 

 車両借上料 

機材・備品借上料 

 ･車両及び通信機器、テント等事業

に直接必要な物のレンタル経費。 

･バス等のチャーター代 

･借上車両のガソリン代、高速道路

料金、一時的な駐車場代 

 運送料 事業に直接必要な発送

経費（郵送料を含む） 

 ･重量物の運送費も含む。 

 印刷費 報告書、研修会用ハ

ンドブック等 

 現地での活動報告書作成経費。復

興活動に関する研修会用ハンドブ

ック作成経費。（コピー代は対象

となりません。） 

Ⅶ．地域振興（東日本大震災復興支援補助） 
 

震災復興支援活動に直接必要となる以下の経費を対象とする。 

 

経費区分 

(費目) 

経費の種類

(節) 
対象経費 基準単価（上限） 備考 

旅 費 旅 費 運賃 

国内航空賃（   ） 

ガソリン代 

高速道路料金 

 ･運賃は       算出基礎

が証明できるもののみ対象です。 

･タクシー代      は対象

となりません。 

宿泊料 8,000円／泊  

物件費 建築費 応急仮設拠点施設の

建築（プレハブまた

は現地の木材等を活

用した施設） 

 ･被災地での復興活動を目的とし

た応急仮設拠点施設（プレハブま

たは現地の木材等を活用した施

設）であること。 

･建物の機能に必要不可欠な費用

を含みます。 

･事業実施前後の撤去費用は含み

ません。 

 

物品購入費 事業を実施する上で

必要とされる物品の

購入費 

 

 1 点 5 万円以上の機器、備品及び

資材 

事業費 A.専門業務

謝金 

管理者 

専門家（コーディネ

ータ、カウンセラー、

看護、介助、通訳、

経営コンサルティン

グ等） 

12,000円／日 

6,000円／ 

半日(4時間まで) 

 

･コーディネータ（現地での管理・

調整）、カウンセラー等の専門家

を依頼した場合。 

･当該法人の役職員、派遣社員は対

象となりません。 

 

B.事務局ス

タッフ人件

費 

 9,000円／日 

4,500円／ 

半日(4時間まで） 

･被災地および被災者受入地域で

の活動に直接関わる事務局スタ

ッフ人件費を対象とします。 

･補助金総額の 50%以内であるこ

と。 

 

 

 

 C.臨時傭役

費 

スタッフ 6,000円／日 

3,000円／ 

半日(4時間まで) 

交通費を含む額。 

（新設） 

 上記 A+B+Cの合計額が補助金総額の 70%以内であること。 

 借上料 事務所・会議室借上

料 

 事務所及び会議室の借上げ経費。 

（事務所の光熱水費は対象となり

ません。） 

 車両借上料 

機材・備品借上料 

 ･車両及び通信機器、テント等事業

に直接必要な物のレンタル経費。 

･バス等のチャーター代 

･借上車両のガソリン代、高速道路

料金、一時的な駐車場代 

 運送料 物資輸送代 

郵送料 

 復興活動に必要な物資等の運送

料。 

 印刷費 報告書、研修会用ハ

ンドブック等 

 現地での活動報告書作成経費。復

興活動に関する研修会用ハンドブ

ック作成経費。（発送費・コピー

代は対象となりません。） 
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平成２７年度（案） 平成２６年度 

経費区分 

(費目) 

経費の種類

(節) 
対象経費 基準単価（上限） 備考 

事業費 保険料  720 円／(人・年

間) 

復興活動する人を対象とした保険

料。 

 消耗什器 

備品費 

  復興活動に直接必要な備品に係る

経費。（作業着等衣料品・生活用

品、事務用品、材料費等を含む。） 

 

 委託事業費 アンケート調査、デ
ータ集計、ホームペ
ージ作成、イベント
の運営等を外部に委
託する経費 

 補助金総額の 50%以内とする。 

※ 上記経費の支払・請求にあたっては、証憑を確認する際に、所定の様式に従った記載書類の提出が必要と

なります。 

 

Ⅷ．非常災害の援護 
 

（１）対象となる法人 

① 定款に定める目的達成のために、非常災害時の救援物資の購入、管理、輸送、供与又

は貸与を行う法人であって、本財団が定めた法人 

② 定款に定める目的達成のために、非常災害時の災害救助、救援及び復旧、復興活動を

行う法人であって、本財団が定めた法人 

 

（２）対象となる事業 

法人が主体的に取組み、被災者・被災地域への援護・復旧・復興に直接寄与する事業 

 

Ⅸ．緊急的な対応を必要とする事業への支援 

 

（１）対象となる法人 

（２）対象となる事業 

上記「公益の増進」、「社会福祉の増進」に準ずる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経費区分 

(費目) 

経費の種類

(節) 
対象経費 基準単価（上限） 備考 

事業費 保険料  720 円／(人・年

間) 

復興活動する人を対象とした保険

料。 

 消耗什器 

備品費 

  復興活動に直接必要な備品に係る

経費。（IDカード・作業着等衣料

品・生活用品、事務用品、材料費

等を含む。） 

 委託事業費 イベントの開催、報
告会の開催、アンケ
ート調査の実施等を
外部に委託する場合
の経費 
 

 補助金総額の 50%以内とする。 

※ 上記経費の支払・請求にあたっては、証憑を確認する際に、所定の様式に従った記載書類の提出が必要

となります。 

 

Ⅷ．非常災害の援護 
 

（１）対象となる法人 

① 定款に定める目的達成のために、非常災害時の救援物資の購入、管理、輸送、供与

又は貸与を行う法人であって、本財団が定めた法人 

② 定款に定める目的達成のために、非常災害時の災害救助、救援及び復旧、復興活動

を行う法人であって、本財団が定めた法人 

 

（２）対象となる事業 

法人が主体的に取組み、被災者・被災地域への援護・復旧・復興に直接寄与する事業 

 

Ⅸ．緊急事業への支援 

 

「対象となる法人」「対象となる事業」は、上記「公益の増進」、「社会福祉の増進」に準

ずること。 
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平成２７年度（案） 平成２６年度 

別添５                             機械 公益 

平成２７年度補助方針に定める「緊急的な対応を必要とする事業への支援」審査

要項 

 

１．選定基準  

公益財団法人ＪＫＡ（以下「本財団」という。）が行う平成２７年度の補助方針に定める「緊

急的な対応を必要とする事業への支援」とは、社会的情勢の変化などに取組む事業であって、通

常の要望スケジュールでは対応できない事業であり、その結果、事業の実施又は効果等を逸して

しまうおそれがある事業を対象としている。  

なお、「緊急的な対応を必要とする事業への支援」とは早期に実施する必要があり、かつ次に

掲げる５要件に合致する補助事業であるものとする。  

(１) 迅速に対応することが必要な事業であること。  

(２) 機動的に予算措置を講じることによって、早期に事業実施することができる。  

(３) 当該事業を行う具体的計画を有し、かつ、事業を的確に実施できる能力を有する団体であ

る。  

(４）毎年恒例的に実施されている事業ではないこと。  

(５）過去において否採択とされた事業でないこと。  

 

２．事業期間  

平成２８年３月３１日までに完了すること。  

 

３.応募要件  

（１）要望書類  

① 補助金交付要望書（社会的情勢の変化に対応する必要があり、かつ実施時期に対応しな

ければ事業効果が得られない理由書を添付のこと）  

② 事前計画・自己評価書  

③ 補助事業の概要  

④ 事業者の概要  

⑤ 事業経費比較表  

⑥ その他  

（２）要望書の提出等  

要望書の提出にあたっては、本財団は当該要望に係る書類の審査を行うため、速やかにヒ

アリング等を実施する。なお、要望書の申請は平成２７年４月１日以降随時受付とする。  

 

４.その他 

申請その他の事項については補助方針による。 

 

５.適用 

平成２７年４月１日から適用する。 

(参考) 

平成２６年度補助方針に定める「緊急事業への支援」審査要項 

 

 

１．緊急案件の選定の基準  

公益財団法人ＪＫＡ（以下「本財団」という。）が行う平成２６年度の補助方針に定める「緊

急事業への支援」（以下「緊急案件」という。）とは、社会的情勢の変化などに取組む事業であ

って、通常の要望スケジュールでは対応できない事業であり、その結果、事業の実施又は効果等

を逸してしまうおそれがある事業を対象としている。  

なお、緊急案件は早期に実施する必要があり、かつ次に掲げる５要件に合致する補助事業であ

るものとする。  

(１) 迅速に対応することが必要な事業であること。  

(２) 機動的に予算措置を講じることによって、早期に事業実施することができる。  

(３) 当該事業を行う具体的計画を有し、かつ、事業を的確に実施できる能力を有する団体で

ある。  

(４）毎年恒例的に実施されている事業ではないこと。  

(５）過去において否採択とされた事業でないこと。  

 

２．事業期間  

平成２７年３月３１日までに完了すること。  

 

３.応募要件  

（１）要望書類  

① 補助金交付要望書（緊急性の理由書を添付のこと）  

 

② 事前計画・自己評価書  

③ 補助事業の概要  

④ 事業者の概要  

⑤ 事業経費比較表  

⑥ その他  

（２）要望書の提出等  

要望書の提出にあたっては、本財団は当該要望に係る書類の審査を行うため、速やかに

ヒアリング等を実施する。なお、要望書の申請は平成２６年４月１日以降随時受付とする。  

 

４.その他 

申請その他の事項については補助方針による。 

 

５.適用 

平成２６年４月１日から適用する。 
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平成 26年 7月 11日 

平成２７年度補助事業の補助方針の見直しについて 【案】 

《補助メニューの改善事項》 

 

（機械関連） 

(１) ≪「安全・安心」及び「生活の質の向上」に資する技術革新≫について 

①これまで『振興事業補助（一般事業）』で取組んできた≪医療・福祉機器の開発≫については、

開発対象範囲を介護・健康分野まで含めたうえで当該分野に移すこととし、補助率を１／２から

３／４にしました。 

②≪IT 技術等の高度化による生活の質の向上に資する取組み≫に対して、新たにメニュー化 

しました。 

③≪「安全・安心」に資する取組み≫については、全て補助率を３／４にしました。（これまでは、

「人命事故に関わるもの」に限り３／４） 

(２) ≪自転車・モーターサイクルの技術革新≫について 

・補助率を２／３から３／４にしました。 

(３) ≪「安全・安心」及び「生活の質の向上」に資する技術革新≫、≪自転車・モーターサイクルの

技術革新≫、≪標準化の推進≫、≪ものづくり支援≫、≪地域の中小機械工業の振興≫、 

≪省エネルギー等の環境≫について 

 ・上記見直しに伴い、上限金額を２，０００万円から３，０００万円に引き上げました。 

(４) ≪公設工業試験研究所等（以下「公設試」という。）における機械設備拡充事業等≫について 

これまで≪公設試における機械設備拡充事業≫について支援してきましたが、それに加えて、 

以下の内容を明文化、メニュー化しました。 

①≪公設試における地域の特性を活かし、好循環につながる産業の創出・人材育成に資する 

事業≫を明文化しました。 

②≪公設試が主体的に取組む研究を通し、新たな地域ものづくりや高付加価値等につながる事

業など、地元企業、大学等と連携して行う共同研究≫に対して、新たにメニュー化しました。 

 

（公益関連） 

〔公益の増進〕 

(５) 『自転車競技の競技力向上（強化指定選手遠征）に資する事業』について 

・東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて新たにメニュー化し、その補助率を４／５に設定 

しました。 

(６) 『文教・社会環境（重点事業）』について 

・重点事業として取組む事業を『社会環境』に特化しました。 

資料３ 
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(７) 『スポーツ』について 

・≪スポーツ振興に関する調査研究≫を明文化しました。 

(８) 『医療・公衆衛生』について 

・≪難病に関する研究機器（医療機器）の整備≫について、難病に指定されていない希少難病も

対象に含めることとしました。 

(９) 『文教・社会環境（一般事業）』について 

・これまで『文教・社会環境（重点事業）』として取組んできた≪親と子のふれあい交流活動≫及び 

≪地域に根ざした自然・文化・遊び体験活動≫について、当該分野にある青少年の健全育成に

資する事業と関連する事業として整理しました。 

(１０) 『新世紀未来創造プロジェクト』について 

・子どもが参加・体験等を通じ、地域共生型社会の実現を目指す力を身につける≪社会福祉  

活動≫に対して、新たにメニュー化しました。 

〔社会福祉の増進〕 

(１１) 『地域共生型社会支援事業』の設定について 

・従来から取組んできた、児童、高齢者、障害者が相補的に関わることのできる地域共生型社会

づくりを促進していくため明文化しました。 

(１２) 『幸せに暮らせる社会を創るための活動や車両・機器等の整備』について 

①≪難病及び希少難病について正しい理解を深める活動≫を新たにメニュー化しました。 

②これまで〔公益の増進〕として取組んできた≪引きこもり・不登校に対する支援活動≫及び  

≪子どもなどの弱者をいじめ、暴力及び事故や犯罪から守るための活動≫を当該分野に移し、

補助率を２／３から３／４にしました。 

〔東日本大震災復興支援事業〕 

(１３) これまで〔地域振興〕として取組んできた≪東日本大震災復興支援事業≫を引き続き支援して

いくためメニュー化しました。 

 

（機械・公益共通） 

(１４) 通年で申請ができる〔緊急事業への支援〕について、その名称を〔緊急的な対応を必要とする

事業への支援〕に改めました。 

 

以上 
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事業費の上限金額はH24年度までは上限なしであっ
たが、H25年度以降からはすべての事業に上限金額
を設定した

特に人命事故に
関わるもの

・上限金額を平成25年度から2千万円に設定 （特筆すべき課題なし）

・機械工業における安全・安心に資する取組みへの支援
は、我が国の機械工業の発展に不可欠であり、製造業に
おける労働災害の低減が必要とされていることから、重点
事業として引続き支援していく。

・現行の「安全・安心」の概念に加えて、新たに「生活の質
の向上に資する取組み」に関し、①健康・医療・介護・福祉
と工学の連携・②ＩＴ技術を用いたニーズの高まりなど、機
械枠・公益枠の双方の領域にまたがる事業について、技
術革新・ものづくり及びそれらを取り巻く環境整備に資する
観点から機械枠で対応できるようメニュー化するとともに補
助率（2/3→3/4）を見直す。

直接「人の命」に係わる安全・安心に資する取り組みにつ
いて、より重要視する。

・引続き支援する。「技術革新やものづくり・IT技術を用い
て生活の質の向上に資する取組み」を新たに項目として追
加する。

　　　⇒補助方針（案）
　　　　 ○　【新旧対照　P2】
           ３．補助事業の概要
　　　　 ○　【新旧対照　P3】
　　　　 　４．補助事業の補助率・上限金額
　　 　　○　【新旧対照　P9】
          別添１　補助の対象となる事業について
　　   　Ⅰ．振興補助事業　１．重点事業　（２）

・　企業の中では標準は後回しされがちであり、ＩＳＯに
関する事業は優先的に補助を行うべきである。

・国際標準化に関わる様々なルールを若い人に教えて
いくこともこれから必要である。

・安全・安心に資する取組みに関する事業について、「特に
人命事故に関わるもの」と、それ以外のものに区分して引
続き支援する。
　

・「環境にやさしい自転車」という表現を改め、補助率（2/3
→3/4）を見直す。

「環境にやさしい自転車社会づくり」
→「次世代（軽量化・安全性向上の技術革新及び社会環境
への配慮）につながる自転車・モーターサイクルに関する
事業」

・国際標準の獲得は、海外市場での我が国の機械工業の
競争力強化に大きな役割を果たすため、標準化策定に向
けた取組みや標準化の国際交渉に対応できる人材育成に
関する事業に対して引続き支援する。

平成２４年～２６年度の
補助方針の更新点

・上限金額を平成25年度から2千万円に設定

・上限金額を平成25年度から2千万円に設定

・上限金額を平成25年度から2千万円に設定

平成２５年度における
審査・評価委員からの主な意見

（特筆すべき課題なし）

・　自転車・モーターサイクルに関するメニューを外す
べきではない。

・　重点事業でありながら2年連続要望なしはさみしい。
振興策が必要。

・　「環境にやさしい自転車」という表現がわかりにく
い。

・　機械振興に寄与する自転車・モーターサイクルに関
連した技術開発にも支援を行うべき。

平成２７年度補助方針策定にあたっての留意事項

・引続き支援する。

平成２６年度第1回評価作業部会及び平成２６年度第１
回審査・評価委員会における主な意見

（特に意見なし）

・ＪＫＡから具体例を出して自転車の開発を誘導しては
どうか。

・すべての研究テーマをＪＫＡで決めることは難しいが、
１つくらいはＪＫＡから具体的な研究テーマを与える補
助メニューがあっても良い。

（特に意見なし）

平成２７年度補助方針検討結果（機械工業振興補助事業）

・引続き支援する。次世代につながる自転車・モーターサイ
クルに関する事業を奨励するため、表現に「技術革新」を
加え、補助率を変更（2/3→3/4）する。
　　　⇒補助方針（案）
　　 　　○　【新旧対照　P2】
　　　　　３．補助事業の概要
　　　　 ○　【新旧対照　P3】
　　　　　４．補助事業の補助率・上限金額
　　　　 ○　【新旧対照　P9】
　　　　　別添１　補助の対象となる事業について
　　   　Ⅰ．振興補助事業　１．重点事業　（３）

安全・安心に資す
る取組み

平成２６年度
補助対象事業

機械工業振興補助事業

平成２７年度補助方針への反映

振興事業補助

安全・安心

重点事業

環境にやさしい自転車・
モーターサイクル

機
械
工
業
振
興
補
助
事
業

振
興
事
業
補
助

重
点
事
業

国際競争力強化に
資する標準化

1／3
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平成２４年～２６年度の
補助方針の更新点

平成２５年度における
審査・評価委員からの主な意見

平成２７年度補助方針策定にあたっての留意事項
平成２６年度第1回評価作業部会及び平成２６年度第１

回審査・評価委員会における主な意見
平成２６年度

補助対象事業
平成２７年度補助方針への反映

機
械

工
業

振
興

補
助

事
業

（特筆すべき課題なし）

（特筆すべき課題なし）

・　平成２６年度から加えた人材育成等のソフト事業の
要望が1件しかなかったのはさみしい。

・　ソフトウェアの扱いについて、熟考すべき。

・製品の長寿命化への取組みは大変よいことである

・公設工業試験研究所等における機器整備事業は、地域
における中小機械工業の振興に重要な役割を果たしてお
り、引続き支援する。

・平成26年度補助方針から新たに始めた産業人材の育成
等の観点による事業への支援について別掲し、要望の増
加を促す。

→「公設試における地域の特性を活かし、好循環につなが
る産業の創出・人材育成に資する事業」を新規に設定す
る。

・公設工業試験研究所が地元企業等と行う地域産業創出
に結び付ける試作開発などの共同研究への支援を新たに
設定する。

・ソフトウェアに対する補助については、これまでも機器本
体と同時に購入する場合に限り認めてきたところである
が、ソフトウエア単体の補助については、新規ソフトウエア
の資産管理上の問題があり、引続きこれを認めないことと
する。

・ものづくり支援に資する、先端技術の開発、知的財産の
創出、付加価値の向上、新規事業の創出等に係る事業に
ついて引続き支援する。

・公設工業試験研究所の考え方については時宜にか
なっていて良い。各地の大学・企業が連携し、公設試
験所を生かしていくべきだという動きがある。

（特に意見なし）

（特に意見なし）

（特に意見なし）

・平成25年度、上限金額を5千万円から4千万円
に減額

・平成26年度、上限金額を4千万円から3千万円
に減額

・平成26年度より、設備拡充事業だけではなく、産
業人材育成に係る事業についても対象を拡大

・上限金額を平成25年度から2千万円に設定

・上限金額を平成25年度から2千万円に設定

・上限金額を平成25年度から2千万円に設定

・平成26年度から「環境問題の解決に資する機
械・製品の長寿命化」を明文化

・平成26年度から「医療・介護分野」→「医療・福
祉分野」に表現を改め、支援対象範囲を拡大

・引続き支援する。「機械設備拡充事業等」という表現を改
め、地域産業の好循環につながる産業の創出・人材育成
を促進するため、「産業の創出・人材育成に資する事業」を
項目として追加する。
　　　⇒補助方針（案）
 　　　　○　【新旧対照　P2】
　　　　　３．補助事業の概要
          ○　【新旧対照　P3】
　　　　　４．補助事業の補助率・上限金額
　　　　 ○　【新旧対照　P9】
　　　　　別添１　補助の対象となる事業について
　　   　Ⅰ．振興補助事業　１．重点事業　（６）

・公設工業試験研究所等が企業・大学等と連携し地域の
産業創出につながる試作開発などの共同研究への支援を
一般事業として新たに追加する。
　　　⇒補助方針（案）
 　　　　○　【新旧対照　P2】
　　　　　３．補助事業の概要
          ○　【新旧対照　P3】
　　　　　４．補助事業の補助率・上限金額
　　　　 ○　【新旧対照　P10】
　　　　　別添１　補助の対象となる事業について
　　   　Ⅰ．振興補助事業　２．一般事業　（４）

・機械工業における環境分野の振興のため、引続き支援
する。なお、機械工業における医療・福祉分野等の振興に
ついては、重点項目とするため、一般事業から削除する。
　　　⇒補助方針（案）
　　 　　○　【新旧対照　P2】
          別添１　補助の対象となる事業について
　　　　 ○　【新旧対照　P3】
　　　　　４．補助事業の補助率・上限金額
          ○　【新旧対照　P10】
　　   　Ⅰ．振興補助事業　１．一般事業
　　　　　（３）機械工業における省エネルギーなど環境分野
                の振興　⑤

・引続き支援する。

振
興
事
業
補
助

重
点
事
業

・地域の中堅・中小機械工業の振興に資する事業基盤の
強化や新規事業の展開等に係る事業について引続き支援
する。

・3Rへの取組み、省エネルギーの推進、新エネルギーの開
発、環境問題の解決に資する機械・製品の長寿命化、医
療・福祉機器の開発等のうち、医療・福祉機器の開発につ
いては、従来の対象に加え健康機器の開発への支援や、
福祉・介護分野が直面する課題（介護する側の負担軽減、
介護される側の自立支援）の解決を重点事業として行うた
め、安全・安心に資する取り組み（重点事業）に移行する。

「機械工業における環境、医療・福祉分野等の振興」
→「機械工業における省エネルギーなど環境分野の振興」

・引続き支援する。
地域の中堅・中小企業
振興

環境、医療・福祉分野

機
械
工
業
振
興
補
助
事
業

公設工業試験研究所等
の設備拡充

ものづくり支援

一般事業

一
般
事
業
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平成２４年～２６年度の
補助方針の更新点

平成２５年度における
審査・評価委員からの主な意見

平成２７年度補助方針策定にあたっての留意事項
平成２６年度第1回評価作業部会及び平成２６年度第１

回審査・評価委員会における主な意見
平成２６年度

補助対象事業
平成２７年度補助方針への反映

・評価未提出の事業に対して今後何らかのペナルティ
を与えたほうがよいのではないか。

・すそ野を広げるためにはもっと若手に来てほしい。

・イメージが分かりづらい

【共通】
・平成25年度から、科研費の応募時期を勘案し
て、要望受付時期を変更した（11月）

・平成26年度から、複数年（2年）の研究申請を認
めることとした

【若手研究】
・平成25年度、年齢上限を40歳から45歳に引き上
げ。

・女性研究者へ積極に支援することを明記

・平成26年度、「若手研究者」の定義を変更
　（年齢制限を撤廃し、研究従事年数が概ね15
年以内とした）

・平成26年度から新設

・引続き支援する。（特に意見なし）

・「特別支援事業」に改め、引続き実施する。
　　　⇒補助方針（案）
　　　　○　【新旧対照　P10】
　　　　　別添２　補助の対象となる事業について
　　　　Ⅲ．特別支援事業

・機械工業の振興に資する
「独創的な研究の促進を通じた成果の社会還元」
（個別研究）
及び
「若手研究者のキャリアアップによる人材育成」
（若手研究）
について、引続き支援する。

・研究事業は流動的な要素が大きいため、研究の進捗上
やむを得ない理由、合理的な変更理由がある場合のみ計
画変更等の弾力運用を行う。

・事業者が活用しやすくなるよう、実態に合わせる表現に
修正する。

「緊急事業への支援」
→「特別支援事業」

「上記Ⅰに該当する事業のうち、原則、災害に起因する機
械工業の「安全・安心」等に資する事業、社会的情勢の変
化などに取組む事業であって、緊急に着手する必要があ
ると認める事業を支援します。」
→「上記Ⅰに該当する事業であって、社会的情勢の変化に
対応する必要があり、かつ実施時期に対応しなければ事
業効果が得られないなど、事業効果が得られないなど、特
別な支援を必要とする事業を支援します。」

（特に意見なし）

個別研究

機
械
工
業
振
興
補
助
事
業

研
究
補
助

研究補助

若手研究

緊急事業への支援
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事業費の上限金額はH24年度までは上限なしであっ
たが、H25年度以降からはすべての事業に上限金額
を設定

（審査コメント）
・地域基盤の継続事業を、どの程度・どの期間認知する
のか、補助事業そのものでコンセンサスが必要。

重点事業

・「社会環境」に特化し、引続き重点項目として支援する。
例示について他の補助メニューとの整合を図り、安全・安
心な社会づくりを目指す活動や地域社会の安全・安心に資
する活動とする。

　　　⇒補助方針（案）
　　　　○　【新旧対照　P11】
　　　　　別添２　補助の対象となる事業について
　　　　Ⅰ．公益の増進　１．重点事業
　　　　　（２）社会環境　①～③

・引続き重点項目として支援する。中でも2020年の東京オ
リンピック開催に向け、自転車競技の競技力向上（強化指
定選手遠征等）に配慮する。

　　　⇒補助方針（案）
　　　　 ○　【新旧対照　P3】
　　　　　４．補助事業の補助率・上限金額
　　　　 ○　【新旧対照　P11】
　　　　　別添２　補助の対象となる事業について
　　　　Ⅰ．公益の増進　１．重点事業
　　　　　（１）自転車・モーターサイクル　①

・引続き重点項目として支援する。

公
益
の
増
進

国際交流

重
点
事
業

平成２７年度補助方針への反映
平成２４年～２６年度の

補助方針の更新点
平成２６年度

補助対象事業
平成２７年度補助方針策定にあたっての留意事項（案）

平成２６年度第1回評価作業部会及び平成２６年度第１回審査・評
価委員会における主な意見

平成２５年度における
審査・評価委員からの主な意見

・現在、「文教・社会環境」は重点事業と一般事業のそれぞ
れに補助メニューが設定されているが、これを「社会環境」
に特化し、更に重点事業の例示①～⑦を他の補助メニュー
との整合を図り、安全・安心に資する活動を中心に再設定
し、重点的支援する。
→「安全・安心な社会づくりを目指す活動や地域社会の安
全・安心に資する活動を支援します。」

「防犯・防災を進める新たなネットワークづくり」
「安全・安心な地域社会づくり」
「警察・消防活動に協力中の事故被害者に対する支援活
動」
「更生保護施設の建築」

・国際化が進む日本の未来と国際社会への貢献に向け、
グローバル化に対応するため、言葉や国を超えた活動や、
人材育成を通じた国際交流活動に対して引続き支援する。

（特に意見なし）

（特に意見なし）

（特に意見なし）

・事業費の上限金額をH25年度から5千万円に設定

・自転車競技施設の建築の上限金額は2億円から
H25年度は1億5千万に減額

・社会問題化している自転車を取り巻く様々な弊害に
対して取り組む事業を重点化を図るうえで明記

・事業費の上限金額をH25年度から5千万円に設定

・施設の建築の上限金額を2億円からH25年度は1億
5千万円に減額

・「引きこもり・不登校、犯罪被害者に対する支援活
動」の表記を
→H25年度に「引きこもり・不登校に対する支援活動」
と「警察・消防活動に協力中の事故被害者に対する
支援活動」「地域社会の安全・安心に資する活動」に
変更

・対象を「子ども」から
→H26年度に「子どもなどの弱者」に拡大するととも
に、「事故や犯罪」に加えて「いじめ、暴力」を明文化

・「地域社会の安全・安心に資する活動」の表記を
→H26年度に「防犯・防災を進める新たなネットワーク
づくり、地域社会の安全・安心に資する活動」に変更

・平成24年度については、「国際交流の推進活動」の
みの表現であったが、
→平成25年度に「文化・経済・観光など多方面におけ
る国際交流の推進及び国際的な舞台で活躍できる
人材の育成」と明示し、
→さらに平成26年度については、「経済・文化・観光」
を「学術・芸術・文化」に改め、経済関連の分野につ
いては、機械工業振興補助事業に移行

平成２７年度補助方針検討結果（公益事業振興補助事業）

公
益
事
業
振
興
補
助
事
業

文教・社会環境

自転車・モーターサ
イクル

公益の増進

公益事業振興補助事業

・オリンピック種目である自転車競技の振興は、競輪振
興法人として取り組むべきテーマである

・補助事業の中の自転車の位置づけを明確にすべき

・自転車に関わる事業は、その性質上、競輪事業との関
係性が深く、また事業数も非常に多い。各事業が重要で
あることは承知しているものの、事業者側においても必
要性を考慮したうえで順位づけを明確にすべき

・高校生の自転車競技は重要である。

・犯罪被害者に対する支援については、良い取り組みで
あるが、件数も2件と少ないことから、表現方法に工夫な
どが必要なのではないか。

（特筆すべき課題なし）

・自転車競技・モーターサイクル競技の振興は、競輪振興
法人・オートレース振興法人として継続して注力していくべ
き分野である。

・2020年の東京開催に向け、自転車競技（特にケイリン種
目）の競技力向上に配慮する。（強化試合や海外遠征の旅
費等）
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平成２７年度補助方針への反映
平成２４年～２６年度の

補助方針の更新点
平成２６年度

補助対象事業
平成２７年度補助方針策定にあたっての留意事項（案）

平成２６年度第1回評価作業部会及び平成２６年度第１回審査・評
価委員会における主な意見

平成２５年度における
審査・評価委員からの主な意見

一般事業

（特に意見なし）

（特に意見なし）

（特に意見なし）

・従来の活動に加え、児童・生徒が参加・体験を通じ地域
共生型社会の実現を目指す力を身につける社会福祉活動
について新たに支援する。

　　　⇒補助方針（案）
　　　　○　【新旧対照　P12】
　　　　　別添２　補助の対象となる事業について
　　　　Ⅰ．公益の増進　３．新世紀未来創造プロジェクト
　　　　　（３）子どもが～社会福祉活動

・「スポーツ基本法」の基本理念を踏まえた事業に引続き一
般事業として支援するとともに、目的別にメニューを再設定
する。

　　　⇒補助方針（案）
　　　　○　【新旧対照　P11】
　　　　　別添２　補助の対象となる事業について
　　　　Ⅰ．公益の増進　２．一般事業
　　　　　（１）スポーツ　①～④

・難病に関する研究機器の適合性について、難病に指定さ
れていない希少難病も対象に含め、引続き一般事業として
支援する。

　　　⇒補助方針（案）
　　　　○　【新旧対照　P12】
　　　　　別添２　補助の対象となる事業について
　　　　Ⅰ．公益の増進　２．一般事業
　　　　　（２）医療・公衆衛生　②

・従来の事業を引続き一般事業として支援するとともに、こ
れまで重点事業の「文教・社会環境」で支援していた一部
の活動（親と子のふれあい交流活動、地域に根ざした自
然・文化・遊び体験活動）について、当該分野に移行し、一
般事業として支援する。

　　　⇒補助方針（案）
　　　　○　【新旧対照　P12】
　　　　　別添２　補助の対象となる事業について
　　　　Ⅰ．公益の増進　２．一般事業
　　　　　（３）文教・社会環境　①、②

（特に意見なし）

文教・社会環境

新世紀未来創造プロ
ジェクト

・平成24年度に「体育」から「体育・スポーツ」に表記
を変更

・平成23年8月に施行された「スポーツ基本法」の基
本理念に対応すべく、平成25年度に補助方針に反映
（「国際相互理解の増進、地域の相互連携及び地域
間の交流等に資する事業」を追加）

・難病に関する研究機器の適合性については、従来の「難
病指定」を原則としていたが、難病に指定されていない希
少難病も対象に含める。

・上記修正に伴い、設定主旨も「難病に関する医療機器」
から「難病及び希少難病に関する研究のための医療機器」
に改める。

一
般
事
業

・重点事業として取り組んできた①～⑦の事業のうち、以下
の事業は一般事業に変更とする。
→「・・・青少年の健全育成に資する事業並びに更生保護
に資する事業、消費者の安全・安心な社会づくりに資する
活動・・・」
①「親と子のふれあい交流活動」
②「地域に根ざした自然・文化・遊び体験活動」

・より多くの要望を喚起するため、以下のとおり具体的な内
容の表現に改める。

「個性豊かな、次代を担う青少年の育成に資する活動を支
援します。」
→「地域の『ひと・もの・こと』を生かした活動や自己表現力
を高め、自立心を養う活動など、個性豊かな次代を担う青
少年の育成に資する活動を支援します。」

・子どもが参加・体験等を通じ、地域共生型社会の実現を
目指す力を身につける社会福祉活動について新たに支援
する。

公
益
の
増
進

・平成24年度に小学生の対象学年を拡大（5・6年⇒
全学年）

一
般
事
業

・平成25年度に「希少難病に関する啓発活動」を追加
し、
→平成26年度に「希少難病に関する啓発活動」を社
会福祉の増進へ移行

・スポーツ競技力の向上はもとより、心身の健全な発達、健
康及び体力の保持増進等を目的としたスポーツ基本法の
基本理念を踏まえた事業に対し、引続き支援するとともに、
従前は混在並列で表記していたものを目的別にメニューを
再設定する。

①国内スポーツ競技力向上等のための事業
②全国的なスポーツ大会の開催
③国際相互理解の増進に資する事業
④地域の相互連携及び地域間の交流等に資する事業

公
益
事
業
振
興
補
助
事
業

・平成24年度に自転車活用によって「交通安全を促
進する活動」から「地域振興、交通マナー啓発等の活
動」に表記を変更

スポーツ

医療・公衆衛生

・特に、「国内スポーツ競技力向上のための事業」につい
ては、他の「全国的なスポーツ大会の開催」「国際相互
理解の増進」「地域の相互連携」「地域間の交流等に資
する事業」などの一般スポーツ事業と明確な区別をして
申請させるべき。

・国が指定する難病の外にある「希少難病」への支援は
重要である。

・更生保護に関しては施設の建築だけでなく、就労や高
齢化対策等、福祉的な取組みに支援していくことも考え
てはどうか。

・非常に良いプロジェクトであるので、広く周知してほし
い。

・従来型の分野別の補助ではなく、地域づくりと結びつけ
た整合整備を進める試みに補助をだす規模の小さいメ
ニューはつくれないか。
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平成２７年度補助方針への反映
平成２４年～２６年度の

補助方針の更新点
平成２６年度

補助対象事業
平成２７年度補助方針策定にあたっての留意事項（案）

平成２６年度第1回評価作業部会及び平成２６年度第１回審査・評
価委員会における主な意見

平成２５年度における
審査・評価委員からの主な意見

（審査コメント）
・紙媒体の効果や意義を明確化していく必要がある。

【共通】
・児童、高齢者及び障害者を跨ぐ事業については重要であ
るが表現については見直したほうが良い。

・児童、高齢者、障害者の複合領域における地域社会支援
ということでスポーツをツールとして実際に行っているNPO
などがある。

【高齢者】
・地域包括ケアで補助の対象とする事業は介護保険関係
以外の部分に限定すべき。

・従来の事業を引続き支援するとともに、「児童」「高齢者」
「障害者」が共に暮らす社会づくりを支援するため、新たに
項目を設定する。

　　　⇒補助方針（案）
　　　　○　【新旧対照　P14】
　　　　　別添２　補助の対象となる事業について
　　　　Ⅱ．社会福祉の増進
          ４．児童、高齢者及び障害者～支援

社
会
福
祉
の
増
進

児童

障害者

社会福祉の増進

・従来の補助対象分野である「児童」「高齢者」「障害者」の
3分野については、補助事業の区分として分けて行ってき
たが、これからの地域社会が抱える「支える人・支えられる
人」が互いに助けあえる社会を目指す活動に柔軟に対応
できる3分野の複合領域を新たに設定する。

（JKA補助事業には無い、地域社会共生活動事例）
・高齢者施設に子どもとの交流室を併設する
・障害者施設に高齢者が同居する

【共通】
・児童、高齢者、障害者を地域の中で結びつけ共生できる
社会の実現を目指す活動に着目して引続き支援する。

①児童
・「地域における支援」の概念を加え、引続き支援する。

②高齢者
・「地域包括ケア」の概念を加え、引続き支援する。

③障害者
・「地域での共生」の概念を加え、引続き支援する。

④上記①～③の複合領域による地域社会支援

高齢者

公
益
事
業
振
興
補
助
事
業

・虐待からこどもを守る施設の建築の上限金額は2億
円から平成24年度は1億円に減額
→平成25年度は8千万円に減額

・事業費の上限金額を平成25年度から5千万円に設
定

・平成24年度「障害を持つ人」から「障害のある人」に
表記を変更

・事業費の上限金額を平成25年度から5千万円に設
定

・事業費の上限金額を平成25年度から5千万円に設
定

【共通】
・従来型の補助ではなく、地域づくりと結びつけた支援を
必要とする人へ、工夫してメッセージを出していくべき。

・児童、高齢者、障害者と分かれての記載となっている
が、共生社会を目指す活動への支援という視点について
の記述が、うまく反映されていない。
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平成２７年度補助方針への反映
平成２４年～２６年度の

補助方針の更新点
平成２６年度

補助対象事業
平成２７年度補助方針策定にあたっての留意事項（案）

平成２６年度第1回評価作業部会及び平成２６年度第１回審査・評
価委員会における主な意見

平成２５年度における
審査・評価委員からの主な意見

平成24年度
・「その他社会福祉事業」から「車両整備等福祉
活動」に表記を変更

（特に意見なし）

（特に意見なし）

（特に意見なし）

（特に意見なし）

公
益
事
業
振
興
補
助
事
業

・従来の活動について引続き支援するとともに、これまで重
点事業の「文教・社会環境」で支援していた一部の活動（引
きこもり・不登校に対する支援、弱者をいじめ、暴力及び事
故や犯罪から守るための活動）について、当該分野に移行
し、支援する。

　　　⇒補助方針（案）
　　　　○　【新旧対照　P14】
　　　　　別添２　補助の対象となる事業について
　　　　Ⅱ．社会福祉の増進
          ５．幸せに暮らせる～車両・機器等の整備
　　　　　（５）、（６）

・引続き支援する。

・事業費の上限金額を平成25年度から5千万円に設
定

・平成26年度に「難病及び希少難病をかかえる人を
支援する活動」を追加（補助率1/2「医療・公衆衛生」
から3/4に変更）

・平成25年度に「社会福祉施設の建築」を障害者の
ための施設の建築の補助対象から削除

・平成25年度に医療機器を補助対象から削除

・平成26年度に介護機器を補助対象に追加
・引続き支援する。

・引続き支援する。
・JKA補助事業で建築した施設の永続的な活用を促し、利
用者の安全・安心に配慮しつつ、引続き支援する。

・福祉車両は、高齢者や障害者等の地域での活動に重要
な役割を果たしており、配備については事業規模、活動状
況等を考慮し、引続き支援する。

・特殊浴槽、介護機器、授産機器などの福祉機器は、高齢
者や障害者の生活の質の向上や社会参加に重要な役割
を果たしており、引続き支援する。

福祉機器の整備

福祉施設の補修

社
会
福
祉
の
増
進

その他福祉活動事業

「
幸
せ
に
暮
ら
せ
る
社
会
を
創
る
た
め
の
活
動
や
車
両
・
機
器
等
の
整
備

福祉車両の整備

・重点の文教・社会環境分野で支援していた以下の活動
は、「社会福祉の増進」に移行して補助率の見直しを行う。
（７）引きこもり・不登校に対する支援活動
（８）子どもなどの弱者をいじめ、暴力及び事故や犯罪から
守るための活動

（特筆すべき課題なし）

（特筆すべき課題なし）

（特筆すべき課題なし）

（特筆すべき課題なし）
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平成２７年度補助方針への反映
平成２４年～２６年度の

補助方針の更新点
平成２６年度

補助対象事業
平成２７年度補助方針策定にあたっての留意事項（案）

平成２６年度第1回評価作業部会及び平成２６年度第１回審査・評
価委員会における主な意見

平成２５年度における
審査・評価委員からの主な意見

・引続き支援する。非常災害の援護
・平成25年度に補助の対象者を拡大（財団法人・社
団法人・社会福祉法人・特定非営利活動法人・更生
保護会・商工会及び商工会議所）を追加

（特筆すべき課題なし） ・大規模自然災害に備え、引続き援護・支援を行う。 （特に意見なし）

（特に意見なし）・平成26年度から新設

・「特別支援事業」に改め、引続き実施する。

　　　⇒補助方針（案）
　　　　○　【新旧対照　P15】
　　　　　別添２　補助の対象となる事業について
　　　　Ⅴ．特別支援事業

緊急事業への支援

・平成24年度に対象を追加「大学に所属する研究者
（大学生・大学院生は除く）

・要望から内定までの期間を短縮するため、平成25
年度事業については平成24年11月19日～12月7日
に要望受付期間を変更
→平成26年度は平成25年8月19日～10月4日に変更

・平成25年度にネットワークづくり、高齢者、児童、障
害者等を対象とした生活支援活動、後世への伝承、
普及・啓発、実態調査、現在・将来にわたるニーズ調
査活動、被災者の自立支援、就業支援を目的とした
活動を追加

・「地域振興」の中に含まれていた「東日本大震災復興支
援」をメニュー化し、引続き支援する。

　　　⇒補助方針（案）
　　　　○　【新旧対照　P14】
　　　　　別添２　補助の対象となる事業について
　　　　Ⅲ．東日本大震災復興支援補助

地域振興（東日本大震災
復興支援補助）

・もう少し継続的に支援することが必要である。 （特に意見なし）

・イメージが分かりづらい

・東日本大震災復興支援活動は、地域の取り巻く環境の変
化など、様々なニーズに対応し、震災後3年が経過したが、
引続き支援していくため、「地域振興」の中に含まれていた
「東日本大震災復興支援」をメニュー化し、特化する。
→「地域振興」の文言を外す

・申請する側にとって分かりやすくなるよう表現を改め、引
続き実施する。

「緊急事業への支援」
→「特別支援事業」

「上記Ⅰ、Ⅱに該当する事業であり、社会的情勢の変化な
どに取組む事業であって、緊急に着手する必要があると認
める事業を支援します。」
→「上記Ⅰ、Ⅱに該当する事業であって、社会的情勢の変
化に対応する必要があり、かつ実施時期に対応しなければ
事業効果が得られないなど、特別な支援を必要とする事
業。
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平成 27年度補助事業の考え方について 

 

ＪＫＡは、平成 26 年 4 月 1 日、全国 43 競輪場での公正かつ安全な開催運営業務を担う競

輪競技実施部門〔旧（公財）日本自転車競技会〕、各競輪場と専用場外をつなぐ競輪情報シス

テム部門〔旧（公財）車両情報センター〕と統合し、競輪・オートレースの中核団体として

改めてスタートいたしました。 

 

ＪＫＡは、競輪・オートレースの売上の一部により、機械工業振興補助事業、公益事業振

興補助事業を通じて、行政・民間（個人）だけでは解決することのできない社会的課題に対

し支援することで、競輪・オートレースの収益を広く還元し、社会貢献を果たしてきました。 

ＪＫＡの補助事業は、限られた財源の下、これまで取り組んできた補助事業の成果・効果

を踏まえ、対象事業の見直し・改善を図るとともに、変化する時代の新たな課題や要請につ

いても検討を重ねていくことが必要とされています。 

 

抜本改正後４回目を迎える平成 27年度補助方針の策定にあたって、ＰＤＣＡサイクルによ

る評価（平成 23 年度・平成 24 年度補助事業まで終了）及び、これまでの委員会審議・審査

コメント等で出された意見や補助ニーズの変化に配慮し、以下の内容を中心に補助事業を実

施します。 

 

 

Ⅰ．平成 27年度補助事業全般について 

１．機械・公益共通 

（１） 広範囲である現在の補助メニューについては、安定的な補助事業とするため原則

踏襲します。 

（２） 健康・医療・介護・福祉と工学の連携等、機械枠・公益枠の双方の領域にまたが

る事業や研究活動に関する申請内容や問合せが増えていることなどから、機械枠・

公益枠の類似補助メニューについて、補助率の見直しを含めた再整理を行い、より

多くの申請に対応できるように改めます。 

（３） 安全・安心な社会・地域づくり、仕組みづくりに関する事業並びに安全・安心を

社会にもたらす機械技術に関する事業を重点的に支援します。 

（４） グローバル化に対応するための人材育成につながる事業に引続き注目して支援 

します。 

 

 

２．補助メニューの一部見直し 

補助事業の成果・効果を高めるため、分野別補助メニューの一部見直しを図ります。 

参考資料 本資料は平成 26年度第 1回公益事業振興補助事業審査・評価委員会（平成 26年 5 月 30 日）及び 

平成 26 年度第 1回機械振興補助事業審査・評価委員会（平成 26 年 6月 12日）において承認済 

 

下線は委員会後に修正した箇所を示す。 

平成 26 年度第 2回機械振興補助事業業審査・評価委員会 平成 26年 7 月 11 日 
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なお、主な内容は以下の通りです。 

（１）機械関係 

・現行の「安全・安心」の概念に加えて、新たに「生活の質の向上に資する取組み」

に関し、①健康・医療・介護・福祉と工学の連携・②ＩＴ技術を用いたニーズの高

まりなど、機械枠・公益枠の双方の領域にまたがる事業について、技術革新・もの

づくり及びそれらを取り巻く環境整備に資する観点から機械枠で明確に取り扱うこ

ととします。 

・次世代（軽量化・安全性向上の技術革新及び社会環境への配慮）につながる自転車・

モーターサイクルに関する事業を奨励します。 

・公設工業試験研究所が企業、大学等と連携し地域産業創出につながる試作開発など

の共同研究を新たに支援します。 

（２）公益関係 

・地域の中で共生できる社会の実現を目指す事業を支援します。 

・2020年東京オリンピック・パラリンピック開催決定を踏まえ、自転車競技の競技力

向上につながる事業を支援します。 

・「新世紀未来創造プロジェクト」については、対象事業を拡大することで更なる   

活用を図ります。 

 

３．補助事業審査関係（機械・公益共通） 

継続事業（複数年事業を含む）については、前年同様、過年度の成果を踏まえて審査

を行いますが、特に申請書類の記述内容を解り易いものに改め、審査時における当該  

事業の実績や問題点の改善状況などを平易に把握できるよう改善します。 

なお、JＫＡ補助事業の向上を図るために、事業者に対してＰＤＣＡサイクルへの  

理解及び自己評価制度の主旨について引続き理解と協力を促していきます。 

 

 

Ⅱ．平成 27年度補助事業の分野別留意点について 

１．機械工業振興補助事業 

（１）振興事業補助 

① 安全・安心に資する取組みのうち、特に人命事故に関わるもの（重点事業） 

現在「安全・安心に資する取組み」は、「特に人命事故に関わるもの」は補助率

が 3/4であり、それ以外のものは 2/3と区分している。健康・医療・介護・福祉の

領域も今後重要になることから、この分野に加える。 

② 安全・安心に資する取組み（重点事業） 

上記①以外の「安全・安心に資する取組み」も補助率（2/3→3/4）を見直す。 

③ 環境にやさしい自転車・モーターサイクル（重点事業） 

「環境にやさしい自転車・モーターサイクル」という表現が申請する側にとって

分かりづらいことから、これを分かりやすい表現「次世代（軽量化・安全性向上の

技術革新及び社会環境への配慮）につながる自転車・モーターサイクルに関する事
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業」に改めるとともに補助率（2/3→3/4）を見直す。 

④ 国際競争力強化に資する標準化（重点事業） 

標準化策定に向けた取組みや標準化の国際交渉に対応できる人材育成に関する

事業に対して引続き支援する。 

⑤ 公設工業試験研究所等 

ア．公設工業試験研究所等における機器整備事業は、地域における中小機械工業

の振興に重要な役割を果たしており、重点事業として引続き支援する。 

イ．平成 26 年度より上記ア．以外に人材育成型事業も対象となるように「公設

工業試験研究所等における機械設備拡充事業等※」という表現としたが、申請

する側にとって分かりづらいことから上記ア．機械設備拡充事業とは別掲し、

これを分かりやすい表現「公設工業試験研究所等における※地域の特性を活か

し、好循環につながる産業の創出・人材育成に資する事業」として、重点事業

としてメニュー化する。 

ウ．公設工業試験研究所が企業、大学等と連携し地域産業創出につながる試作開

発などの共同研究を新たに一般事業としてメニュー化する。 

⑥ ものづくり支援（一般事業） 

ものづくり支援に資する、先端技術の開発、知的財産の創出、付加価値の向上、

新規事業の創出等に係る事業について引続き支援する。 

⑦ 地域の中堅・中小機械工業の振興（一般事業） 

地域の中堅・中小機械工業の振興に資する事業基盤の強化や新規事業の展開等に

係る事業について引続き支援する。 

⑧ 機械工業における環境、医療・福祉分野等の振興（一般事業） 

現行は（３）「機械工業における環境、医療・福祉分野等の振興」で、①３Ｒ②

省エネ③新エネ④長寿命化⑤医療・福祉機器の開発、を包含しているが、⑤医療・

福祉機器の開発を重点事業に移行する。 

・分割することに伴い、現行（３）を「機械工業における環境の振興」に改め、

ニーズ※が高まっている健康と介護を包含したメニューとして、「機械工業に

おける健康・医療・介護・福祉分野の振興」を新たに重点事業としてメニュー

化する。 

※医療・福祉分野等の振興に係る要望については、医療・福祉のみならず、国民

の健康の維持・増進を支えるための機器開発への支援や、福祉・介護分野が直

面する課題（介護する側の負担軽減、介護される側の自立支援）の解決を図る

ため、医療・福祉分野に加え健康及び介護も対象とし、安全・安心に資する取

り組み（重点事業）に移行する。 

 

（２）研究補助 

機械工業の振興に資する「独創的な研究の促進を通じた成果の社会還元」（個別研究）

及び「若手研究者のキャリアアップによる人材育成」（若手研究）について引続き支援

する。 
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なお、研究事業は流動的な要素が大きいため、研究の進捗上やむを得ない理由、合理

的な変更理由がある場合のみ計画変更等の弾力運用を行う。 

 

（３）緊急事業への支援 

通年で申請ができる同事業（実施時期に対応しなければ事業効果が得られない事業に

限定）は、申請する側にとって分かりづらいことから、これを「緊急的な対応を必要と

する事業への支援」に改め、引続き実施する。 

 

２．公益事業振興補助事業 

（１）公益の増進 

「自転車・モーターサイクル」「文教・社会環境」「国際交流」「体育・スポーツ」    

「医療・公衆衛生」について、以下に挙げる点に留意しつつ、重点事業または一般事業

として引続き支援する。 

① 自転車・モーターサイクル（重点事業） 

競技力向上に資する自転車・モーターサイクル競技は、競輪振興法人、オート  

レース振興法人として継続して注力していくべき分野であることから、引続き支援

する。 

中でも 2020 年の東京オリンピック開催に向け、自転車競技の競技力向上に配慮

する。 

② 文教・社会環境（重点事業） 

現在、「文教・社会環境」は重点事業と一般事業のそれぞれに補助メニューが   

設定されているが、重点事業については「社会環境」に特化し、安全・安心な社会

づくりを目指す活動や地域社会の安全・安心に資する活動について重点的に支援す

る。 

③ 国際交流（重点事業） 

グローバル化に対応するための人材育成を通じた国際交流活動に対して引続き

支援する。 

④ スポーツ 

「スポーツ基本法」の基本理念を踏まえた事業に引続き支援するとともに、目的

別にメニューを再設定する。 

⑤ 医療・公衆衛生 

難病に関する研究機器の適合性について、従来「難病指定」を原則としていたが、

難病に指定されていない希少難病も対象に含める。 

⑥ 文教・社会環境 

これまで重点事業の「文教・社会環境」で支援していた一部の活動（親と子の  

ふれあい交流活動、地域に根ざした自然・文化・遊び体験活動）について、当該   

分野に移行する。 

⑦ 新世紀未来創造プロジェクト 

より多くの要望を喚起するため、児童・生徒が参加・体験を通じ地域共生型社会



 

5 

 

の実現を目指す力を身につける社会福祉活動について新たに支援する。 

 

（２）社会福祉の増進 

「児童」「高齢者」「障害者」「幸せに暮らせる社会を創るための活動や車両・    

機器等の整備」について、以下の点に留意し引続き支援する。 

中でも「児童」「高齢者」「障害者」については、それぞれの視点に立ちつつ地域

の中で結び付け共生できる社会の実現を目指す活動に着目して支援する。 

① 児童 

虐待防止のための取り組みについて引続き配慮する。 

また、地域ぐるみで子どもの健やかな成長を育む活動に配慮する。 

② 高齢者 

認知症予防や独居老齢者対策、地域包括ケアなど、高齢者をめぐる新たな問題に

ついて引続き配慮する。 

③ 障害者 

障害者福祉及び補助犬やバリアフリーなど、障害者の社会参加を通じ共生社会の

実現に向けてサポートする取り組みについて引続き配慮する。 

④ 「児童」「高齢者」「障害者」の複合領域による地域社会支援 

「児童」「高齢者」「障害者」のカテゴリーを複合的に取組む事業を対象とする。 

⑤ 幸せに暮らせる社会を創るための活動や車両・機器等の整備 

その他福祉活動事業について、これまで重点事業の「文教・社会環境」で支援  

していた一部の活動（引きこもり・不登校に対する支援、弱者をいじめ、暴力及び

事故や犯罪から守るための活動）について、当該分野に移行し補助率（2/3→3/4）

を見直す。 

 

（３）非常災害の援護 

大規模自然災害に備え、引続き援護・支援する。 

 

（４）地域振興（東日本大震災復興支援） 

東日本震災復興支援活動は、地域の取り巻く環境の変化など様々なニーズに対応し  

3 年が経過したが、引続き支援していくため、「地域振興」の中に含まれていた「東日

本大震災復興支援」をメニュー化する。 

 

（５）緊急事業への支援 

通年で申請ができる同事業（実施時期に対応しなければ事業効果が得られない事業に

限定）は、申請する側にとって分かりづらいことから、これを「緊急的な対応を必要と

する事業への支援」に改め、引続き実施する。 
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１．団体の概要 ・ＪＡＰＥＴとの合併

■一般社団法人日本教育情報化振興会（略称 ＪＡＰＥＴ＆ＣＥＣ）は、
平成２６年４月１日、

旧一般社団法人日本教育工学振興会 （略称 ＪＡＰＥＴ）
旧一般財団法人コンピュータ教育推進センター（略称 ＣＥＣ）

が合併して誕生しました。

■それぞれの今までの事業を継続しつつ新たな事業にも着手してまい
りますので、今後とも宜しくお願い致します。
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１．団体の概要 ・主な事業

■学校でのよりよい教育の実現に向け教育の情報化を推進する為に、
①ＩＣＴの活用普及・推進活動 ②省庁への提言・提案 ③調査・研究
開発 ④教育産業の健全な発展推進 ⑤情報活用能力育成
を行っている。
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教育の情報化の推進

④教育産業の
健全な発展推進

国への政策提言

地方自治体への提案

②提言・提案

独自の調査・研究開発

受託研究開発

③調査・研究開発①ＩＣＴ活用普及・推進

セミナー､講習会

冊子発行

イベント開催

⑤情報活用能力育成
問題解決力

コミュニケーション力

ネット社会のリスク回避
現場ニーズの把握

→製品への反映



１．団体の概要 ・自主事業の変遷（旧ＣＥＣ分）

事業 Ｈ２０年度 Ｈ２１年度 Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度

１．
教育におけるＩＣＴ
利用促進のため
の調査研究事業

２．
教育の情報化普
及促進事業

３．
教育現場のＩＣＴ
安全安心対策事
業

親子のためのネット社会の歩き方 講師育成

21世紀型コミュニケーション力講師育成

ICT夢コンテスト ICT夢コンテスト ICT夢コンテストMTMコンクール MTMコンクール MTMコンクール

学校情報セキュリティ標準仕様(学校DSS)

学校テレワーク(倉敷市、妙高市、三木市)

ICT支援員

つながり依存

21世紀型コミュニケーション力

ICT夢コンテスト ICT夢コンテスト

モバイル端末を活用した学習環境

現在

青少年のインターネット・リテラシーの調査
（総務省事業）

情報モラル講師育成
（文科省事業）

教育の情報化推進フォーラム（毎年３月に開催、下記は年度毎のテーマ）

今、２１世紀に
ふさわしい

学びの実現を、
すべての人に！

スマホ時代の
学びと冒険

多様化する
ＩＣＴ環境で
学び合おう

すべての
先生・子どもに
ＩＣＴ活用力を！

教育現場を
ＩＣＴでより
豊かにしよう！

情報活用能力を
高めよう

高校における情報教育
（経産省事業）

２１世紀にふさわしい学校教育

2020年の教育ICT活用研究会

モジュラー型教材

教育現場のICT安全安心

ネット社会の歩き方講師育成

Copyright 2014 一般社団法人日本教育情報化振興会

■平成２０年度より、省庁関係の請負事業の減少に伴い学校教育現
場の教員や児童・生徒を対象とした自主事業を中心に実施。
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２．補助事業の内容
２．１ 情報モラル講師育成 ・背景

スローガン

『全ての教員が全ての教科で情報モラル教育を』

・「テキスト」…新規開発。読み上げ原稿付きで準備し、
そのまま二次的な校内研修会等で活用できるよう配慮。

・「親子のためのネット社会の歩き方」……参考資料として
・「情報モラル指導者研修ハンドブック」…文部科学省提供
・「情報モラル教育実践ガイダンス」………文部科学省提供

■派遣した講師が直接児童生徒に授業を行う形態では、
平成20年度750人、平成21年度1,500人、平成22年度3,000人と
限定的。受講できる児童生徒を増やす為に、平成２３年度より児童生
徒に教えることができる教員を育成する事とした。
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２．補助事業の内容
２．１ 情報モラル講師育成 ・開催地域
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都道府県 受講者数

岩手県 ３６名

群馬県 ８３名

神奈川県 １２名

新潟県 ２９名

岐阜県 ７２名

滋賀県 ２０名

大阪府 １６名

奈良県 １２名

岡山県 ６２名

山口県 ４６名

高知県 １１２名

佐賀県 ６６名

計１２地域 ５６６名

■都道府県及び中核市以上（約９０地域）の教育委員会へセミナーの
開催を案内し、応募団体の中からＣＥＣ内の委員会で15教委採択。



２．補助事業の内容
２．１ 情報モラル講師育成 ・セミナー風景

■実施時期 ２０１３年１２月２日
■場所 栃木県教育センター
■対象者 指導主事、各校の情報担当主任
■テーマ ネット社会の歩き方を活用した情報モラル教育の進め方
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２．補助事業の内容
２．２ インターネットリテラシーの育成 ・背景

■平成23/24年度に、総務省案件として、ネット上のトラブル事例を分
析。リスクヘッジに必要なリテラシーを定義しテストを開発。高校1年生
を調査。スマホを60%近く保有しているにもかかわらずリテラシー低い。
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◆フィルタリングで守ってもらう◆ ◆自身のリテラシーで守る◆

「青少年有害情報を閲覧する機会をできるだけ
少なくするための措置」

「インターネットを適切に活用する能力の習得に必
要な措置」

羽衣学園高等学校におけ
る調査の様子

図表6.1-3 １日の使用時
間（アンケート04）
(機器は複数選択)（一機
種内では単一選択)
＊アンケート02で該当の
機器を保有していると回
答した青少年（ＰＨＳ：66
人、携帯電話：531人、ス
マートフォン：2,921人、タ
ブレットＰＣ：431人、ノート
ＰＣ：1,517人、デスクトッ
プPC:799人、携帯ゲーム
機:1473人、固定ゲーム
機:1,108人)の内訳
＊比率=当該機器を当該
時間使用すると回答した
人数/当該機器を保有し
ていると回答した人数

2時間以上比率 30分～2時間比率 30分未満比率 無回答比率 小計
PHS 3人 5% 10人 15% 36人 55% 17人 26% 66人
携帯電話 92人 17% 96人 18% 231人 44% 112人 21% 531人
スマートフォン 1,647人 56% 916人 31% 267人 9% 91人 3% 2,921人
タブレットＰＣ 60人 14% 105人 24% 174人 40% 92人 21% 431人
ノートＰＣ 223人 15% 354人 23% 626人 41% 314人 21% 1,517人
デスクトップＰＣ 134人 17% 180人 23% 305人 38% 180人 23% 799人
携帯ゲーム機 113人 8% 283人 19% 735人 50% 342人 23% 1,473人
固定ゲーム機 94人 8% 211人 19% 535人 48% 268人 24% 1,108人
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２．補助事業の内容
２．２ インターネットリテラシーの育成 ・成果物

■平成25年3月にホームページで公開。当時、問題になりつつあったジ
オタグやID連動などの事例をいち早く取り込んだ。平成25年度より、情
報モラル講師育成事業でも使用し啓蒙中。また、平成25年度のデータ
であるが、「ネット社会の歩き方」HPへのアクセスは月間10万回以上。
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３．指摘事項に関する説明

■『本来、教育委員会ですべきことでないか』とのご指摘

☞その通りですが、一部の先進的な教育委員会以外では、国語や算数
などの一般的な教科への対応で精一杯で、「情報モラル」まで手が回っ
ていないのが実情です。

☞文部科学省の学習指導要領では、全ての教員が全ての教科で「情
報モラル」を指導する事とされていますが、 「情報モラル」という科目も
教科書もありません。その為、地方自治体の教育委員会では苦労して
教材を作成していますが、統一性は無くバラバラです。児童生徒に対し
て地域毎にバラバラなレベルで指導することは好ましくなく、我々のよう
な中立的な団体が同一レベルで実施する事には意義が有ると思います。

☞更に、時代を先取りする事例は、我々が委嘱したような先進的な委
員を複数人集めなければ具現化できないと思います。
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３．指摘事項に関する説明

■『外部委託比率が、高いのではないか』とのご指摘。

☞その通りです。教員向けのセミナーの講師は教員資格を有しているこ
とが第一条件で、自ずと講師は有資格者に依頼する事となり、外部委
託比率が高くなっております。

☞また、成果物で示したような冊子作成においては、生徒に興味を
持って読ませる事が重要で、イラストを適宜交える必要があります。その
為には、イラストレータという特殊スキルの保有者が必須であり、外部
委託比率が高くなっております。

☞しかしながら、これらの事を的確にインテグレート（研修会で得た教員
の声を冊子開発に反映させる事）するのは我々にしかできないと思って
います。
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